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第１２回 高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議 ～分野ごとの進捗管理シート～　【平成２７年度】 作成日：平成２８年5月9日

高知市

地域防災推進課　横山
（823-9040／内線）

防災対策部防災政策課

健康福祉部健康福祉総務課

◇避難計画策定のための前提条件となる津波浸水予測や、地域の特性に応じた有効な避難方法などの検討
★長期浸水域における津波避難ビルの収容力の過不足，浸水域外への避難可能エリアの検証
△要配慮者を津波から守るための支援策の充実
◎自主防災組織の活性化のための、効果的な働きかけや対策の検討
□避難所確保対策の推進

◇Ｌ２想定において避難計画策定を行うため，津波浸水深・到達時間等の予測に基づく避難場所及び避難方法を整理する

分　野分　野分　野分　野

１．津波避難対策の推進１．津波避難対策の推進１．津波避難対策の推進１．津波避難対策の推進
　　◇津波避難計画の検証
    ★長期浸水域の住民避難対策の充実
　　△災害時要配慮者対策の充実
　　◎自主防災組織の活性化
　　□避難所の確保

部　会 高知県

所管課
担当者　氏名

（連絡先）

南海トラフ地震対策課　清水
（823-9317／内線2090）

対策の方針
津波被害が深刻な沿岸部において、要配慮者を含む避難方法を確立するとともに、自主防災組織をはじめとする共助の取り
組みを活性化させ、避難対策を推進する

関係部局
及び 課

健康政策部健康対策課

地域福祉部地域福祉政策課

課題

県

部会の構成 上記関係課により構成

第1回：H24.10.22 第2回：H24.10.26 第3回：H24.12.26 第4回：H25.4.19 第5回：H25.5.28 第6
回：H25.10.24　第7回：H25.12.20　第８回：H26.4.21　第9回:H26.10.16　第10回H26.12.19、第11
回H27.5.1、第12回H27.10.22、第13回H27.12.22

◇Ｌ２想定において避難計画策定を行うため，津波浸水深・到達時間等の予測に基づく避難場所及び避難方法を整理する
★長期浸水域の津波避難ビルの避難者の孤立化
△モデルとなる取り組みを踏まえた、要配慮者に対する災害時の避難方法や避難対策の取り組みを各地域へ拡大する
◎市域面積30,899ha、管内世帯数161,969世帯、41小学校区、大街26地区、を抱える高知市は旧市街地、沿岸部、中山間部、など
　地理的条件等の違いから、その地域にあった地域防災力の強化を図る
□現在指定済みの指定避難所を全て使ったとしても，想定の避難者全員を受け入れることは不可能であり，津波浸水等を考慮す
ると約10万人分の避難所が不足する見込みである。

部会の開催状況

課題

市

・具体的な
　取り組み
・連携して
　進める
　事項
・主な役割

県

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》
◇検討の際に用いる資料の提供、県内の計画策定に関する情報提供
★避難行動シミュレーション（マルチエージェントシミュレーション）の実施
△他のモデルとなる取り組みの事例紹介、対応を進める上での協議
◎自主防リーダー向けの研修、先進事例紹介などの情報提供
□他県、他市町村の福祉避難所における情報提供
□広域避難の検討の場を設け、資料を提供する

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

◇11月に、沿岸部の津波避難困難地域における津波避難のあり方を検討するため、防災懇談会を実施 ◇新想定に基づく津波避難計画の策定及び地域への情報提供

【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

◇津波避難計画に基づき、市と連携しながら地域の津波避難計画の実効性を検証する。
★長期浸水域における住民避難の課題を避難行動シミュレーション（マルチエージェントシミュレーション）
で検証する。
△要配慮者対策について、市とともに県内のモデルとなる取り組みを進める
◎自主防災組織の活性化に向けて、効果的な訓練のための研修や、先進事例の紹介など情報提供の充
実を図る
□避難所の耐震化の促進や福祉避難所の指定、広域避難の検討を進める

◇津波避難計画の円滑な策定◇津波避難計画の円滑な策定◇津波避難計画の円滑な策定◇津波避難計画の円滑な策定
　・新想定を踏まえた避難方法の整理　・新想定を踏まえた避難方法の整理　・新想定を踏まえた避難方法の整理　・新想定を踏まえた避難方法の整理
★長期浸水域の住民避難対策の充実★長期浸水域の住民避難対策の充実★長期浸水域の住民避難対策の充実★長期浸水域の住民避難対策の充実
　・長期浸水域の住民の命を確実に守るための対策をアク　・長期浸水域の住民の命を確実に守るための対策をアク　・長期浸水域の住民の命を確実に守るための対策をアク　・長期浸水域の住民の命を確実に守るための対策をアク
ションプランとして取りまとめるションプランとして取りまとめるションプランとして取りまとめるションプランとして取りまとめる
△要配慮者に対する支援策の充実△要配慮者に対する支援策の充実△要配慮者に対する支援策の充実△要配慮者に対する支援策の充実
　・要配慮者対策の効率的な進め方の検討　・要配慮者対策の効率的な進め方の検討　・要配慮者対策の効率的な進め方の検討　・要配慮者対策の効率的な進め方の検討
◎自主防災組織活動活性化◎自主防災組織活動活性化◎自主防災組織活動活性化◎自主防災組織活動活性化

市

◇11月に、沿岸部の津波避難困難地域における津波避難のあり方を検討するため、防災懇談会を実施
し、平成25年度末までに高知市津波避難計画(H22.4）に基づいた31地区の地区別津波避難計画を作成す
る
★長期浸水域の津波避難ビルへの避難者の救助・救出方法等の検討
△各地域での要配慮者支援の自主的な取り組みを支援する（特に沿岸部については，一般の避難場所や
避難経路・避難方法の検討が必要であり，想定を踏まえた計画策定が前提となる）
◎津波浸水予測地区は、地区別津波避難計画を作成する過程で、自主防災組織の育成強化を図る。ま
た、全体としては、活動に対する補助金により結成促進を図るとともに、避難訓練の実施や講習会開催に
より防災リーダーを育成するとともに組織の活性化を図る
□避難所に未指定の県立施設及び民間宿泊施設について，避難所指定を進めるとともに，広域避難につ
いても検討を行う。

◇新想定に基づく津波避難計画の策定及び地域への情報提供
★津波避難ビルの避難者の救助・救出方法の検討及び孤立化対策
△要配慮者支援に関する自主防災組織等地域組織と関係部局及び防
　災部局との協議と連携
◎自主防災組織のリーダー育成及び連合組織の結成促進と知識・活動
　強化
□避難所指定手続き（現地確認，協定の締結など）

◎自主防災組織活動活性化◎自主防災組織活動活性化◎自主防災組織活動活性化◎自主防災組織活動活性化
　・活動活性化に向けた検討　・活動活性化に向けた検討　・活動活性化に向けた検討　・活動活性化に向けた検討
□福祉避難所の指定数の増加による要配慮者の避難先の□福祉避難所の指定数の増加による要配慮者の避難先の□福祉避難所の指定数の増加による要配慮者の避難先の□福祉避難所の指定数の増加による要配慮者の避難先の
確保確保確保確保
□地域集会所等を安全な避難所として確保□地域集会所等を安全な避難所として確保□地域集会所等を安全な避難所として確保□地域集会所等を安全な避難所として確保
□県立施設の避難所への指定□県立施設の避難所への指定□県立施設の避難所への指定□県立施設の避難所への指定
□広域避難の検討□広域避難の検討□広域避難の検討□広域避難の検討
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 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果

取り組みの達成によって得られる効果
（アウトカム）Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 計画期間以降

取り組み内容
（平成25年度以降の取り組みを含めた全体）

計 画 ス ケ ジ ュ ー ル

◇現地点検の実施

県

◇避難計画策定の早期完了と、策定した計画の点検
　実施

◇12月：避難計画点検マニュ
　アルの作成
◇12月以降：避難計画の点検
　の実施

◇避難計画の図上点検の実
施（１９市町村）

◎組織率100%
◎防災士の養成
◎８月：県内一斉避難訓練

◎自主防災組織の活性化のための、効果的な働きか
け
　や対策の検討

◎9月､11月：防災士の養成
◎秋：活動事例集の作成
◎9月：県内一斉避難訓練

◎防災士の養成
◎８月：県内一斉避難訓練
◎実践訓練研修の実施

自主防災組織のリーダー層の増加

　

△要配慮者を津波から守るための方法の確立 △災害時要援護者避難支援
　ガイドラインの改訂
△モデル事業の推進

△個別計画の作成体制の構
築等への支援
△あったかふれあいセンター
職員等への防災研修の実施

△個別計画の作成体制の構
築等への支援
△あったかふれあいセンター
職員等への防災研修の実施
△災害福祉広域ネットワーク
の検討

△個別計画の作成体制の構
築等への支援
△あったかふれあいセンター
職員等への防災研修の実施
△災害福祉広域ネットワーク
の検討

◇現地点検の実施

◎防災士の養成
◎9月：県内一斉避難訓練
◎実践訓練研修の実施

◇津波避難マップの活用浸透による地域住民
の避難行動の精度向上。

△災害対策基本法の改正を受けて，要配慮者対策の △災害時要支援者の平時の △災害対策基本法の改正を △自主防災組織等との協働に 避難困難地域解消による避難困難者ゼロ

◇高知県津波避難計画策定指針を参考とし、自主防災
　組織と連携した自助・共助（要援護者等の避難）の31
　地区の地区別津波避難計画（避難路等整備計画・行
　動計画等）の策定と避難マップの作成

◇津波避難計画の策定完了
　15地区の避難路等整備計画
作成、4地区防災マスタープラ
ンの見直し
◇12地区の避難行動計画作
成、避難施設整備計画作成

◇浸水想定31地区の津波避
難マップ作成
◇避難計画の現地確認

◇津波避難マップを活用した
避難訓練・学習会の実施。各
地域における避難行動の精度
向上を図る。

◇◎自主防災組織が主体と
　なった津波避難対策の実施

◎８月：県内一斉避難訓練
◎実践訓練研修の実施
◎避難所運営の手引きの作
　 成・配布
□福祉避難所の指定の促進
□福祉避難所運営の体制づく
りの支援
□広域避難の検討の場を設
け、検討を始める
□地域集会所等の耐震化

△自主防災組織等との協働に

　や対策の検討

□福祉避難所の指定促進及び機能強化
□広域避難の検討
□地域が所有する集会所等の耐震化へ支援

◎9月：県内一斉避難訓練
◎実践訓練研修の実施(年4
回)

□指定可能調査の実施
□未指定市町村への訪問
□物資・器材の購入助成

◎実践訓練研修の実施

□福祉避難所の指定促進及
び機能強化
□福祉避難所運営の体制づく
りの支援
□中央圏域での広域避難に
ついての合意形成を図る
□地域集会所等の耐震化

□福祉避難所の増加
□福祉避難所の運営体制の整備
□避難所の確保

◎実践訓練研修の実施

□福祉避難所の指定促進及
び機能強化
□福祉避難所運営の体制づく
りの支援
□広域避難の実施について実
効性を高める

◎高知県補助制度の活用と一斉避難訓練（9/1）の参
加
　促進による自主防災組織の活性化

◎自主防組織率85％の達成
◎県と連携した防災士の養成

市

△災害対策基本法の改正を受けて，要配慮者対策の
　専管組織を26年度から設置し，行政・地域等と一体と
　なって今後取り組む（現在行っている種崎地域等の
　取組みと並行）
△自主防災組織や地域社会福祉関係団体等との連携
　による災害時要配慮者支援体制の構築
△災害時要支援者の平時の個人情報の行政機関以外
　の提供についての仕組みを検討
△個別支援計画策定に際し，市・市社協・民児協等の
　各団体と協締結

△災害時要支援者の平時の
個人情報の行政機関以外の
提供についての仕組みを検討
（条例制定も視野）
△要配慮者支援体制構築の
ため、潮江地区での活動推
進。浦戸種崎地区における自
主防災組織等との協議

△災害対策基本法の改正を
受けて，要配慮者対策の専管
組織を26年度から設置
△対象者の個人情報の行政
機関以外への開示の本人同
意及び個別支援計画策定に
際し，市・市社協・民児協等の
各団体と協定締結
△浦戸・種崎地区での要配慮
者支援体制再検討

△自主防災組織等との協働に
　よる災害時要配慮者支援体
　制構築

避難困難地域解消による避難困難者ゼロ
地域における災害時要配慮者支援体制、避難
所での避難生活困難な要配慮者への対応方
法構築

◎防災士の養成
◎自主防災組織連合会の活
動促進
◎県内一斉避難訓練の参加
◎自主防災組織の活動促進
◎自主防災組織連絡協議会
の組織強化

◎県内一斉避難訓練(8/31)の
参加
◎自主防組織率100％の達成
◎(仮）自主防災組織連絡協
議会設立
◎防災士の養成

◎（仮）防災士連絡協議会の
設立
◎防災士の養成
◎自主防災組織連合会の活
動促進
◎県内一斉避難訓練(8/30)の
参加
◎自主防災組織率100%の達
成

△自主防災組織等との協働に
　よる災害時要配慮者支援体
　制構築
△取組地域の拡大

◎自主防災組織間の情報共有と連携強化に
よる組織間の格差解消・災害発生時における
協力体制の構築

□避難者収容可能数の増加

成
◎自主防災組織連絡協議会
を構成する連合会の組織促進

□福祉避難所指定及び開設
　運営体制の構築

□その他県立施設の避難所
指定の検討
□民間宿泊施設の避難所指
定の検討
□広域避難の検討

□福祉避難所指定及び開設運営体制の構築

□県立施設の避難所指定

□指定福祉避難所開設運営
体制構築に向けた協議及び
訓練の開催
□避難所台帳作成

□福祉避難所指定及び開設
　運営体制の構築

□指定福祉避難所開設運営
体制構築に向けた協議及び
訓練の開催
□県立弓道場，県立武道館，
県立高等学校（校舎）の避難
所指定
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表中の下線部は、県と高知市が連携をして進める事項

平 成 ２７ 年 度 当 初 予 算 の 状 況
県 市

△（新）要配慮者避難支援対策事業費補助金（19,632千円）
◎（継）地域防災対策総合補助金（154,933千円）
□（拡）福祉避難所指定促進等事業費補助金（45,000千円）
□（新）避難所運営マニュアル策定委託料（14,904千円）
□（継）地域集会所耐震化促進事業費補助金（161,893千円）

△（継）避難行動要支援者対策事業（10,000千円→987千円）
△（継）福祉避難所整備事業費補助金（8,400千円→13,200千円※民間施設）
△（新）福祉避難所整備事業（1,200千円※市施設）
◎(継)自主防災組織育成強化事業(112,500千円→78,000千円)
◇(継)津波防災対策事業(70,000千円→60,000千円)
◎（継）防災人づくり事業費（3,210千円→3,291千円）

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）

◇現地点検で洗い出された課題につい
ての対応

◇津波避難計画の現地点検に着手

△個別計画作成の促進
　・個別計画作成に向けての支援（補助
金の活用、進捗状況の確認等）

◇点検箇所数が多く、優先順位をつけて
実施する必要がある。

◇計画通り実施

△酸素取扱業者に依頼し、酸素療法患
者及び人工呼吸器使用患者の行政へ
の名簿提供意思確認調査を実施
△個別計画作成要配慮者避難支援対
策事業費補助金交付要綱の制定
△補助金交付決定（10市町村）
△市町村説明会等で取組を周知（4/17
防災、4/23福祉、6/9災害救助）
△地域本部、福祉保健所、管内市町村
を個別訪問し、取組協議、情報共有
（4/9～4/21）
△災害福祉広域支援ネットワーク
　　関係機関の災害福祉に関する取組
状況についてヒアリング（4/21中央東Ｗ
ＨＣ、4/24リハ研、4/30老施協、5/15厚

◇地区数も多く、すべての現地点検を実
施するには時間を要する。

課題等 対策の実績
月

計画（Ｐ） 実行（Ｄ）

対策の見直し内容 対策の計画 実行後の分析・検証 評価後の課題

評価（Ｃ） 改善（Ａ）

◎組織率100%に向けて、未設置地域(特
に人口密集地）へ市町村、地域本部やこ
うち防災備えちょき隊などを活用し周知
していく。

県 ◎自主防災組織の組織率や活動実態
の調査
◎避難所運営マニュアルのモデル10避
難所の策定に着手
□福祉避難所の指定促進及び機能強
化
　・補助金、運営訓練マニュアルの活用
促進、進捗状況の確認等）

□広域避難の検討

◎今年度末の組織率100%を目指す。

◎市町村は当然、地域の方の協力が不
可欠。

□新たな避難所の確保

ＨＣ、4/24リハ研、4/30老施協、5/15厚
労省ほか、6/25ヘルパー協）

◎計画通り実施

◎モデル１０避難所で南国市日章地区
より策定に着手
□福祉避難所指定促進等補助金交付
要綱の制定
□市町村説明会等で取組を周知（4/17
防災、4/23福祉、6/9災害救助）【再掲】
□地域本部、福祉保健所、管内市町村
を個別訪問し、取組協議、情報共有
（4/9～4/21）【再掲】

□高幡地域での広域避難協定の締結（4
月10日）
□中央地域で広域避難検討会（4月17
日）
□県内全域を対象に避難所収容数確認
調査実施（6月12日）

◎県内自主防災組織率92.7%（高知市
88.3%）※H27.4.1現在

□福祉避難所が未指定の1町について
は、８月末までに指定される見込み。

４月
～

６月

調査実施（6月12日）
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４月
～ 市

△各地域での同意取得・要支援者名簿
情報提供，地域での個別計画策定や防
災訓練等の取組支援，市民への周知・
啓発
　（種崎，北高見町は継続，新規３地区
程度で開始）

□新規福祉避難所協定の協議（12施
設：協議中６施設，新規６施設）

□福祉避難所物資備蓄の協議（12施
設）

◎自主防災組織連絡協議会
　　第1回幹事会(4月)
　　第1回ブロック会(5月)
　　総会(6月)
◎自主防補助金受付勉強会(5月)
◎県への自主防補助金申請(5月～9月)

△各地区の自主防災組織等と十分な協
議が必要
　地域特性等を考慮しながら緊急性が
高く，支援体制が整った地域などから順
次取組を開始
　左記地区の取組を検証し，要支援者を
含めた市民への周知・啓発を行い，市内
での取組を拡大

□26年度から協議中の６施設について，
27年度の物資備蓄が可能となるよう，年
度当初の協定締結を目指して協議継続

◎連絡協議会の3か年の活動方針と目
標の設定し、27年度の事業計画を決定
する。

◎より多くの自主防災組織に補助制度
を活用してもらうため、補助申請が集中

△名簿情報提供，地域での取組支援
・北高見町：個別計画策定開始（６月）
・種崎：個別計画策定の検討（〃）
・北吸江：同意確認（５月），名簿情報提
供（６月）
・布師田：取組開始の協議実施（６月）

□新規福祉避難所協定
・各施設との協議実施
・新規指定：１施設（４月），２施設（６月）
□福祉避難所物資備蓄等の要望調査
（６月）

◎ 4/28第1回幹事会、5/26南ブロック
会、5/27西ブロック会、5/28北ブロック
会、6/1東ブロック会、6/23第2回幹事
会、6/30総会を開催。

◎6/1補助金申請について課内学習会

△市内での取組拡大に向け，新たに２
地区で取組を開始することができたが，
要支援者本人や避難支援等関係者とな
る地域の団体や住民の方の理解ととも
に，各団体が互いに十分連携・協議し，
役割分担を行うことが重要。

◎幹事会において27年度事業方針を確
認し、6月の総会において｢ﾘｰﾀﾞｰ研修」
「講演会」などの27年度事業を決定。
各ブロック会では、それぞれの連合組織
の活動状況の交換、自己紹介シートを
使って役員相互の連携を深めた。

△各団体が互いに十分連携・協議し，役
割分担を行って支援体制を構築していく
ことが重要。個別計画策定等を行う支援
者の人材育成や発災時の避難支援者の
確保が課題。

◎情報交換をさらに活発に行い、活動内
容を参考にしあったり、課題を話し合える
ようにしていく必要がある。

◎防災学習や訓練を活発に行ってもらう
ためには補助制度の活用が不可欠であ
り、煩雑な申請制度を自主防に分かりや
すく説明することが大切。防災意識の向
上と活性化を効率よく進めていくために
もう少し時間をかけての勉強会が必要。

△取組する地域の実情に応じて，各
団体の連携による支援体制を構築し
ていく。

～
６月

市
校区毎の津波避難マップを活用した避
難訓練の実施・マップ増刷(通年)
◇津波避難ビル指定・津波避難ビル資
機材整備 (通年)

◎防災人づくり塾の開催（6/29～8/25）

◎（仮）高知市防災士連絡協議会設立
（５月），防災士の養成
□県立施設（ふくし交流プラザ）の避難
所指定の検討
□民間宿泊施設の避難所指定の検討
□広域避難の検討

を活用してもらうため、補助申請が集中
した場合の丁寧な対応や地域の講習会
での補助金説明が出来る体制が必要。

◎早めの随時申請により活動を促進す
る。

◇津波避難マップの地域住民への浸透
◇津波避難ビルの地域によるバラつき
の解消

◎受講者増加のため，開催内容の再検
討を行う。
◎防災士資格取得者の増加に向けた取
組の検討
□対象施設と十分な協議が必要

□避難所収容能力拡大に向けた取組が
必要

◎6/1補助金申請について課内学習会
を実施。

◎各自主防災組織の事業(学習会・避難
訓練等)事業期間を少しでも長く確保で
きるように早めに申請をするよう案内を
したり、申請に不慣れな自主防災組織に
対して早めに相談に来ていただくよう取
り組んだ。(6/30 39団体申請)

◇アルファステイツ高須などを新たに指
定

◎防災人づくり塾の開催（6/29～8/25）
◎高知市防災士連絡協議会設立
（5/19）
□高知市旅館ホテル協同組合と協議開
始

◎一般的な項目については、概ね全員
が対応可能となった。

◎申請をもらっても県の交付決定が下り
るまでの期間は自主防災組織の事業が
実施できないことや、自主防の希望する
資機材や物品が補助対象とならないこと
等に苦情があった。

◇４施設(収容可能人数659)を指定

◎防災人づくり塾（147人申込）

◎防災士240人により設立

もう少し時間をかけての勉強会が必要。

◎補助金申請の時期や手続き等を検討
し、事業を実施できる期間を長期間確保
することや補助金の対象についても自主
防災組織にとって使いやすいものにして
行くことが必要。

◎防災士連絡協議会の取組の充実
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県

△在宅酸素療法患者の個人情報提供
　南海地震時重点継続要医療者支援マ
ニュアルを用いた支援計画策定支援

△個別計画作成の促進
　・個別計画作成に向けての支援（補助
金の活用、進捗状況の確認等）

△酸素療法患者及び人工呼吸器使用
患者３８０名の基礎データを提供

△補助金交付決定（２町）
△災害時要配慮者対策担当者会（7/23
須崎福祉保健所）において取組協議、情
報共有
△個別計画作成に向けた協議（8/24日
高村、9/10東洋町、9/16日高村、9/30
仁淀川町）→24市町村で作成に向けた
具体的な取組み（８月末時点）
△あったかふれあいセンター職員への
防災研修（9/25香南市、9/29中土佐町）
△災害福祉広域支援ネットワーク
　　・検討案たたき台について意見交換
（8/6、19老施協、8/12県社協）
　　・老施協との意見交換会において取
組の方向性を説明（9/11）

△酸素療法等患者の個別支援のポイン
トに関する情報提供については下半期
に持ち越し

７月
～

９月

◎県内一斉避難訓練の実施

□福祉避難所の指定促進及び機能強
化
　・補助金、運営訓練マニュアルの活用
促進、進捗状況の確認等）

□広域避難の検討

◎訓練の参加者を増やす

組の方向性を説明（9/11）

◎大雨等の影響で一部市町村で中止と
なったが概ねの市町村で実施（8月30
日）
参加者：37,942名）
□補助金交付決定（４市町村）
□安田町で３施設を福祉避難所に指定
　→全市町村で174施設が指定され、約
8,400人の受入れが可能となった。

□県旅館ホテル組合と避難所活用等の
協定締結（7月7日）
□安芸地域で広域避難検討会（7月29
日）
□旅館ホテル組合安芸支部と勉強会（7
月29日）

◎天候悪化により当初想定していたより
参加者が少なかった。

□国が示した避難行動要支援者の例
（約17,000人）と比較しても、大幅に不足
しているため、さらに指定を促進する必
要がある。一方で、施設の立地条件等
の問題から指定が難しい状況もある。

◎年間通じた避難訓練等の実施の働き
かけ

□今後、旅館ホテル組合支部と市町村と
で協定を締結できるよう働きかけ

△各地域での同意取得・要支援者名簿
情報提供，地域での個別計画策定や防
災訓練等の取組支援，市民への周知・

△各地区の自主防災組織等と十分な協
議が必要
　地域特性等を考慮しながら緊急性が

△名簿情報提供，地域での取組支援
・北高見町：個別計画策定の取組継続
・種崎：個別計画策定の取組開始（８月）

△市内での取組拡大に向け，新たに２
地区で取組を開始することができたが，
要支援者本人や避難支援等関係者とな

△各団体が互いに十分連携・協議し，役
割分担を行って支援体制を構築していく
ことが重要。個別計画策定等を行う支援

△取組する地域の実情に応じて，各
団体の連携による支援体制を構築し
ていく。

市

災訓練等の取組支援，市民への周知・
啓発
　（種崎，北高見町は継続，新規３地区
程度で開始）

□新規福祉避難所協定（13施設）
□福祉避難所物資備蓄の協議（12施
設）
□福祉避難所開設運営訓練（高知若草
養護学校）（７月）

◎自主防災組織連絡協議会
　　第2回ブロック会
　　リーダー研修または防災訓練
◎県内一斉避難訓練への参加(8/30)
◎県への自主防補助金申請(5月～9月)

◇校区毎の津波避難マップを活用した
避難訓練の実施・マップ増刷(通年)
◇津波避難ビル指定・津波避難ビル資
機材整備 (通年)

　地域特性等を考慮しながら緊急性が
高く，支援体制が整った地域などから順
次取組を開始
　左記地区の取組を検証し，要支援者を
含めた市民への周知・啓発を行い，市内
での取組を拡大

◎自主防災組織連絡協議会
　　28年度事業計画の協議
　　組織間の連携と情報共有を図る
◎参加訓練の参加増と地域の広がりへ
の取組み
◎随時申請による活動促進。

◇津波避難マップの地域住民への浸透
◇津波避難ビルの地域によるバラつき
の解消

◎受講者増加のため，開催内容の再検

・種崎：個別計画策定の取組開始（８月）
・北吸江：名簿確認，要支援者の把握等
・布師田：同意確認（８～９月）

□新規福祉避難所協定
・施設，学校との協議実施
・新規指定：１施設（７月），１施設（８月）
□福祉避難所物資備蓄等の協議（７～８
月）
□福祉避難所開設運営訓練（高知若草
養護学校）（７/29）

◎ 9/4南ブロック会、9/8西ブロック会、
9/11東ブロック会、9/16北ブロック会を
開催。
9/27リーダー研修を開催。

◎8/30春野甲殿地区、9/6はりまや橋小
学校区などで避難訓練を実施。

要支援者本人や避難支援等関係者とな
る地域の団体や住民の方の理解ととも
に，各団体が互いに十分連携・協議し，
役割分担を行うことが重要。

◎各ブロック会では、それぞれの連合組
織の抱える悩みやその解決策等の情報
交換を行った。また、平成28年度に取り
組む事業計画を検討し、10月に開催す
る第3回幹事会に諮ることとした。
リーダー研修では、消防局の協力により
「地域防災リーダー育成研修」として、複
数科目の座学と実技を実施した。

◎市内86団体 6,025名が参加

ことが重要。個別計画策定等を行う支援
者の人材育成や発災時の避難支援者の
確保が課題。

◎各連合組織同士の交流もはかられる
ようになっているが、もっと活発な活動と
なるように発展させるための仕組みづく
りの検討が必要。

◎訓練の検証と継続が繰り返し必要。

◎補助金申請の時期や手続き等を検討
し、事業を実施できる期間を長期間確保
することや補助金の対象についても自主
防災組織にとって使いやすいものにして
行くことが必要。

ていく。

機材整備 (通年)

◎防災人づくり塾の開催（6/29～8/25）

◎（仮）高知市防災士連絡協議会設立
（５月），防災士の養成
□県立施設（ふくし交流プラザ）の避難
所指定の検討
□民間宿泊施設の避難所指定の検討
□広域避難の検討

◎受講者増加のため，開催内容の再検
討を行う。
◎防災士資格取得者の増加に向けた取
組の検討
□対象施設と十分な協議が必要

□対象施設と十分な協議が必要
□避難所収容能力拡大に向けた取組が
必要

◎申請が遅れている自主防災への声掛
けをするなど申請を促進。また、申請に
不慣れな自主防災組織には出向いて申
請の講習を行うなど申請促進の取り組
みを行った(9/30 216団体申請)

◇高知港湾合同庁舎などを新たに指定

◎防災人づくり塾の開催（6/29～8/25）
◎防災士資格取得者募集
□高知市旅館ホテル協同組合と協議継
続
□高知大学と協議開始

◎市内86団体 6,025名が参加

◎申請をもらっても県の交付決定が下り
るまでの期間は自主防災組織の事業が
実施できないことや、自主防の希望する
資機材や物品が補助対象とならないこと
等に苦情があった。

◇６施設(収容可能人数3,829)を指定

◎防災人づくり塾（131人修了予定）

◎防災士資格取得試験申込者数101人

行くことが必要。

◇市内278施設(収容人数242,165)
避難場所の多重化のため更なる指定が
必要。

◎防災人づくり塾修了生の防災士資格
取得支援
◎防災士連絡協議会の取組と地域での
活動との協働
◎防災士資格取得者を増やす取組の検
討
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県

△在宅酸素療法患者の個別計画策定
支援（関係機関調整）

△個別計画作成の促進
　・個別計画作成に向けての支援（補助
金の活用、進捗状況の確認等）
△あったかふれあいセンター職員等へ
の防災研修の実施

◎防災士養成講座の実施年４回
◎避難所運営訓練研修の開催（1回目、
2回目）
 ◎自主防人材育成研修の開催（1回目、
 2回目）
□福祉避難所の指定促進及び機能強
化
　・補助金、運営訓練マニュアルの活用

△酸素ボンベ取扱業者、医師等と検討
会を開催し、発災後の酸素ボンベ提供
手順を確認

△災害時要配慮者対策担当者会
（10/16、11/16須崎福祉保健所、10/26
安芸福祉保健所）
△個別計画作成に向けた協議（10/19、
12/15日高村）
△第１回高知県災害福祉広域支援ネッ
トワーク検討会の開催（12/3）
（ネットワークの在り方、各団体の取組を
協議）
◎計画どおり実施
◎計画どおり実施

□補助金交付決定（9市町村）
□福祉避難所運営協議会（10/26黒潮

△患者の所在（避難先）の早期確認とそ
の情報を業者に伝える仕組みの構築

◎（田野町、香美市、高知市、四万十
市）講座修了者：301名
◎（安芸市10/31参加者21名、高知市
11/7参加者48名）

△情報連絡網の確立

　・補助金、運営訓練マニュアルの活用
促進、進捗状況の確認等）
□広域避難の検討

□福祉避難所運営協議会（10/26黒潮
町）
□福祉避難所運営訓練（11/29香南市、
12/6南国市）
□福祉避難所運営訓練マニュアル活用
状況調査（11/6）
□安芸圏域で広域避難協定の締結（12
月22日）

□福祉避難所運営訓練マニュアルにつ
いて、活用している市町村は少なかっ
た。
□県内４つの圏域のうち3圏域で合意形
成済

□福祉避難所運営訓練マニュアルが各
市町村で活用されるようさらに周知する
必要がある。
□残る中央圏域においても広域避難の
協定を早期に締結

□平成28年度は、福祉保健所など関
係する支援機関とも連携し、福祉避
難所運営訓練マニュアルを活用し、
市町村や指定施設職員を対象とした
ブロック別研修会を実施する。

△各地域での同意取得・要支援者名簿
情報提供，地域での個別計画策定や防
災訓練等の取組支援，市民への周知・
啓発
　（種崎，北高見町は継続，新規３地区
程度で開始）

□新規福祉避難所協定（13施設）
□福祉避難所備蓄物資内容等の検討・
補助申請受付（12施設）
□福祉避難所への物資備蓄（12施設）

◎自主防災組織連絡協議会

△各地区の自主防災組織等と十分な協
議が必要
　地域特性等を考慮しながら緊急性が
高く，支援体制が整った地域などから順
次取組を開始
　左記地区の取組を検証し，要支援者を
含めた市民への周知・啓発を行い，市内
での取組を拡大

◎各組織の防災意識の向上。出来るか

△取組する地域の実情に応じて，各
団体の連携による支援体制を構築し
ていく。

10月
～

12月 △名簿情報提供，地域での取組支援
・北高見町，種崎：個別計画策定継続
・北吸江：名簿確認，要支援者把握等
・布師田：名簿情報提供，個別計画策
定，防災訓練実施（11月）

□新規福祉避難所協定
・施設，学校との協議実施
・新規指定：１施設（11月）
□福祉避難所物資備蓄等の実施（11月
～）

◎10/29 第3回幹事会の開催

△要支援者本人や避難支援等関係者と
なる地域の団体や住民の方の理解とと
もに，各団体が互いに十分連携・協議
し，役割分担を行うことが重要。

◎平成28年度の事業計画を協議。　各
自主防災組織間の情報共有強化のため

△各団体が互いに十分連携・協議し，役
割分担を行って支援体制を構築していく
ことが重要。個別計画策定等を行う支援
者の人材育成や発災時の避難支援者の
確保が課題。

◎リーダー養成のための研修内容(メ◎自主防災組織連絡協議会
　　講演会

◇校区毎の津波避難マップを活用した
避難訓練の実施・マップ増刷(通年)
◇津波避難ビル指定・津波避難ビル資
機材整備 (通年)

◎防災士資格取得試験
□県立施設（ふくし交流プラザ）の避難
所指定の協議
□民間宿泊施設の避難所指定の検討
□広域避難の検討

◎各組織の防災意識の向上。出来るか
ぎり多くの組織員に参加してもらうことが
必要。
◇津波避難マップの地域住民への浸透
◇津波避難ビルの地域によるバラつき
の解消

□対象施設と十分な協議が必要

□対象施設と十分な協議が必要
□各課題解決に向けた協議が必要

□地域所有の自治公民館等の耐震
化及び避難所指定にも取り組む。

市

◎10/29 第3回幹事会の開催
◎12/5 連絡協議会防災講演会の開催

◇高知労働総合庁舎などを津波避難ビ
ル指定

◎防災士資格試験の実施
　（１回目試験合格者：91人）
□高知大学，高知県立大学，牧野植物
園と協議実施
□高知市旅館ホテル協同組合と協議実
施

自主防災組織間の情報共有強化のため
防災カレンダーを作成することを決め
た。また、避難行動要支援者対策の取
組み状況について確認。
◎岩手県宮古市長による講演「震災の
教訓と対応について」

◇10月～12月に4施設を新たに津波避
難ビルとして指定。

□更なる避難所の確保が必要

◎リーダー養成のための研修内容(メ
ニュー・対象者・時期等)について検討が
必要。また、
先進的な活動事例の学習・人的交流の
方法について検討して行くことが必要。

◇市内282施設(収容可能人数244,295
人)
避難場所の多重化のため更なる指定が
必要。

□避難所確保のために，新規施設の検
証が必要
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△福祉保健所や地域本部と連携し、
個別の市町村支援を強化する。

□調査結果を該当市町村と共有し、
指定促進を図る。

△個別計画作成に向けて26市町村で取
組が進められている。
△応急救助研修参加者（黒潮町111名、
安芸市59名、高知市153名）

◎避難所運営訓練研修の開催
　四万十市（27名）
◎自主防人材育成研修
　安芸市（32名）、黒潮町（43名）、
　高知市（61名）

□478施設に照会し、121施設から指定
可能との回答があった。

△在宅酸素療法患者の個別計画策定
支援（関係機関調整）
△個別計画作成の促進
　・個別計画作成に向けての支援（補助
金の活用、進捗状況の確認等）

◎避難所運営訓練研修の開催（3回目）
◎自主防人材育成研修の開催（1,2,3回
目）

□福祉避難所の指定促進及び機能強
化
　・補助金、運営訓練マニュアルの活用
促進、進捗状況の確認等）

県

△一部の市町村では個別計画作成に向
けた取組が始められていない。

□回答内容について、具体的に精査して
いく必要がある。

△災害時要配慮者対策担当者会（1/18
幡多WHC、2/18中央東WHC・幡多
WHC、3/15須崎WHC）
△個別計画作成等に向けた協議（1/20
安芸市、2/10土佐市、3/14東洋町・北川
村）
△災害応急救助研修（1/16黒潮町、
1/17安芸市、1/30高知市）

◎計画どおり実施
◎計画どおり実施

□補助金交付決定（７市町）
□社会福祉施設の福祉避難所指定可
能調査を実施
□視覚障害者とのHUG研修（1/24高知
市）

△各団体の連携・協議・役割分担，
支援者の人材育成・発災時の避難
支援者の確保
△事業全体の方向性の決定

□さらなる指定促進の実施，運営体
制構築に向けた検討・訓練の開催

□平成28年度に中央圏域の過不足
状況を把握の上、広域避難の合意
形成ができるよう取り組む。

□福祉避難所運営訓練マニュアルを活
用した訓練や研修を実施することができ
た。

□広域避難協定の締結

△各地域での同意取得・要支援者名簿
情報提供，地域での個別計画策定や防
災訓練等の取組支援，市民への周知・
啓発
　（種崎，北高見町は継続，新規３地区
程度で開始）

□新規福祉避難所協定（13施設）
□福祉避難所への物資備蓄（12施設）

◎自主防災組織連絡協議会
　　幹事会
　　総会

△各地区の自主防災組織等と十分な協
議が必要
　地域特性等を考慮しながら緊急性が
高く，支援体制が整った地域などから順
次取組を開始
　左記地区での取組を検証し，要支援者
を含めた市民への周知・啓発を行いな
がら，市内での取組を拡大

◎27年度の事業報告。取り組みと成果
の検証。28年度の事業計画の決定。

◎完了報告の後追い

H28
１月
～

３月

□中央圏域での広域避難協定の締結が
必要

市）
□福祉避難所運営訓練実施（1/30黒潮
町、3/23四万十町）
□福祉避難所協議会（2/29黒潮町）
□福祉避難所運営シミュレーション実施
（2/17須崎市）

△名簿情報提供，地域での取組支援
・北高見町：個別計画策定中
・種崎：個別計画策定（３月）
・北吸江：取組継続
・布師田：取組継続

□新規福祉避難所協定
・新規指定：１施設（１月）　市内計33施
設
□福祉避難所物資備蓄等の実施

◎3/1 第4回幹事会の開催
　3/29 総会の開催，防災カレンダー(毎
月)

△地域の団体や住民の方の理解，各団
体の連携・協議・役割分担が重要
△取組拡大のため，地域へのさらなる支
援

□福祉避難所の不足，運営体制の検討
が必要

◎28年度の活動方針と事業計画を総会
で決定
一ツ橋小学校区など4校区の連合組織
が結成され新たに連絡協議会に加入

△各団体の連携・協議・役割分担による
支援体制構築，個別計画策定等を行う
支援者の人材育成，発災時の避難支援
者の確保
△市内での取組拡大の方法の検討

□施設等との十分な協議による指定拡
大，円滑な開設・運営のための検討

◎ブロック会・防災カレンダー等による人
的交流や情報交換、消防が実施する研
修によるリーダーの育成強化等により自
主防災組織の連携強化と活動レベルの
更なる向上を図る。　　総会

◎自主防補助事業完了報告(2月)

◇校区毎の津波避難マップを活用した
避難訓練の実施・マップ増刷(通年)
◇津波避難ビル指定・津波避難ビル資
機材整備 (通年)

◎防災人づくり塾終了式・講演会（1/24）

□県立施設（ふくし交流プラザ）の避難
所協定
□民間宿泊施設の避難所協定
□広域協定の締結

◎完了報告の後追い

◇津波避難マップの地域住民への浸透
◇津波避難ビルの地域によるバラつき
の解消市

◎27年度は191団体が補助事業を活
用、資機材整備や防災訓練などの活動
を行った。

◎1/31三里新築津波避難タワーを使っ
た地域での避難訓練を実施した他、完
成した各施設の地元説明会を順次実
施。

◇高知地方合同庁舎などを新たに津波
避難ビルとして指定

◎平成27年度防災人づくり塾修了生：
119人
　平成27年度防災士資格取得者：92人

が結成され新たに連絡協議会に加入

◎交付決定が下りるまでの期間は自主
防災組織の事業が実施できないことや、
自主防の希望する資機材や物品が補助
対象とならないこと等に苦情があった。

◎地域住民60名が参加。

◇1月～3月に3施設を指定

□更なる避難所の確保が必要

更なる向上を図る。

◎28年度は申請時期を前倒し事業期間
を拡大、自主防災組織が活動しやすいも
のとし、また、補助制度の周知と説明に
努め組織の活動活性化を図る。

◎27年度で津波避難路や避難施設等の
整備がほぼ完了したことから今後は完成
した施設を使った訓練を重ね，検証する
ことが必要。

◇3/31現在、市内295施設(収容可能人
数250,730人)避難場所の多重化のため
ため更なる

□新規施設の掘り起こしが必要

□牧野植物園と避難所協定締結（3/15）
□高知市旅館ホテル協同組合と避難所
協定締結（3/24）
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平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）
計画（Ｐ）　<対策の内容> 実行（Ｄ）　<対策の実績> 評価（Ｃ）　<実行後の分析・検証> 改善（Ａ）　<27年度の課題>

県

◇現地点検の実施

★長期浸水域の住民避難の検討

◇現地点検６１地区完了（全３６２地区）

★長期浸水域の住民の避難行動シミュレーションについて
関係機関と協議

◇地区数も多く、すべての現地点検を実施するには時間を要
する。

◇現地点検の基礎となる事前調査業務を外部
委託することで点検の加速化を図る。
★長期浸水域における津波避難ビルの収容
力の過不足、浸水域外への避難可能エリアの
検証

△個別計画の作成体制の構築等への支援

△あったかふれあいセンター職員等への防災研修の実施

△災害福祉広域ネットワークの検討

△要配慮者避難支援対策事業費補助金を高知市など12
市町村へ交付
△県下２ヶ所であったかふれあいセンター職員等への防災
研修を実施
△高知県災害福祉広域支援ネットワーク検討会を立ち上
げ、検討会を開催

△個別計画の作成に向けて、取組に遅れがみ
られる市町村への働きかけを強化する必要が
ある。
△検討会において、県内における災害福祉広
域支援のあり方について、結論を得る必要が
ある。

◎防災士の養成
◎８月：県内一斉避難訓練
◎実践訓練研修の実施

◎防災士養成講座を実施（4回実施　294名養成）
◎8/30に計画どおり実施（訓練参加者38,110人）
◎9月～2月にかけて計画どおり実施（参加者計336名）

◎天候悪化により一部市町村で中止となり、参加者が少な
かった。

◎引き続き、養成研修を開催
◎年間を通じて避難訓練等の実施の働きかけ
◎引き続き、研修を開催

◇津波避難マップを活用した避難訓練・学習会の実施。各
地域における避難行動の精度向上を図る。

★長期浸水域の津波避難ビルの避難者への対策

◇春野町甲殿地区、三里新築地区、はりまや橋小学校区
などで地域と市で連携した避難訓練を実施。事前学習や
訓練当日にマップを使って避難経路や緊急避難場所の確
認を行った。
★長期浸水域の津波避難ビルへの避難者の救助・救出方
法等の検討

◇津波浸水区域においても地域により防災意識の格差があ
る。

◇津波避難マップを用いて津波避難路や避難
施設を使った実践的な訓練を重ね，避難行動
の精度向上を図る。

△自主防災組織等との協働による災害時要配慮者支援体

△名簿情報提供，地域での取組支援
・北高見町：個別計画策定中（６月～）
・種崎：個別計画策定済み（３月）

△要支援者本人や避難支援等関係者となる地域の団体や住
民の方の理解とともに，各団体の連携・協議・役割分担が重

△各団体の連携・協議・役割分担，支援者の

□福祉避難所の指定促進及び機能強化

□福祉避難所運営の体制づくりの支援

□中央圏域での広域避難についての合意形成を図る
□地域集会所等の耐震化

□福祉避難所指定促進等事業費補助金を高知市など17
市町村（52施設）へ交付

□福祉避難所運営訓練を４市町で、運営訓練シミュレー
ションを須崎福祉保健所圏域で実施

□補助金にて支援診断71棟、設計72棟、改修118棟

□福祉避難所数の増加
　（前年度比＋１町　＋20施設　計34市町村183施設（うち高知
市33施設））
□福祉避難所の運営に携わる関係者の知識・技能の向上が
図れた

□診断や設計を実施した市町村があるが、改修工事が未実
施の市町村があり。

□さらなる指定促進と機能強化に努める必要
がある。

□福祉避難所の運営を担う人材の育成・確保
を図る必要がある。
□引き続き、広域避難についての合意形成を
図る
□地域集会所等の耐震化の補助金を延長し、
引き続き支援を実施する。

市

△自主防災組織等との協働による災害時要配慮者支援体
制構築
△取組地域の拡大

・種崎：個別計画策定済み（３月）
・北吸江：名簿確認・要支援者把握等（６月～）
・布師田：一部地区で個別計画策定，防災訓練実施（11
月）
・一宮南団地：名簿情報提供（３月）

民の方の理解とともに，各団体の連携・協議・役割分担が重
要。
△取組拡大のため，地域へのさらなる支援が必要

△各団体の連携・協議・役割分担，支援者の
人材育成・発災時の避難支援者の確保
△事業全体の方向性の決定

◎（仮）防災士連絡協議会の設立
◎防災士の養成
◎自主防災組織連合会の活動促進
◎県内一斉避難訓練(8/30)の参加
◎自主防災組織率100%の達成
◎自主防災組織連絡協議会を構成する連合会の組織促

◎「高知市防災士連絡協議会」設立（5/19）
◎防災士資格取得者（H27：92人，累計514人）
◎各ブロック会を延べ8回、幹事会を4回開催。9/27消防に
よるリーダー研修を南部分署で実施。12/5岩手県宮古市
の市長による防災講演会を開催。
◎甲殿地区にて津波避難タワーを使った避難訓練を実施
するなど、86団体6,025名が一斉避難訓練に参加。
◎自主防災組織が結成されていない町内会への説明会を
行うなど、働きかけを行い結成促進を図った。結成率88.3%
→89.1%
◎連合会の立ち上げができていない小学校区の自主防災
組織に連合化の働きかけを行い27年度は4校区で連合会
が結成され連絡協議会に加入。

◎「高知市防災士連絡協議会」が設立され，様々な分科会等
の活動が始まっている。今後も継続した支援を行い，地域防
災力の向上を図っていく。
◎更なる防災士育成が求められている。
◎「マンパワー不足」「活動のマンネリ化」「連合内での活動レ
ベル格差等の課題があり、情報交換や人材交流による課題
解決に向けた取組みが必要。
◎津波避難路や避難施設を使った実践的な訓練が大切であ
る。
◎地域により防災意識に格差がある。町内会もない地域があ
る。
◎同一校区内の自主防災組織間での意識の違いや、活動レ
ベルに格差があるため足並みが揃わないことなどが連合化の
支障となっている。

◎「高知市防災士連絡協議会」と「自主防災組
織」が連携した取組が必要
◎各ブロック役員を対象としたリーダー研修
(消防局連携)の実施、防災専門分野の講師に
よる防災講習会の開催等による活動活性化。
ブロック会を中心とした情報交換による各自主
防災組織の課題解決に向けた取組み等、連
絡協議会の活動を支援して行く。
◎Ｈ27年度で津波避難路や津波避難施設等
のハード整備がほぼ完了したことから今後は
完成した施設を有効に使い訓練・検証を重ね
ることが必要。参加団体住民のさらなる拡大に
向けて働きかけて行く。
◎既存の自主防災組織や自主防災組織連絡
協議会との連携により未結成地域の町内会等

□福祉避難所指定及び開設運営体制の構築
□その他県立施設の避難所指定の検討
□民間宿泊施設の避難所指定の検討
□広域避難の検討

□新規福祉避難所協定
・新規指定：１施設（１月）　市内計33施設
□福祉避難所物資備蓄等の実施（10施設）
□牧野植物園と避難所協定締結（3/15）
□高知市旅館ホテル協同組合と避難所協定締結（3/24）

□福祉避難所の不足，運営体制の検討が必要
□収容可能人数を増やすため更なる避難所の確保が必要
　（H27年度：４施設増）

□さらなる指定促進の実施，運営体制構築に
向けた検討・訓練の開催
□Ｌ２規模では避難者収容数が９万人程度不
足しており，広域避難も含めた更なる避難所
確保が必要

◎自主防災組織連絡協議会を構成する連合会の組織促
進

協議会との連携により未結成地域の町内会等
に避難訓練や学習会への参加を呼びかける。
また、自主防災組織結成のメリットを学習会に
より周知することなどで結成促進を進めて行
く。
◎自主防災組織や町内会の核となる人物へ
の働きかけや、自主防災組織の連合化による
メリット(情報共有・合同訓練・人材活用の拡大
等)の周知により積極的に連合促進を働きか
けて行く。
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第１２回 高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議 ～分野ごとの進捗管理シート～　【平成２７年度】 作成日：平成２８年5月9日

分　野分　野分　野分　野 ２．長期浸水（止水・排水）対策２．長期浸水（止水・排水）対策２．長期浸水（止水・排水）対策２．長期浸水（止水・排水）対策
部　会 高知県 高知市

所管課
担当者　氏名

（連絡先）

土木部港湾・海岸課
チーフ（津波担当）西森　昭彦

（823-9887）

上下水道局下水道整備課
課長補佐　岡﨑　晃

（821-9248）対策の方針
・長期浸水を防ぐための堤防の耐震化（液状化対策）の推進
・発災時の早期排水を行うための排水機場の耐震・耐水化の推進及び必要な資機材の備蓄

関係部局
及び 課

土木部河川課
土木部公園下水道課

防災対策部地域防災推進課
上下水道局下水道施設管理課
上下水道局給排水サービス課
都市建設部河川水路課
農林水産部耕地課

課題

県
・排水機場が機能しない場合においても早期排水を行うための、排水ポンプ車や仮設排水ポンプの確保
・堤防の耐震化（液状化対策）及び排水機場の耐震・耐水化の促進
・事業効果を早期に発現するため、関係機関による施設整備の予定時期の調整

市
・浸水区域内の排水機場の機能確保
・排水機場の耐震化・耐水化にかかる予算・人員の確保
・限られた予算の中で段階的な対策（雨水系施設だけでなく汚水系施設の対策も必要）

部会の構成 南海地震長期浸水対策検討会のワーキンググループを活用

部会の開催状況
第1回：H25.5.17，第2回：H25.7.4,第３回：H25.9.25，第４回：H25.10.10，
第５回：H25.12.2，第６回：H26.4.25，第７回：H26.10.22、第８回：H27.5.12

・具体的な
　取り組み

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果

　取り組み
・連携して
　進める
　事項
・主な役割

県 ・堤防の耐震化（液状化対策）、排水機場の耐震・耐水化
・堤防決壊時の早期止水を行うための資機材の備蓄
・発災時の円滑な止水・排水作業を行うための協定の締結

○長期浸水の事前対策としての計画的な施設整備○長期浸水の事前対策としての計画的な施設整備○長期浸水の事前対策としての計画的な施設整備○長期浸水の事前対策としての計画的な施設整備
　　・優先的に整備を進める施設の決定
　　・施設整備時期の調整
○発災時に長期浸水を早期解消するための資機材の備蓄○発災時に長期浸水を早期解消するための資機材の備蓄○発災時に長期浸水を早期解消するための資機材の備蓄○発災時に長期浸水を早期解消するための資機材の備蓄
　　・止水排水のための資機材の備蓄・調達
　　・資機材の備蓄・調達のための協定締結

取り組み内容
（平成25年度以降の取り組みを含めた全体）

計 画 ス ケ ジ ュ ー ル 取り組みの達成によって得られる効果
（アウトカム）Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 計画期間以降

・施設整備時期の調整のために必要な情報を提示
・県管理施設の整備
・市管理施設の整備のための国庫補助事業予算の確保

市

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

・雨水ポンプ場の耐震・耐水化
・排水機場の耐震化

・施設整備時期の調整のために必要な情報を提示
・市管理施設の整備
・市管理施設の整備のための予算確保

河川堤防の耐震対策 Ｌ＝0.95km完了
L=1.80km完了

L=3.25km完了
江ノ口川より南の市街地を守

る
残32.4kmで耐震対策を継続 津波の侵入防止

県

る

排水機場の耐震・耐水化
本江田川排水機場の耐震化
鹿児川排水機場の耐震化
鹿児第２排水機場の耐震化

本江田川排水機場の耐震化
鹿児川排水機場の耐震化
鹿児第２排水機場の耐震化

鹿児川排水機場の耐震化完了
２排水機場の耐水化完了
２排水機場の耐震・耐水化完了 早期の浸水解消

堤防決壊時の早期止水・排水を行うための資機材の備蓄
資機材の備蓄の確保の方法と
役割分担を決定

資機材の備蓄体制の構築 資機材の備蓄体制の構築 資機材の備蓄体制の構築
津波の侵入防止
早期の浸水解消

海岸堤防の耐震対策 若松町工区耐震工事に着手 若松町工区で耐震工事の継続
若松町工区で耐震工事の継続
他工区で耐震対策に着手

・若松町工区で耐震対策の完了
・他工区で耐震対策を継続

津波の侵入防止

早期の浸水解消

第一分区幹線等耐震工事，中部 第一分区幹線等耐震化（L=0.4km完了） 第一分区幹線等耐震工事

雨水ポンプ場の耐震・耐水化対策

海老ノ丸ポンプ場耐震工事
海老ノ丸ポンプ場，瀬戸下水処理
場内雨水ポンプ場ゲートの電動
遠隔化

海老ノ丸ポンプ場耐震化，瀬戸下水再生
センター内雨水ポンプ場防水化，長期浸
水区域内雨水ポンプ場の耐震・防水化検
討

長期浸水区域内雨水ポンプ場の
耐震・耐水化検討，水再生セン
ター内雨水ポンプ場燃料系耐震・
耐水化工事　他

長期浸水区域内雨水ポンプ場の
耐水・耐水化について継続

継続 浸水の解消及び機能の保全

平 成 ２７ 年 度 当 初 予 算 の 状 況
県 市

（継）　河川施設の地震対策【河川堤防の液状化対策】
          予算額（1,415,000千円→1,700,000千円）
（継）　河川施設の地震対策【排水機場の耐震対策】
　　　　予算額（115,000千円→170,000千円）
（継）　高知港海岸高潮対策事業【海岸堤防の液状化対策】予算額（790,000千円→1,200,000千円）

（継）下水道総合地震対策事業　ポンプ場等の耐震・耐水化対策，下水道幹線管渠の耐震対策
　　　　予算額（350,000千円→240,000千円）
（新）基幹水利施設ストックマネジメント事業　農地排水機場の耐震・老朽化対策
　　　　予算額（65,000千円（県営事業）

下水道幹線管路の耐震化対策

第一分区幹線等耐震工事，中部
合流幹線等耐震化検討

第一分区幹線等耐震化（L=0.4km完了）
中部合流幹線等耐震化検討

第一分区幹線等耐震工事
中部合流幹線等耐震工事　他 下水道幹線の耐震化対策につ

いて継続
早期の浸水解消

市

農地排水機場の耐震対策

古川徳谷・絶海・高須・東孕第一
の４排水機場の機能診断を実施

菱池・丹七・出分・介良・唐谷・菱池第二
の6機場の機能新参調査及び10機場の
耐震診断の実施

診断結果に基づく対策の実施
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表中の下線部は、県と高知市が連携をして進める事項

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）

月
計画（Ｐ） 実行（Ｄ） 評価（Ｃ） 改善（Ａ）

内容 対策の計画 課題等 対策の実績 実行後の分析・検証 評価後の課題 対策の見直し

４月
～

６月

県

・部会の開催
・県内の排水機設備のNPO
法人と協定締結に向けた協
議を開始

・高知港若松町工区の堤防耐震工事
について、経済的で施工性に優れた
工法への見直しや工事の早期発注
をする必要がある

・部会の開催
　今年度以降の取り組み内容や体制の確認
・高知港若松町工区堤防耐震工事で工法の
見直しを実施
・排水機設備のNPO法人と協定締結に向け
た協議を開始
・鏡川、下田川で堤防耐震工事を発注

・耐震対策を着実に実施するため
に、今年度工事の早期発注と来年度
予算の確実な要求が必要
・高知港若松町工区で経済的で施工
性に優れた工法への見直しができた

・高知港若松町工区は見直した工法
により早急に工事を発注することが
必要

・本年度事業計画の調整 ・当初予算の状況を踏まえ，実施箇 ・実施箇所等の決定 ・今年度のスケジュール，体制の確 ･発注準備を行う

７月
～

９月

県

・全国圧入協会との協定を
締結
・排水機設備のNPO法人と
協議を継続

・全国圧入協会と協定を締結
・排水機設備のNPO法人との協定締結に向
けた協議を継続
・高知港若松町工区堤防耐震工事を発注
・国分川、舟入川で堤防耐震工事を発注

・排水機設備のNPO法人との協定案
を検討・作成に期間を要した

市

･下水道施設の耐震・耐水
化工事等を順次発注・施工
・農地排水機場（東孕第一）
の老朽化工事の実施 ・農地排水機場の耐震補強工事は基

幹ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業で実施予定で
あったが，老朽化対策工事を優先す
るため耐震補強工事は別事業による
早期着手を検討。

・下水道施設対策発注準備

・農地排水機場（東孕第一）老朽化工事発注
・耐震化が必要な４機場（出分，古川徳谷，
介良，唐谷）の耐震補強工事は農村地域防
災減災事業で実施することに決定。

・下水道施設については，耐震設計
指針等の改定により，発注に期間を
要した

市

・本年度事業計画の調整 ・当初予算の状況を踏まえ，実施箇
所の確認と調整

・実施箇所等の決定 ・今年度のスケジュール，体制の確
認

･発注準備を行う

・排水機設備のNPO法人との協定内
容について合意が必要

・排水機設備の ・堤防の耐震対策 ・堤防の耐震対策工事、排水機場の耐震工

・来年度の耐震対策を着実に実施す
るため、必要な予算を確実に確保す
ることが必要

市

･下水道施設の耐震・耐水
化工事等を順次・施工

・農地排水機場(東孕第一）
の老朽化工事の実施

・海老ノ丸ポンプ場，潮江・瀬戸水再生セン
ター内雨水ポンプ場の燃料施設の耐震化・
遠隔化等工事の発注
・下知・潮江・瀬戸水再生センター管理棟津
波診断業務の発注
・第一分区合流幹線耐震化工事の発注
・海老ノ丸ポンプ場耐水化工事の発注
・中部合流幹線接続部耐震化工事の発注

・平成28年度農地排水機場の耐震補強工事
に向け国に事業申請。

・水再生センター内雨水ポンプ場及
び海老ノ丸ポンプ場以外の雨水ポン
プ場の津波診断についても実施する
必要がある。

・水再生センター施設の津波診断等
を先行しているため，予算制約・人員
等から，雨水ポンプ場の津波診断等
には期間を要する。

10月
～

12月

県

・排水機設備のNPO法人と
協議を継続

・久万川で堤防耐震工事を発注
・鹿児川排水機場の耐震化工事を発注
・排水機設備のNPO法人と協議を継続

・計画していた耐震工事を予定どおり
発注することができた

・高知港海岸若松町地区では地下埋 ・高知港海岸若松町地区では、部分 ・高知港海岸若松町地区で、

H28
１月
～

３月

県

・排水機設備の
NPO法人と協議を
継続

・堤防の耐震対策

・排水機場の耐震
対策

・堤防の耐震対策工事、排水機場の耐震工
事を実施
・高知港海岸新田町地区で調査設計に着手
・排水機設備のNPO法人と協議を継続

・高知港海岸若松町地区では地下埋
設物の状況が想定と異なっていたこ
とから、設計の見直しが必要となっ
た。
・排水機設備のNPO法人との、次年
度の協定締結に向け、協定案の調整
を行う。

・高知港海岸若松町地区では、部分
的に工法の見直しが必要
・排水機設備のNPO法人との協定内
容について総会（6月）での合意が必
要

・高知港海岸若松町地区で、
工法の見直しを早期に実施
・排水機設備のNPO法人の総
会（6月）までに協定書案を提
示する

市

・海老ノ丸ポンプ場，潮江・瀬戸水再生セン
ター内雨水ポンプ場の燃料施設の耐震化・
遠隔化等工事
・下知・潮江・瀬戸水再生センター管理棟津
波診断業務
・海老ノ丸ポンプ場耐水化工事
・小石木ポンプ場耐震・防水化工事
・中部合流幹線接続部耐震化工事
・第一分区合流幹線耐震化工事

・発注した耐震化・耐水化工事を予定
通り完了できた。
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平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）
計画（Ｐ）　<対策の内容> 実行（Ｄ）　<対策の実績> 評価（Ｃ）　<実行後の分析・検証> 改善（Ａ）　<27年度の課題>

県

L=3.25km完了
江ノ口川より南の市街地を守る
優先度１エリア完了

・鏡川、国分川など６河川で耐震工事を実施
・地元調整の結果、優先度１エリア内の鏡川、国分川で一部未施工箇所が
残った。

平成２８年度早期に優先度１エリアの耐震工事を実施
する。

・排水機設備のNPO法人との協定内容について協議
を継続する必要がある。６月開催の協議までに協定
案を示す。

若松町工区で耐震工事の継続
他工区で耐震対策に着手

・若松町地区で耐震工事の継続
・新田町地区で調査設計に着手

・若松町地区で工事実施の際に、地下埋設物等の現場条件が想定と異なっ
ていたことから設計の見直しが必要となった。

・若松町地区で、設計の見直しを行う。

鹿児川排水機場の耐震化完了 ・鹿児川排水機場の耐震化完了
平成２９年度は２排水機場の耐震化工事を行う。
※平成２８年度は国予算内示の都合から、現在のとこ
ろ工事の予定なし

資機材の備蓄体制の構築
・全国圧入協会と大規模災害時の支援に関する協定を締結
・県内の排水機設備のNPO法人と協定締結に向けた協議を開始

・排水機設備のNPO法人との協定案の検討・作成に期間を要した
案を示す。

市

雨水ポンプ場の耐震・耐水化対策

・海老ノ丸ポンプ場，潮江・瀬戸水再生センター内雨水ポンプ場の燃料施
設の耐震化・遠隔化等工事
・下知・潮江・瀬戸水再生センター管理棟津波診断業務
・海老ノ丸ポンプ場耐水化工事
・小石木ポンプ場耐震・防水化工事

・計画通り実行
・計画に基づく長期浸水区域内雨水ポンプ場、
水再生センターの耐震・耐津波対策の継続実施

下水道幹線管路の耐震化対策
・第一分区合流幹線耐震化工事
・中部合流幹線接続部耐震化工事

・計画通り実行 ・計画に基づく幹線管渠の耐震対策の継続実施

農地排水機場の耐震対策 ・東孕第一排水機場老朽化対策工事 ・計画通り実行
・計画に基づく農地排水機場の耐震対策等の継
続実施
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第１２回 高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議 ～分野ごとの進捗管理シート～　【平成２７年度】 作成日：平成２８年5月9日

分　野分　野分　野分　野 ３．医療体制３．医療体制３．医療体制３．医療体制
部　会 高知県 高知市

所管課
担当者　氏名

（連絡先）

医療政策課災害医療対策室
藤野

（８２３－９６６７／内線２３５９）

地域保健課　西川
（８２２－０５７７）

対策の方針
　・長期浸水区域内の傷病者,入院患者等の医療救護体制の確立
　・傷病者、入院患者等の広域的な受け入れ体制の確立
　・医療施設等に留まる場合に備えた医薬品等の備蓄や電源確保 関係部局

及び 課
危機管理部南海トラフ地震対策課
健康政策部医事薬務課

防災対策部防災政策課
健康福祉部健康福祉総務課

課題

県
○浸水域内外での医療救護体制の確立
　・入院患者、医療従事者等の安全確保（医療機関等の防災力の向上）
　・医療機能の確保
○要医療者搬送計画の作成
　・浸水域外への搬送手段及び搬送力の想定
　・早期搬送者の選定
○医療施設等に留まる場合の医薬品等の備蓄や電気、水の確保

部会の構成
県医療政策課及び市地域保健課職員で構成し、必要に応じて、関係課や
災害医療専門家等が参加する。

市 部会の開催状況
第1回：H27.4.21，第2回：H27.5.1，第3回：H27.10.8，第4回：H27.10.15，第5
回：H27.12.7，第6回：H28.4.11

・具体的な 〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果

・具体的な
　取り組み
・連携して
　進める
　事項
・主な役割

県

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

○「高知県医療機関災害対策指針」を活用した医療機関の災害対応力向上の支援
　・医療機関等への専門家派遣（防災マニュアルなどの見直し、BCPの策定支援、訓練・研修等の支援）
　・医療機関等の防災力を高めるための施設・設備・備品等の整備支援
　　（耐震化、高架水槽、自家発電機、通信機器等）
○診療情報の保全の支援（バックアップシステムの運用と活用の促進）
○地域ごとの医療救護体制の構築の支援
○総力戦に向けた全医師を対象とした研修制度の創設・実施

○長期浸水区域外における医療救護体制の確立
　・救護病院を拠点とした医療施設の連携体制の実現に向け
た取組
○長期浸水区域内における医療救護対策の検討
　・搬出困難な傷病者への医療提供の方法
　・搬出した傷病者への医療提供の方法や受入先の確保

○防災に関するアンケート調査の実施
○医療機関の災害対応力向上のための支援（専門家の派遣や
訓練、研修の実施、耐震化や施設・設備等への助成、診療情報
バックアップシステムの運用、全医師を対象とした研修制度の創
設）
○高知市南海トラフ地震長期浸水対策連絡会(以下、「長期浸水
連絡会」）への参加

市

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕
・救護病院への参集と活動の実証訓練を実施
・病院の災害対策について，立入検査の機会を利用した働きかけの実施
・救護病院等へのMCA無線の配備による情報伝達体制の多重化
・救護病院等と連携した情報伝達訓練の実施と充実
・避難所等における保健・医療活動体制の整備
・高知市南海トラフ地震長期浸水対策連絡会(以下，「長期浸水連絡会」）への参加

・高知市における医療救護体制の整備
・長期浸水対策連絡会への参加

 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果

取り組み内容
（平成25年度以降の取り組みを含めた全体）

計 画 ス ケ ジ ュ ー ル 取り組みの達成によって得られる効果
（アウトカム）Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 計画期間以降

県市
連携

■長期浸水対策

■医療機関の防災訓練の支援
（防災訓練実施率　100％）

患者、医療従事者の安全確保と、被災後の医
療機能の維持

県

■医療施設の耐震化の促進
（全病院の耐震化率　９０％）

未耐震施設への働きかけ

■医療機関の防災計画策定の見直しの支援
（防災計画策定率　100％）

■医療機関が防災対策として行う施設整備への支援

「医療機関災害対策指針」の周知

専門家派遣等による計画策定支援（BCP策定支援含む）

（完了）

（完了）

（完了）

（完了）

策定率 100％

実施率 100％専門家派遣等による訓練実施を支援

必要な施設改修・資機材の整備を促進

耐震化に向けた取組の支援 全病院 90％

アンケート調査による現状把握

⇒現状分析をもとにした備蓄や患者搬送等に関する検討
取組の継続

長期浸水対策連絡会における具体的検討

H27年度から、地域ごと

の医療救護体制の構

築と、総力戦を実現す

るための医師向けの研

修制度の創設など、前

方展開型の医療救護

活動の取組を強化

高知市での取組を支援■医療機関が防災対策として行う施設整備への支援

■災害時に備えた診療情報の保全

患者、医療従事者の安全確保と、被災後の医
療機能の維持■発災後の避難所等での保健・医療活動体制の整備

市

■発災直後の救護病院を中心とする医療救護体制の整
備（連絡網を含む）

（完了）

システム運用・新たな医療機関の加入支援バックアップシステムの構築・開発

取組の継続

訓練・マニュアル改定の継続 取組の継続

取組の継続

訓練・マニュアル改定の継続 取組の継続

各医療機関での院内訓練や地域連絡会の実施

災害時公衆衛生活動マニュアルの策定

取組の継続

高知市での取組を支援

訓練による実証
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表中の下線部は、県と高知市が連携をして進める事項

平 成 ２７ 年 度 当 初 予 算 の 状 況
県 市

■医療機関等の災害対応力の向上
　（継）病院の耐震の支援（160,297千円）
　（継）医療機関等の施設、設備、備品の整備支援（50,035千円）
　（継）院内訓練や研修､BCP策定に必要な講師等の派遣（1,459千円）
■迅速で適切な医療救護活動を行う体制整備
　（継）災害時医療関係者への研修･訓練の実施（7,861千円）
　（継）災害拠点病院等の医療救護体制の強化　（49,980千円）
　（継）診療情報保全基盤整備事業（43,394千円）
　（新）前方展開型の医療救護体制の構築（地域の行動計画策定支援、医師向けの研修制度の創設等）（4,615千円）
　（新）総合防災拠点の機能強化（56,752千円）

■医療救護体制の整備
　（継）災害医療救護活動推進事業費（2,774千円）
　（継）医師会集団災害救急医療救護活動補助金(182千円）
　（新）災害医療情報通信網整備事業費(2,000千円)

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）

計画（Ｐ） 実行（Ｄ） 評価（Ｃ） 改善（Ａ）

評価後の課題 対策の見直し

４月
～

６月

県

■医療機関向けの支援制度の集中的な
周知と募集の開始
■医師向けの研修制度の検討開始
■災害対策アンケートの実施
■総合防災訓練の準備・実施
■高知市の医療救護体制の確立支援
■長期浸水対策連絡会担当者会への参
加

高知市の災害時医療救護計画に掲げる
医療施設の連携体制は、地域の医療資
源の総力戦であり、県の掲げる「前方展
開型の医療救護体制」そのものであるこ
とから、その具体化に向けた高知市の
取組をあらゆる角度から支援する必要
がある。

■医療機関向けの支援制度
→医療機関への補助要綱の送付などに
加え、病院事務長会や改訂した医療救
護計画の説明会などを活用して周知
　設備等補助：交付決定7件（高知市4）
■医師向けの研修制度の検討
→検討組織を設置に向けた調整を実施
■総合防災訓練の実施（６／７）
■高知市の医療救護体制の確立支援
→総合防災訓練において、救護病院へ
の参集とチームビルディングを実施

■医療機関向けの支援制度
→機会を捉えた積極的な周知ができ
た。
■医師向けの研修制度の検討
→検討組織を設置と人選ができた。
■総合防災訓練の実施（６／７）
■高知市の医療救護体制の確立支援
→架空ではあるが、高知市の医療救護
体制の目指す姿を具現化できた。
■長期浸水対策連絡会担当者会
→特段の動きはなかった。

月
計画（Ｐ） 実行（Ｄ） 評価（Ｃ） 改善（Ａ）

内容 対策の計画 課題等 対策の実績 実行後の分析・検証

■高知県総合防災訓練の準備・実施(6/7)

■支部会議の開催(5/14)

・高知県災害時医療救護計画の見直し
を受けて，高知市災害時医療救護計画
の見直しを実施する必要がある。

■5/25高知県総合防災訓練説明会開
催
■6/7高知県総合防災訓練

■実地訓練を通じて，「救護病院を核と
した医療救護体制の構築」の姿を検証
できた。

■今後も様々な機会を通じて実地訓練
を実施し，取組をを推進する必要があ
る。

７月
～

県

■医療機関向けの支援制度の実施
■医師向けの研修制度の検討
■災害対策アンケートの集計と結果に基
づく対策の働きかけの実施
■高知市の医療救護体制の確立支援
■長期浸水対策連絡会担当者会への参
加

■医療機関向けの支援制度の実施
→１／４半期同様の周知を実施
　　耐震化補助：交付決定8件
　　　　　　　　　　　（高知市5）
　　設備等補助：交付決定4件
　　　　　　　　　　　（高知市３）
■医師向けの研修制度の検討
→第１回会議（7/22）、第2回会議（9/9）
■災害対策アンケートの集計と結果に
基づく対策の働きかけの実施
→アンケートの集計までを実施
■高知市の医療救護体制の確立支援
■長期浸水対策連絡会担当者会への
参加

■医療機関向けの支援制度の実施
→医療機関の資機材整備補助について
は、応募が予算を上回る見込みとなり、
９月補正予算を計上した。
■医師向けの研修制度の検討
→研修のコンセプトと実施方法のイメー
ジを取りまとめた。
■災害対策アンケートの集計と結果に
基づく対策の働きかけの実施
→対策の働きかけは3/4半期となった。
■高知市の医療救護体制の確立支援
■長期浸水対策連絡会担当者会
→救助救出に関して、医療機関などの
要援護者の優先順位は高いと位置付け

■長期浸水対策連絡会担当者会
→医療機関の入院患者等への対応に
ついて、別途考えていく必要がある。

市
■支部会議の開催(5/14)
■長期浸水対策連絡会担当者会への参
加
■立入検査の実施

■5/14支部会議の開催

■立入検査の実施時にＢＣＰ作成の働
きかけを実施（３施設）
■6/24情報伝達訓練の実施

できた。 る。

■長期浸水対策連絡会担当者会への参
加

■情報伝達訓練の実施
■立入検査の実施

■MCA無線の導入
■災害時公衆衛生活動マニュアルの見直
し

・浸水エリア内の病院への支援策の検
討

■7/15長期浸水対策連絡会担当者会
への参加
■7/29，8/26，9/17情報伝達訓練の実
施
■立入検査の実施時にＢＣＰ作成の働
きかけを実施（10施設）
■MCA無線に係る補助申請事務
■災害時公衆衛生活動マニュアルの見
直し実施（７月～）

■医療機関の長期浸水に対策につい
て，具体的な検討はなされなかった。

■同マニュアルの見直しは，随時実施し
ているが，今後も継続的な見直しが必
要である。

■課題を具体的に検討するための協議
の場が必要

■同マニュアルの実効性について，検
証する必要がある。

■日赤中国・四国各県支部合同訓
練（11/8）時に同マニュアルの実効
性を検証する。

９月 参加
→7/15救助・救出担当者会に出席

要援護者の優先順位は高いと位置付け
ているものの、具体的な検討はなされな
かった。

市
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県

■医療機関向けの支援制度の実施
■医師向けの研修制度の検討・取りまと
め
■災害対策アンケート結果に基づく対策
実施の働きかけ
■高知市の医療救護体制の確立支援
■長期浸水対策連絡会担当者会への参
加

■医療機関向けの支援制度の実施
→１／４半期同様の周知を実施
　　耐震化補助：交付決定1件
　　　　　　　　　　　（高知市0）
　　設備等補助：交付決定21件
　　　　　　　　　　　（高知市5）
■医師向けの研修制度の検討
→第3回会議（10/22）、第4回会議
（11/19）
■災害対策アンケートの集計と結果に
基づく対策の働きかけの実施
→アンケートの集計までを実施
■高知市の医療救護体制の確立支援
→日赤中国・四国各県支部合同訓練
（11/8)に県災害医療対策本部として参
加）
→地域医療連絡会（高知市医師会主
催）において体制整備の必要性を説明
（12/10、17)

■医療機関向けの支援制度の実施
→医療機関の資機材整備補助について
は、応募が予算を上回る見込みとなり、
９月補正予算を計上した。
■医師向けの研修制度の検討
→具体的なカリキュラムの構成をとりま
とめるとともに、参加しやすい研修とする
ための方策を検討した。
■災害対策アンケートの集計と結果に
基づく対策の働きかけの実施
→集計結果を各福祉保健所に提供する
とともに、ＢＣＰの策定について支援の
あり方を検討した。
■高知市の医療救護体制の確立支援
→高知市の取組に具体的な支援を行う
ことができた。

10月
～

12月

（12/10、17)

市

■高知市医療救護計画の見直し
■11/8日赤中国・四国各県支部合同訓練
への参加・協力
■地域医療連絡会（市医師会）の実施支
援（12～１月）
■長期浸水対策連絡会担当者会への参
加
■長期浸水域の病院関係者との協議

■情報伝達訓練の実施（毎月）

■立入検査の実施

■MCA無線の導入
■災害時公衆衛生活動マニュアルの見直
し

■11/8日赤中国・四国各県支部合同訓
練への参加・協力
■12/10，12/17地域医療連絡会（市医
師会）の実施支援

■12/2長期浸水に関する懇談実施（図
南Hp）

■10/28，11/18，12/17情報伝達訓練
の実施
■立入検査の実施時にＢＣＰ作成の働
きかけを実施（17施設）
■MCA無線の導入準備（本部，５施設）
■災害時公衆衛生活動マニュアルの見
直し実施

■より実践に近い訓練を実施できた。

■現在の災害対策状況等を具体的に聞
き取りすることができた。

■今後の計画やマニュアル等の見直し
に反映させる必要がある。

■支援のための具体策の検討が必要
がある。

■災害医療に関する協議の実施 ■11/24薬剤師会との協議実施 ■薬剤師会との具体的な協力体制につ
いて協議ができた。

■関係団体との協力体制を充実させる
必要がある。
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■医療機関向けの支援制度の実施
→H27分　設備等補助：交付決定４件
　　　　　　　　　　　　　　（高知市１）
→H28に向け、3/26災害医療研修制度
説明会で支援策について周知
■医師向けの研修制度の検討
→第5回会議（1/7）で終了
　3/26災害医療研修制度説明会開催
（126名参加）
■災害対策アンケートの集計と結果に
基づく対策の働きかけの実施
→3/26災害医療研修制度説明会で災
害対策の実施を呼びかけ
■長期浸水対策連絡会への参加(2/16)
→長期浸水対策は、救助救出との関わ
りが深いことから、救助救出の会議にも
参加することとした。

■医師向けの研修制度の検討
→研修制度を創設することができ、地域
での開催も概ね目途がついた。
■長期浸水対策
→引き続き、高知市保健所の取組を支
援していく必要がある。

H28
１月

県

■医療機関向けの支援制度の実施、次年
度の支援制度の周知の開始
■医師向けの研修制度の完成、本格実施
に向けた準備
■災害対策アンケート結果に基づく対策
実施の働きかけ
■高知市の医療救護体制の確立支援
■長期浸水対策連絡会への参加

市

■高知市医療救護計画の見直し

■支部会議の開催
■長期浸水対策連絡会への参加
■長期浸水域の病院関係者との協議

■情報伝達訓練の実施（毎月）
■高知県災害医療情報伝達訓練への参
加
■立入検査の実施

■MCA無線の導入
■災害医療に関する職員研修の実施

■モデル救護病院の選定

■高知市医療救護計画の改訂
→地域ごとの行動計画策定に向けた取
組について計画に記載
■3/3支部会議の開催
■2/16長期浸水対策連絡会への参加
■3/31→4/7長期浸水域の病院関係者
との協議（高須Hp）
■1/27，3/16情報伝達訓練の実施
■2/29～3/31高知県災害医療情報伝
達訓練への参加
■立入検査の実施時にＢＣＰ作成の働
きかけを実施（２施設）
■MCA無線の導入（本部２台，６施設）
■1/6災害医療研修会の実施（講師：中
央東福祉保健所　田上医監，参加者：
114名）
■3/25いずみの病院との協議

■計画に記載することによって，次年度
以降の取組につなげることができた。

■次年度以降の取組みの方向性につ
いて理解することができた。
■地域ごとの行動計画策定に向けた取
組につなげることができた。

■地域ごとの行動計画策定に向けた取
組の検討が必要

■具体的な取組について、関係機関な
ども含めて協議する必要がある。

■地域ごとの行動計画策定に向け
た取組の実施

１月
～

３月

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）

計画（Ｐ）　<対策の内容> 実行（Ｄ）　<対策の実績> 評価（Ｃ）　<実行後の分析・検証> 改善（Ａ）　<27年度の課題>

県

■医療機関の災害対応力向上の支援
■診療情報の保全の支援
■地域ごとの医療救護体制の構築の支援
■総力戦に向けた全医師を対象とした研修制度の創設・実
施
■長期浸水区域外における医療救護体制の確立
■長期浸水区域内における医療救護対策の検討
　・搬出困難な傷病者への医療提供の方法
　・搬出した傷病者への医療提供の方法や受入先の確保

■医療機関等の設備整備に関する補助金は合計３６件（う
ち高知市１３件）に助成した。
■病院の耐震化は、県全体66％(うち高知市56％)となっ
た。
■全医師を対象とした研修制度の創設は１月に検討を取り
まとめ、３月に説明会を開催した。
■長期浸水区域外における医療救護体制の確立支援に
ついては、県総合防災訓練など高知市の訓練参加を支援
した。
■浸水域内における医療救護体制の検討については、高
知市と協議し、具体的な検討の着手を促した。

■前方展開型の医療救護体制の構築のため、医療機関及び
高知市への支援を実施できた。
■長期浸水対策は、大きな進展はなかったが、高知市におい
て医療機関との話し合いが始まるなど、来年度につながる取
組が始まった。

■長期浸水対策は、高知市の取組をもとに、
県としての支援策を考えていく。
■その他の対策は、継続することで医療機関
の防災力の強化を図る。

市

■高知市医療救護計画見直しの実施
■病院の災害対策について，立入検査の機会を利用した働
きかけの実施
■MCA無線の配備による情報伝達網の多重化
■救護病院等と連携した情報伝達訓練の実施と充実
■避難所等における保健・医療活動体制の整備
■長期浸水区域外における医療救護体制の確立

■長期浸水区域内における医療救護対策の検討

■高知市医療救護計画見直しの改訂（H28年３月）
■立入検査の実施時にＢＣＰ作成の働きかけを実施（32施
設）
■医療対策本部（２台）と救護病院（６施設）にMCA無線を
配備
■衛星携帯電話による情報伝達訓練の実施（９回）
■災害時公衆衛生活動マニュアルの改定
■高知県総合防災訓練への参加
■災害医療に関する職員研修の実施（講師：中央東福祉
保健所　田上医監、参加者：114名）
■長期浸水域の病院関係者との協議（２施設）

■実地訓練を通じて、「救護病院を核とした医療救護体制の
構築」の姿を検証できた。
■訓練や研修、協議などの場を通じ、医療機関等の防災意識
の向上につなげることができた。
■長期浸水対策は、病院関係者との協議を始めたことなどに
より、来年度以降の取組につなげることができた。

■救護病院を中心とする医療救護体制を具現
化するための取組が必要である。
→地域ごとの行動計画策定に向けた取組の
実施
■長期浸水区域内における医療救護対策の
検討の継続する必要がある。
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第１２回 高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議 ～分野ごとの進捗管理シート～　【平成２７年度】

・迅速な遺体対応の推進

課題

県
・多数の遺体に対応する安置所、仮埋葬地の確保の確認
・安置所等運営体制の確認
・遺体対応を早期に行うため、広域火葬計画の調整

関係部局
及び 課

高知県警察本部　 捜査第一課
                          災害対策課

作成日：平成２８年5月9日

分　野分　野分　野分　野 ４．遺体対応４．遺体対応４．遺体対応４．遺体対応
部　会 高知県 高知市

所管課
担当者　氏名

（連絡先）

食品・衛生課　麻岡
（８２３－９６７１／内線２４２２）

市民協働部　中央窓口センター
　所   長　上田　(088)823-9432対策の方針

・火葬場の被害状況を確認し、協定者と葬祭用具や搬送体制を調

市民協働部　斎場
健康福祉部　地域保健課
環境部　　　　環境保全課

市 ・遺体対応体制の整備
部会の構成 遺体対応部会を設置

部会の開催状況 4/8 10/13 12/18 1/26 2/6

・具体的な
　取り組み

県

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

・遺体対応部会で協議

 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果

・火葬場の被害状況を確認し、協定者と葬祭用具や搬送体制を調
整
・県外と広域火葬の調整

市

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕

計画期間以降
広域火葬計画の策定と具体的 広域火葬体制整備 広域火葬訓練・研修会等の開

【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

・安置所運営マニュアルの手順確認
・遺体安置所，仮埋葬地の検討
・検視・検案への協力体制づくり
・遺体対応に要する資材確保の応援協定締結
・斎場業務継続計画の策定

・遺体安置所、仮埋葬地の要件の検討

・安置所運営マニュアルの作成

取り組み内容
（平成25年度以降の取り組みを含めた全体）

計 画 ス ケ ジ ュ ー ル 取り組みの達成によって得られる効果
（アウトカム）Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

・連携して
　進める
　事項
・主な役割

県 ・遺体対応部会で協議
・広域火葬体制整備

○遺体安置所等運営体制の検討○遺体安置所等運営体制の検討○遺体安置所等運営体制の検討○遺体安置所等運営体制の検討
○広域火葬のための、市・県連絡体制の調整○広域火葬のための、市・県連絡体制の調整○広域火葬のための、市・県連絡体制の調整○広域火葬のための、市・県連絡体制の調整
○広域火葬実施体制に関する研修会○広域火葬実施体制に関する研修会○広域火葬実施体制に関する研修会○広域火葬実施体制に関する研修会
○情報伝達訓練○情報伝達訓練○情報伝達訓練○情報伝達訓練

県 ①広域火葬体制整備
②安置所及び仮埋葬地の選定支援

広域火葬計画検討協議会で関
係機関と協議し、計画案を作成
した

広域火葬計画の策定と具体的
対応方法の検討

広域火葬体制整備 広域火葬訓練・研修会等の開
催

①－１　～③　同左
④　協定の延長、実地訓練の共
同実施
⑤　斎場業務継続計画に基づく
訓練の実施と必要な見直し
⑥　斎場整備の実施（H28～
H30）

○　遺体安置所等の設営と迅速な収容作業等
が実施できる。

○　安置された遺体の迅速な身元確認と埋火
葬の実施ができる

災害時に迅速な火葬の実施ができること

研修会の開催・訓練方法の検
討

必要に応じた計画・体制の見直
し

①　安置所運営マニュアルの改訂

②　遺体安置所・仮埋葬地の検討

①　安置所運営マニュアル策定
　　　の完了
②　遺体安置所・仮埋葬地の
　　　要件策定完了
③　検視・検案への協力体制
　　　づくりの関係機関との
　　　協議

①-1　国の災害想定の見直し
や実地訓練に伴う見直しに対
して順次改定を行う
①-2　新たな課題等が生じた
場合は，県と連携して課題解
決に向け，協議等を実施する
②　遺体安置所等の検討
③　県警本部等関係機関とマ
ニュアルの手順の確認，実地

①-1　国の災害想定の見直しや
実地訓練に伴う見直しに対して
順次改定
①-2　新たな課題等が生じた場
合は，県と連携して課題解決に
向け，協議等を実施
②　遺体安置所等の検討
③　県警本部等関係機関とマ
ニュアルの手順の確認，実地訓

　

市 ③　検視・検案への協力体制づくり

④　遺体対応に要する資材確保の応援協定締結

⑤　斎場業務継続計画の策定

　　　協議
④　関係各業者団体との遺体
　　対応に要する資材確保の
　　応援協定検討
⑤　斎場業務継続計画の策定
　　作業実施

ニュアルの手順の確認，実地
訓練の実施に向けた協議を進
める
④　遺体対応に必要な資材等
確保の応援協定の確認・協議
⑤　斎場業務継続計画の策定
作業
⑥　斎場整備基本構想の策定
完了

ニュアルの手順の確認，実地訓
練の実施に向けた協議
④　遺体対応に必要な資材等確
保の応援協定締結
⑤　斎場業務継続計画の策定完
了
⑥　斎場整備実施計画の策定完
了
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表中の下線部は、県と高知市が連携をして進める事項

平 成 ２７ 年 度 当 初 予 算 の 状 況
県 市

・広域火葬体制整備事業　　　　　　　15,684千円 ・斎場整備実施計画策定事業　　　　　　3,000千円

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）

月
計画（Ｐ） 実行（Ｄ） 評価（Ｃ） 改善（Ａ）

内容 対策の計画 課題等 対策の実績 実行後の分析・検証 評価後の課題 対策の見直し

○部会開催
○四国４県広域火葬協議会連絡調整
○火葬場設備整備補助事業
○地域モデル事業（高幡地域遺体対応
検討会）

○4/8部会開催（食品・衛生課）
○四国４県広域火葬協議会連絡調整
○火葬場設備整備補助事業開始
○6/2高幡地域遺体対応検討会（須崎福
祉保健所）

○今年度の体制・スケジュールの確認を実
施

〇高幡地域遺体対応検討会の取り組み内

４月
～

６月

県
容確認を実施

○四国４県広域火葬協議会開催
　・情報伝達訓練打ち合わせ
　・情報伝達様式の統一検討

○7/22四国４県広域火葬協議会開催
（香川県）

〇四国４県での情報伝達の様式を統一し、
情報伝達訓練の実施方法と内容の打ち合
わせを実施

市

○部会開催
○安置所等運用マニュアルの改訂

○4/8部会開催（食品・衛生課） ○今年度の体制・スケジュールの確認を実
施

７月
～

９月

県

　・情報伝達様式の統一検討

○火葬場関係者等連絡協議会の開催
　・情報伝達訓練打ち合わせ
　
○高幡地域実地訓練研修会開催

○8/14火葬場関係者等連絡協議会の開
催（正庁ホール）

〇7/31、9/8高幡地域遺体対応マニュア
ル作成連絡会【中土佐町、須崎福祉保
健所、食品・衛生課】（中土佐町）
○9/25高幡地域実地訓練研修会開催
（須崎市立スポーツセンター）

〇8/29警察歯科医会全国大会参加(宮
城県）
〇8/29黒潮町総合防災訓練（遺体安置
所開設、運営）参加（黒潮町）

わせを実施
〇情報伝達訓練の実施方法と内容の確認
を実施
〇H29年度までに各市町村遺体対応マニュ
アルを作成することを確認
〇高幡地域遺体対応検討会で市町村の遺
体対応マニュアル案の作成を開始

〇検案所、安置所で行われる作業につい
て確認
⇒参加団体　29団体　68名（高幡地域遺体
対応検討会13団体39名、視察16団体29
名）

○安置所、仮埋葬地の検討 〇県の被害想定である死者数3,500人、
（L2、12,000人）を収容できる場所であるこ

〇遺体安置所候補地の収容可能遺体数
を調査した。

〇利用可能な施設・土地の絞り込みと、災
害復旧・復興に係る用地等確保に関する

〇市有地（施設）については、既に用途が
決まっている。

〇市有地（施設）については、庁内で
の調整が必要であり、今後は県有地

市

〇安置所等の運営及び資機材の供給に
関する葬祭業協同組合との応援協定締
結
○災害時における遺体の搬送に関する
霊柩自動車協会との応援協定の締結
〇火葬場関係者等連絡協議会への参加
○高幡地域実地訓練研修会への参加

○斎場整備基本計画を基にした整備実
施計画の策定

（L2、12,000人）を収容できる場所であるこ
とが必要である。

を調査した。
〇応援協定の締結について、葬祭業協
同組合及び霊柩自動車協会との協議を
行い内諾を得た。
○8/14火葬場関係者等連絡協議会参加
（正庁ホール）
○9/25高幡地域実地訓練研修会参加
（須崎市立スポーツセンター）
〇H26年度に策定した斎場整備基本構
想をもとにした整備実施計画を年度内を
目途に策定する。

害復旧・復興に係る用地等確保に関する
WG会議等を通じた調整を早期に行う必要
がある。

決まっている。

〇業務継続が可能となる施設の整備実施
計画の立案

の調整が必要であり、今後は県有地
（施設）を含めた検討が必要となって
くる。
（震災時における県有地（施設）の利
用計画があれば示していただきた
い。）
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○県内広域火葬情報伝達訓練参加
○安置所運用管理マニュアルに基づく実
地訓練の継続
○安置所、仮埋葬地の検討

〇10/15、16県内及び四国４県情報伝達
訓練への参加。
〇実施訓練の準備会議を開催した。
〇災害復旧・復興に係る用地等確保に 〇現状、遺体安置所として利用可能な場所

〇県策定の「南海トラフ地震応急期機能配
置計画策定手順書」では、遺体安置所とし
ては休廃校した校舎、体育館が適当として
いるが、市内には該当施設がない。

10月
～

12月

県

○県内広域火葬情報伝達訓練
○四国４県広域火葬情報伝達訓練
○地域モデル事業（高幡地域遺体対応
検討会）

〇10/15、16県内及び四国４県情報伝達
訓練（参加県内関係機関51、四国４県）

〇10/5火葬場設備整備に関するアン
ケート調査
〇11/12高幡地域遺体対応マニュアル作
成連絡会
〇12/24高幡地域遺体対応検討会

〇11/28県警多数死体取扱訓練見学
⇒参加110名（関係機関24、82名）

〇被災１日目と１週間目の情報伝達訓練を
実施した。今後も継続し、情報伝達手段や
各自治体内での情報共有方法等さらに検
討する必要がある。

〇中土佐町をモデルに遺体対応マニュア
ル案を作成し、高幡地域で共有した。高幡
地域では、各市町でたたき台とし、独自の
マニュアルを作成する。
〇検視、検案等の具体的な対応訓練を見
学することで、市町村の役割である検案
所、安置所の設置・運営について理解を深
めた。

県

○四国４県広域火葬協議会開催
　・情報伝達訓練振り返り
○広域火葬対応についての研修会
　・情報伝達訓練振り返り
○市町村及び火葬場における安置所等
選定、資機材調達等に関するアンケート
調査

○1/26広域火葬対応についての研修会

〇2/6高知市安置所運営管理マニュアル
に基づく実地訓練研修会に他市町村見
学参加よびかけ

○2/10四国４県広域火葬協議会開催
○市町村及び火葬場における安置所等
選定、資機材調達等に関するアンケート

〇モデル事業での取組の事例報告で、市
町村遺体対応マニュアルや火葬場BCPの
作成手順や内容を共有できた。⇒参加団
体31団体　63名

〇情報伝達訓練の継続実施を確認

市

○安置所、仮埋葬地の検討
○安置所等の運営及び資機材の供給に
関する葬祭業協同組合との応援協定締
結
〇災害時における遺体の搬送に関する
霊柩自動車協会との応援協定締結

〇災害復旧・復興に係る用地等確保に
関するWG会議（庁内組織）に参加した。
〇12/22葬祭業協同組合及び霊柩自動
車協会との応援協定締結。
〇11/28県警多数死体取扱訓練見学。
〇斎場整備実施計画の策定作業を行っ
た。
〇斎場業務継続計画の策定作業を行っ
た。

〇現状、遺体安置所として利用可能な場所
が限られており、L２対応が困難である。
〇遺体安置所運営に必要な課題のひとつ
がクリアできた。

〇実地計画について年度内の策定に目途
が立った。
〇業務継続計画について年度内の策定に
目途が立った。

いるが、市内には該当施設がない。

〇事前に準備すべき最低限の資機材のリ
ストアップと、そのための予算化が必要で
ある。

〇斎場整備実施計画に基づき災害に対応
しうる施設の整備を図る。

H28
１月
～

３月

選定、資機材調達等に関するアンケート
調査
〇市町村遺体対応マニュアル策定２市
町、火葬場BCP策定３火葬場

市

○安置所、仮埋葬地の検討
〇安置所運営管理マニュアルに基づく実
地訓練研修会の実施（2/6)
○広域火葬対応についての研修会参加
○斎場業務継続計画の策定
○業務継続のため火葬炉メーカーとの
防災協定の締結
○市町村及び火葬場における安置所等
選定、資機材調達等に関するアンケート
調査への回答

○高知市「災害復旧・復興に係る用地等
確保に関するWG会議」に参加した。
(3/24)
○遺体安置所管理運営マニュアルに基
づき実地訓練を実施した。(2/6)
○広域火葬対応の研修会に参加した。
(1/26)
○業務継続計画策定に係る説明会に参
加し，原案の検討を行った。
○市町村及び火葬場における安置所等
選定、資機材調達等に関するアンケート
調査への回答

○安置所，仮埋葬地の適地，数量等の要
件を確認した。適地選定の困難性を再認識
した。
○訓練を通しマニュアルの不備を補正改定
することができた。
○広域火葬の現状，支援体制の流れの確
認ができた。
○業務継続計画は，市の方針によりH28.5
末までに策定することとなった。

○市有地，施設については，概ね用途が
決まっており，特に仮埋葬地に適する面積
を持つ用地が見当たらない。
○引き続き実地訓練を実施することによ
り，職員の認識を高め，実効性のあるマ
ニュアルとしていく必要がある。

○平成28年度から仮埋葬を議題に加
え，進捗管理を行う。
○安置所に必要な資機材のうち，市
が備蓄する必要があるものについて
検討する。

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）
計画（Ｐ）　<対策の内容> 実行（Ｄ）　<対策の実績> 評価（Ｃ）　<実行後の分析・検証> 改善（Ａ）　<27年度の課題>

県

①広域火葬体制整備
①・情報伝達訓練（県内、四国４県）（10/15,16）、研修会(1/26)を実
施

①・情報伝達訓練は継続して実施することが必要 ①・情報伝達訓練の継続実施

市

①安置所運営マニュアルの改訂 ①実地訓練を通し、マニュアルの不備を補正改訂。 ①実効性のあるマニュアルへ改訂できた。 ①実地訓練の継続とマニュアルのブラッシュアップ
②遺体安置所・仮埋葬地の検討 ②遺体安置所候補地の検討を行った。

　　・訓練、研修会の実施　　　・広域火葬設備整備事業への助成 ・広域火葬設備整備事業（非常用自家発電設備補助、BCP策定３
施設）

・設備整備、火葬場BCPの策定により、火葬情における広域火葬時の体
制について検討が行われた。

・広域火葬設備への補助とBCPの策定支援継続

②安置所及び仮埋葬地の選定支援 ②モデル事業（高幡地域遺体対応検討会）の実施 ②モデル事業を研修会で報告することで、他地域がマニュアル策定の参
考とすることができた。

②モデル事業の県内全域への拡大
　（モデル事業の実施） (実地訓練研修会、市町村遺体対応モデルマニュアル策定、研修

会での取組報告）

②機能配置計画の中で早急に調整を行う必要がある。 ②被害想定に対応できる候補地の確保。
③検視・検案への協力体制づくり ③実地訓練研修会で作業内容を確認。 ③実地訓練研修会により職員の意識が高まった。

（各福祉保健所ごとの実地訓練研修会の開催）
（市町村遺体対応マニュアル策定支援継続）

⑥斎場整備実施計画の策定 ⑥斎場整備実施計画を策定した。 ⑥平成28年度からの３か年で整備，改修を実施する。

④遺体対応に要する資材確保の応援協定締結 ④協定締結（12/22)。 ④安置所運営に係る要員，資機材の確保に一定の目途が立った。 ④市で確保すべき資機材の備蓄計画。
⑤斎場業務継続計画の策定 ⑤市全体の業務継続計画策定に係る説明会に参加。 ⑤市の方針に基づき、整合性をのある業務継続計画の策定を行う。 ⑤市の方針に基づく業務継続計画の策定
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第１２回 高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議 ～分野ごとの進捗管理シート～　【平成２７年度】 作成日：平成２８年5月9日

分　野分　野分　野分　野 ５．廃棄物対策５．廃棄物対策５．廃棄物対策５．廃棄物対策
部　会 高知県 高知市

所管課
担当者　氏名

（連絡先）

環境対策課　中平
（８２１－４５２２／内線３２３４）

環境政策課　小田
（８２３－９２０９／内線３７０５）

対策の方針
・(高知県)県災害廃棄物処理計画Ｖｅｒ.１（以下、県計画Ver.1）で明確にできなかった事項の検討、市町村への支援等
・(高知市)市中心部等で長期浸水が想定されることから、県と調整を図りながら、高知市災害廃棄物処理計画を策定するととも
に、同計画に基づく事前対策を直実に進め、被災後における速やかな災害廃棄物処理につなげる。

関係部局
及び 課

危機管理部南海トラフ地震対策課 防災対策部防災政策課

課題

県
・市町村への災害廃棄物処理計画策定支援
・県Ｖｅｒ.1で明確にできなかった事項の検討　など

市
・具体的な被害想定と仮置場や処理施設等の処理体制の確保
・事前対策のうち、災害規模により一瞬にして発生する膨大な量のがれき等の災害廃棄物を広域処理するために必要な体制整備に向
けた県との調整、協議

部会の構成 南海地震長期浸水対策検討会のワーキンググループ等を活用

部会の開催状況

 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果

・具体的な
　取り組み
・連携して
　進める
　事項
・主な役割

県

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

・県計画Ver.1のブラッシュアップ、市町村災害廃棄物処理計画策定の促進、人材育成の推進、災害
時協力支援体制の構築 ○災害廃棄物を早期撤去するための処理計画の作成（計画○災害廃棄物を早期撤去するための処理計画の作成（計画○災害廃棄物を早期撤去するための処理計画の作成（計画○災害廃棄物を早期撤去するための処理計画の作成（計画

改訂を含む。）及び広域処理を可能とするために必要な体制改訂を含む。）及び広域処理を可能とするために必要な体制改訂を含む。）及び広域処理を可能とするために必要な体制改訂を含む。）及び広域処理を可能とするために必要な体制
の整備の整備の整備の整備

取り組み内容
（平成25年度以降の取り組みを含めた全体）

計 画 ス ケ ジ ュ ー ル 取り組みの達成によって得られる効果
（アウトカム）Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 計画期間以降

・災害廃棄物処理のための必要な情報の提示

市

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

・平成26年度策定の高知市災害廃棄物処理計画（Ver.1）に基づく事前対策のうち、県市の連携が必要な課題を
着実に進める。

・市の被害想定に関する情報収集・提供

・事前に計画を策定し、人材育成及び協力支援体
制を構築しておくことにより、被災時における迅速
な災害廃棄物の処理及び早期復旧・復興に繋が

・「高知県災害廃棄物処理計画」の策定
・「市町村災害廃棄物処理計画」
　計画支援ツール「ひながた」の策定及び策定支援

・「高知県災害廃棄物処理計
画」、計画支援ツール「ひなが
た」の策定作業

・課題整理及び解決方策の検
討

・県計画Ver.1のブラッシュアップ ・県計画Ver.1の見直し
・市町村に対する計画策定支
援の継続 な災害廃棄物の処理及び早期復旧・復興に繋が

る。

・市町村への計画策定支援
（災害廃棄物処理に関する講演
会、説明会の開催）

・市町村への計画策定支援
（災害廃棄物処理にかかる講
演会の開催、個別支援）

県

　計画支援ツール「ひながた」の策定及び策定支援 た」の策定作業 援の継続
・国との広域連携の継続
・人材育成の継続
・災害時協力支援協定締結に
向けた取組の継続

・国との広域連携 ・国との広域連携

・災害時協力支援協定の締結等

・人材育成の推進（市町村職員等）

・被災時における災害廃棄物処理を迅速かつ効
率的に行うことにより、市民の生活基盤の早期回
復と生活環境の確保に資することができる。

市

・「南海トラフ巨大地震による被害想定の概要」による被害
想定、廃棄物発生量等のデータをもとに、高知県災害廃棄
物処理計画や国の災害廃棄物対策指針などを参考にしな
がら、高知市地域防災計画と整合性をもった高知市災害廃

・被害想定（「南海トラフ巨大
地震による被害想定の概
要」）に基づく高知市災害廃
棄物処理計画（たたき台）の

・高知市災害廃棄物発生量推
計等支援システムの基本構想
の検討と処理計画（Ver.1）の策
定

・基本構想に基づく基礎情報
の充実、仮置場候補地、発生
量推計手法等の検討
・処理計画に基づく事前対策

・策定した計画関係の参考資
料や推進手法等の随時見直し

平 成 ２７ 年 度 当 初 予 算 の 状 況
県 市

災害廃棄物処理対策事業費 (予算額3.075千円）
・災害廃棄物処理にかかる講演会及び課題解決のための検討会の開催、市町村災害廃棄物処理計画策定支援等
災害時における生活環境保全事業費（予算額708千円）
・市町村等職員の環境技術スキル向上に係る研修会及び講習会の開催等

・災害廃棄物処理計画推進事業費　予算額（4,000千円）
・避難所環境対策事業費（事前対策）　予算額（16,000千円）

市 がら、高知市地域防災計画と整合性をもった高知市災害廃
棄物処理計画（Ver.1）を策定した。

棄物処理計画（たたき台）の
策定

定 ・処理計画に基づく事前対策
の推進
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表中の下線部は、県と高知市が連携をして進める事項

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）

月
計画（Ｐ） 実行（Ｄ） 評価（Ｃ） 改善（Ａ）

内容 対策の計画 課題等 対策の実績 実行後の分析・検証 評価後の課題 対策の見直し

４月
～

６月

県

・市町村等を対象とした「災害廃棄物処理に
係る講演会」等の開催
・「災害廃棄物処理検討会」の開催準備
・「災害時協力支援協定」の締結（し尿関係
団体）

・有識者等で構成する検討会において
議論する課題の選定

・市町村等を対象とした「災害廃棄物処理
に係る講演会」等の開催（6/31、52団体・88
人）
・「災害廃棄物処理検討会」での課題抽出
に向けた準備会の開催（6/22）
・し尿の汲取・収集運搬等に係る協力協定
の締結（6/23、高知県し尿収集運搬支援連
合会）

・市町村職員に対し、災害廃棄物処理業
務に係る啓発を行うことができた。
・災害廃棄物処理に係る課題の抽出に
向けた準備を行うことができた。
・し尿の汲取・収集運搬等に係る協力協
定の締結により、災害発生時における協
力支援体制を構築することができた。

・災害発生時において、市町村職員の各担
当が具体的にどのように行動するべきか、
市町村自身にイメージが湧いていない状況
が見られる。

・災害廃棄物処理検討会において、
市町村職員の各担当が行動すべき
内容を取りまとめたマニュアルの作
成に向けて検討していく。

■高知市災害廃棄物処理計画（Ver.1）に基
づく事前対策の推進

・各指定避難所の地域性や施設の耐
震性などを踏まえ配備施設ごとの優先

・災害用トイレ配備基準の作成
・災害用トイレ備蓄計画の策定

・災害用トイレの備蓄計画については、
施設管理者へ順次説明を行い、一定の

・災害用トイレは、高温多湿等の環境下で劣
化が早まることから、適切に保管できる場所

・災害用トイレ発注後、各施設への納
入前に現地調査を行い、保管場所を

７月

県

・市町村個別支援の実施
・「災害廃棄物処理検討会」の開催
・市町村職員等を対象とした人材育成に係る
研修内容等の検討
・災害廃棄物対策四国ブロック協議会への
出席
・「災害時協力支援協定」の締結に向けた取
組

・計画策定意欲の低い市町村への支
援

・市町村訪問実施（8/21・8/26・9/7、7市町
村）
・「災害廃棄物処理検討会」の開催（7/21）
・災害廃棄物対策四国ブロック協議会への
出席（7/6、9/25）
・被災後の生活環境問題に関する研修会
開催に向けて、関係課と連携し計画を作成

・市町村を訪問し、市町村災害廃棄物処
理計画の策定状況を確認のうえ、実務
支援を行うことができた。
・災害廃棄物処理に係る検討課題を決
定することができた（市町村行動マニュ
アル・アクションカード付きの作成等）。
・災害廃棄物対策四国ブロック協議会へ
出席し、広域連携に向けた検討を行っ
た。
・研修会の開催に向けた準備を行うこと
ができた。

市

　・避難所環境対策事業の備蓄計画の策定
　・各処理施設等の事前対策の推進
　・協定締結の推進

度に応じた配備となるよう、各施設管
理者からの理解を得る必要がある。
・多額の予算を要することから、効率
的かつ効果的に配備するためには、
計画的な事業執行の必要がある。
・高知市災害廃棄物処理計画に基づく
事前対策の適切な進行管理

・高知市災害廃棄物処理計画推進連絡会
（庁内組織）の設置

理解が得られた。 について施設ごとの調整を図っていく必要が
ある。

確認することとする。

・市町村災害廃棄物処理計画における策定
作業の進捗状況に留意する必要がある。
・研修会の内容について、効果的な研修とな
るよう関係課や講師と充分に調整し検討を
行う。また、市町村職員が多数受講できるよ
う、開催案内を早期に行う等のアピールが
必要である。
・研修会で育成した市町村職員により、人材
バンクを構築する必要がある。

・随時、市町村災害廃棄物処理計画
の策定作業の進捗状況を確認する。
・研修会参加者リスト（台帳）を作成
し、管理を行う。

７月
～

９月

ができた。

市

■災害廃棄物処理に係る基礎情報の充実、
仮置場候補地の選定、発生量推計手法の
見直し、処理方法の検討
■県主催の「災害廃棄物処理検討会」への
参加

・高知市総合防災情報システムへ付
加する機能及び情報等の詳細な内容
の検討
・データの詳細な内容、予定価格その
他本システムに必要な事項の決定・発
注

・高知市総合防災情報システムへの付加す
る機能及び情報等に係る委託業務を発注
した。
・高知市災害廃棄物処理計画推進連絡会
を開催し、一部地域において仮置場候補地
の選定作業に着手した。
・県主催の「災害廃棄物処理検討会」に参
加し、災害廃棄物発生量推計手法等につ
いて意見交換を行った。
・災害廃棄物対策四国ブロック協議会への
出席（7/6、9/25）

・仮置場候補地の選定作業では、市内を
概ね大街ごとに区分して行うこととし、各
フェーズごとに仮置場の機能別に選定作
業を行うこととした。

・仮置場候補地の選定基準を満たす適地が
不足することによる作業スケジュールへの
影響を可能な限り回避する。
・発生量推計手法の見直し、処理方法につ
いて、引き続き検討を進める。

・仮置場候補地については、公有地
を優先して選定作業を進めているた
め、必要面積条件等の選定基準を満
たす適地は限られる。今回発注した
高知市総合防災情報システムへの
付加機能の進捗状況を踏まえ、シス
テムの部分的な活用の可能性も探り
ながら、作業の効率化を図っていくこ
ととする。

・市町村災害廃棄物処理計画における策定
作業の進捗状況や課題の有無に留意する
必要がある。

・随時、市町村災害廃棄物処理計画
の策定作業の進捗状況を確認する。

県

・市町村個別支援の実施
・「災害廃棄物処理検討会」の開催
・災害廃棄物対策四国ブロック協議会への
出席
・市町村職員等を対象とした人材育成に係る
研修会の開催に係る関係課との調整及び研
修会準備

・計画策定意欲の低い市町村への支
援

・市町村訪問実施（11/5、3市町）
・「災害廃棄物処理検討会」の開催（10/30、
12/4）
・災害廃棄物対策四国ブロック協議会（第１
回図上訓練）への出席（10/23）
・関係課(食品・衛生課)と調整を行い、人材
育成研修会の日程、場所、内容を決定し

・市町村を訪問し、市町村災害廃棄物処
理計画の策定状況を確認のうえ、実務
支援を行うことができた。
・災害廃棄物処理検討会を開催し、課題
の対応策に係る一定の方向性を定める
ことができた（市町村行動マニュアル・ア
クションカード付きの作成等）。

市

■災害廃棄物処理に係る基礎情報の充実、
仮置場候補地の選定、発生量推計手法の
見直し、処理方法の検討
■災害用トイレ配備基準及び備蓄計画に基
づく平成27年度避難所環境対策事業の実施
■県主催の「災害廃棄物処理検討会」への
参加

・災害用トイレとして必要な性能を保証
しつつ、より多くの備蓄品を確保する
ための発注方法の検討

・高知市災害廃棄物処理計画推進連絡会
を開催し、引き続き、仮置場候補地の選定
作業を進めた。
・県主催の「災害廃棄物処理検討会」に参
加し、災害廃棄物発生量推計手法等につ
いて意見交換を行った。

・総合防災情報システムへの付加機能を
充実させることにより，仮置場候補地選
定を，より効率的に進めることができた。

・仮置場候補地の検討を進めるうえでは、被
災された市民の居住地周辺に設定される市
民用仮置場と一次仮置場や二次仮置場と
の機能分担等について、被災状況の変化に
対応できるようにする必要がある。

・高知市総合防災情報システム付加
機能の受注業者と具体の項目につい
て打合せと並行して必要に応じて作
業内容の見直しを行い、仮置場候補
地の選定作業に反映する。

10月
～

12月

県 修会準備
・「災害時協力支援協定」の締結に向けた取
組

育成研修会の日程、場所、内容を決定し
た。

クションカード付きの作成等）。
・災害廃棄物対策四国ブロック協議会へ
出席し、2/9に開催される第２回図上訓
練の手順等を確認することができた。
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H28
１月
～

３月

県

・市町村個別支援の実施
・「災害廃棄物処理検討会」の開催、取りまと
め
・災害廃棄物対策四国ブロック協議会への
出席
・市町村職員等を対象とした人材育成に係る
研修会の開催、事業の総括及び次年度の計
画策定
・「災害時協力支援協定」の締結に向けた取
組

・検討会で取りまとめた対応方策と市
町村災害廃棄物処理計画との調整

・市町村への「災害廃棄物処理対策の実施
状況調査」の実施（2/22）
・「災害廃棄物処理検討会」の開催、取りま
とめ（1/27）
・災害廃棄物対策四国ブロック協議会への
出席（2/9第２回図上訓練、3/1会議）
・衛生部局との合同による市町村環境行政
担当者研修会の開催（1/26、87名）
・来年度に締結する「災害時協力支援協
定」の締結先の検討（県トラック協会、県建
設業協会）

・来年度の市町村訪問に向けて、市町村
における計画策定の意向や課題等を把
握することができた。
・災害廃棄物等発生量に係る国の推計
方法の特徴の整理及び初動期等の行動
内容の明示化に向けた「市町村行動マ
ニュアル（アクションカード付き）の概要、
骨子案等について、検討結果の取りまと
めを行うことができた。
・災害廃棄物対策に係る図上訓練のノウ
ハウの習得や調査結果による自治体・
民間事業者の意向等を把握することが
できた。
・市町村職員等に対し、環境問題に関す
る基礎知識の習得に向けた研修会を開
催することができた。

・市町村災害廃棄物処理計画における策定
作業の進捗状況や策定に当たっての課題に
留意する必要がある。

・随時、市町村災害廃棄物処理計画
の策定作業の進捗状況を確認する。

■高知市災害廃棄物処理計画（Ver.1）に定
める事前対策である仮置場候補地を選定す

・基礎情報を反映した地図情報を活用
して、仮置場候補地の選定、発生量推

・平成28年度の災害用トイレの配備につい
ての協議及び予算化

・地域の防災意識を向上させるため，地
域と密着したふれあいセンターに，災害

・災害用トイレのうち，携帯トイレ・簡易トイレ
については，備蓄計画に基づき，配備が進

・災害用トイレの配備年数が平成31
年度までに短縮されたこと，及び県の３月

市

める事前対策である仮置場候補地を選定す
る。

■平成27年度の事前対策への取組みを踏
まえ、高知市災害廃棄物処理計画の改訂
（Ver.2の策定）につなげる。
■県主催の「災害廃棄物処理検討会」への
参加
■災害廃棄物対策四国ブロック協議会への
出席

して、仮置場候補地の選定、発生量推
計の見直し、処理方法の検討を行う。
・Ver.2では、県市の連携をさらに深め
ていくことで、広域処理に向けた法制
面での整理などといった課題に対応し
ていくことが求められる。

ての協議及び予算化
・災害廃棄物対策四国ブロック協議会第２
回図上訓練（2/9）に参加
・高知市災害廃棄物処理計画推進連絡会
において，市民用仮置場候補地の選定並
びに，平成27年度に行った事前対策につい
ての総括を行った。
・用地等確保に関するＷＧにおいて，一定
の用地の割り振りが示された。
・災害廃棄物仮置場等を検討するために必
要な基礎資料作成業務委託完了

域と密着したふれあいセンターに，災害
用トイレを優先的に配備し，21箇所の指
定避難所に備蓄をすることができた。
・仮置場候補地の選定にあたっては，市
民用・一次・二次の仮置場について，公
有地を優先して選定し，エリア地図に反
映させた。また，エリアごとの災害廃棄物
の発生量及び仮置場必要面積を算出
し，選定した仮置場候補地の面積を比較
したが，エリアによる充足率に差があり，
他のエリアに持ち込まざるを得ない状況
が予想された。
・公有地の災害復旧用途の競合により，
選定した公有地の仮置場候補地は，更
に減少する。

については，備蓄計画に基づき，配備が進
められるようになったが，仮設トイレについて
は，備蓄ではなくレンタルが現実的であり，
災害時のレンタル供給の協定締結先を増や
す必要がある。
・公有地の仮置場候補地が不足しているこ
とから，民有地の候補地についても，災害時
の協定を締結する必要がある。

年度までに短縮されたこと，及び県の
避難所運営体制整備加速化事業費
補助金が平成28年4月から施行され
ることにより，配備計画を見直す。
・事前対策及びＢＣＰを推進する。

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）
計画（Ｐ）　<対策の内容> 実行（Ｄ）　<対策の実績> 評価（Ｃ）　<実行後の分析・検証> 改善（Ａ）　<27年度の課題>計画（Ｐ）　<対策の内容> 実行（Ｄ）　<対策の実績> 評価（Ｃ）　<実行後の分析・検証> 改善（Ａ）　<27年度の課題>

県

・県計画Ver.1のブラッシュアップ
・市町村への計画策定支援
・国との広域連携
・人材育成の推進（市町村職員等）
・災害時協力支援協定の締結等

・災害廃棄物処理検討会の開催による県計画Ver.1の課題
への対応策等の検討、取りまとめ（災害廃棄物等発生量に
係る国の推計方法の特徴等の整理、初動期等の行動内容
の明示化に向けた「市町村行動マニュアル（アクションカー
ド付き）の概要、骨子案等の検討」）
・市町村等を対象とした「災害廃棄物処理に係る講演会」等
の開催（6/31、52団体・88人）
・市町村への個別訪問（10市町村）
・市町村への災害廃棄物処理対策の実施状況調査」の実
施
・災害廃棄物対策四国ブロック協議会への出席（会議４回
／年、図上訓練２回／年）
・衛生部局との合同による市町村環境行政担当者研修会
の開催（1/26、87名）
・高知県し尿収集運搬支援連合会との災害時協力支援協
定の締結（6/23）

・県計画Ver.1で明確にできなかった課題について、必要となる
対応策等を検討し、来年度の検討会の活動へ繋げることがで
きた。
・市町村への啓発講演会や個別訪問により、11市町村が策定
作業を開始した。
　また、来年度の市町村訪問に向けて、市町村における計画
策定の意向や課題等を把握することができた。
・災害廃棄物対策四国ブロック協議会への出席により、災害
廃棄物対策に係る図上訓練のノウハウの習得や調査結果に
よる自治体・民間事業者の意向等を把握することができた。
・市町村職員等に対し、環境問題に関する基礎知識の習得に
向けた研修会を開催することができた。
・高知県し尿収集運搬支援連合会との協定締結により、災害
時におけるし尿対応の備えを行うことができた。

・市町村災害廃棄物処理計画における策定作業
の進捗状況や策定に当たっての課題に留意する
必要がある。

市

・仮置場候補地の選定
・避難所環境対策（災害用トイレの備蓄）
・各処理施設等の事前対策の推進

・エリアごとの仮置場候補地の選定と地図化を行った。
・指定避難所21箇所に災害用トイレの配備を行った。
･災害協定の調整等

・公有地だけでは仮置場候補地が不足しており，民有地への
拡大を検討することが必要。

様々な災害廃棄物処理過程で必要になる，災害
協定の締結を推進する。
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第１２回 高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議 ～分野ごとの進捗管理シート～　【平成２７年度】 作成日：平成２８年5月9日

分　野分　野分　野分　野 ６．農業用タンクの津波対策６．農業用タンクの津波対策６．農業用タンクの津波対策６．農業用タンクの津波対策
部　会 高知県 高知市

所管課
担当者　氏名

（連絡先）

農業振興部　産地・流通支援課
青木

８２１－４５４３（内線３０７６）

農林水産部　農林水産課
島崎

（８２３－９４５８）対策の方針
・防災プログラムの策定
・流出防止装置付きタンクの計画的な導入
・重油代替暖房機の普及促進

関係部局
及び 課

ものづくり地産・地消外商センター
農業振興部中央西農業振興センター
高知農業改良普及所

農林水産部　鏡地域振興課
　　　　　　　 　土佐山地域振興課
　　　　　　　 　春野地域振興課
消防局　予防課

課題

県
①防災プログラムの策定支援
②流出防止装置付きタンクの低コスト化と、整備推進
③燃料タンクの削減推進

市
①防災プログラムの策定支援
②流出防止装置付きタンクの整備推進
③燃料タンクの削減推進

部会の構成 農業用燃料タンク対策検討会を設置

部会の開催状況 H27.10.20、H27.12.21,H28.4.20

・具体的な 〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果

・具体的な
　取り組み
・連携して
　進める
　事項
・主な役割

県

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

①農業団体と連携した防災プログラムの策定指導
②ものづくり地産地消推進事業費補助金を活用した流出防止装置付きタンクの開発
③燃料タンク対策事業、園芸用ハウス整備事業の見直し検討

①燃料タンクに関する情報共有①燃料タンクに関する情報共有①燃料タンクに関する情報共有①燃料タンクに関する情報共有
　　JA毎の防災プログラムの策定　　JA毎の防災プログラムの策定　　JA毎の防災プログラムの策定　　JA毎の防災プログラムの策定
　　　　
②流出防止装置付き燃料タンクの導入②流出防止装置付き燃料タンクの導入②流出防止装置付き燃料タンクの導入②流出防止装置付き燃料タンクの導入

③重油代替暖房機の導入等によるタンクの削減③重油代替暖房機の導入等によるタンクの削減③重油代替暖房機の導入等によるタンクの削減③重油代替暖房機の導入等によるタンクの削減

取り組みの達成によって得られる効果
（アウトカム）Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 計画期間以降

①全農・中央会と連携して防災プログラムの骨格案の作成
②流出防止装置付きタンクの低コスト化
③燃料タンク対策事業等の見直し

市

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

防災プログラムの策定支援及び流出防止装置付きタンク等の整備推進
防災プログラムの策定支援
及び流出防止装置付きタンク等の整備推進

①燃料タンク対策に関する情報共有

浸水タンク数や配置図の共有
ＪＡや市による課題と対策策定
支援

課題や対策、取り組み状況等
の情報共有

課題や対策、取り組み状況等
の情報共有
　防災プログラムの策定指導

課題や対策、取り組み状況等
の情報共有
　防災プログラムの実践支援

取り組み内容
（平成25年度以降の取り組みを含めた全体）

計 画 ス ケ ジ ュ ー ル

県

支援 　防災プログラムの策定指導 　防災プログラムの実践支援

国事業、燃料タンク対策事業等
を活用したタンクの削減支援

南海トラフ地震による重油流出や火災発生な
どの二次災害リスクの軽減、燃料コストの削
減による農家所得の向上

②流出防止装置付きタンクの導入

レンタルハウス事業による先
行整備支援
本格導入方策の検討

レンタルハウス事業等による
本格整備支援

燃料タンク対策事業等による
本格整備支援

燃料タンク対策事業等による本
格整備支援

③重油代替暖房機の導入等によるタンクの削減
国事業、レンタル事業を活用
した導入促進

国事業、レンタル事業を活用
したタンクの削減

国事業、燃料タンク対策事業
等を活用したタンクの削減支
援

南海トラフ地震による重油流出や火災発生な
どの二次災害リスクの軽減、燃料コストの削
減による農家所得の向上

②流出防止装置付きタンク設備の導入

レンタルハウス事業による先
行整備支援
本格導入方策の検討

レンタルハウス事業等による
本格整備支援

国事業、燃料タンク対策事業
等を活用したタンクの削減支
援

国事業、燃料タンク対策事業等
を活用したタンクの削減支援

③重油代替暖房機の導入等によるタンクの削減
国事業、レンタル事業を活用
した導入促進

国事業、レンタル事業を活用
したタンクの削減

国事業、燃料タンク対策事業
等を活用したタンクの削減支
援

市

①燃料タンク設備に関する情報共有

浸水タンク数や配置図の共有
ＪＡや市による課題と対策策定
支援

課題や対策、取り組み状況等
の情報共有

課題や対策、取り組み状況等
の情報共有
防災プログラムの作成支援

課題や対策、取り組み状況等
の情報共有
防災プログラムの作成支援

国事業、燃料タンク対策事業等
を活用したタンクの削減支援

平 成 ２７ 年 度 当 初 予 算 の 状 況
県 市

・燃料タンク対策事業　165,723千円
　うち流出防止装置付きタンクの整備　23,075千円
　　　燃料タンクの削減　139,150千円
　　　県燃料タンク対策協議会の事務費補助　3,498千円
・園芸用ハウス整備事業　427,570千円（うちタンク整備分24,000千円）

農業用タンク津波対策事業　20,250千円
うち
・代替暖房機　5台（11,250千円）
・流出防止付タンク　12基(9,000千円）
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表中の下線部は、県と高知市が連携をして進める事項

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）

評価後の課題 対策の見直し

県

①燃料タンク対策に関する情報共有
　・防災プログラムの策定支援
　　　担当者会の開催　5/21
　　　ハザードマップの基礎調査開始
　・園芸農家等への課題と対策の周知

②流出防止装置付きタンクの導入
　・タンク整備の啓発、入札

①JA以外の供給業者、農家への周知
　

②国の補助要件に適合した入札実施
　タンク整備数の確保

①JA高知市組合長、JA高知春野専務と
タンクの整備方針を協議4/8
①流出止装置付タンクの導入啓発とタ
ンク対策事業説明・周知　4/16、20
①JA高知市の園芸部役員等80名に燃
料タンク対策方針を説明・周知4/27
①燃料タンク対策事業の説明会4/24
①担当者会を開催し、防災プログラムの
策定とタンク調査の方法、スケジュール
等を説明5/21
①燃料タンク対策事業及び研修会開催
を説明・周知(6/1､JA高知市施設野菜部

①JAとタンクの整備を推進していくこと
を確認
①園芸農家にタンク対策の方針を周知
できた

①国事業を活用したタンク整備方法に
ついて周知できた
①防災プログラムの策定とタンク調査の
方法、スケジュールを共有できた

①タンク整備や削減への誘導

①ＪＡによる主体的な啓発の実施

①ＪＡ、農業改良普及所による速やかなタ
ンク調査の実施

月
計画（Ｐ） 実行（Ｄ） 評価（Ｃ） 改善（Ａ）

内容 対策の計画 課題等 対策の実績 実行後の分析・検証

４月
～

６月

　・タンク整備の啓発、入札
③重油代替暖房機の導入等によるタン
クの削減

　タンク整備数の確保
③ヒートポンプの導入啓発
　　未使用タンクの特定

を説明・周知(6/1､JA高知市施設野菜部
会代表者12名)
①原教授を講師に燃料タンク対策研修
会を開催(6/30､41名)

②タンク対策事業の交付決定6/8

①園芸農家等に地震に対する燃料タン
クの課題と対策の啓発、タンク対策事業
を周知できた

①JA高知市及び(株)ジェイエイ高知市と ①系統外タンクの設置状況を確認し、台

市

①燃油タンク対策事業（県）の要綱改正
に伴う，市要綱の改正

②燃油タンク対策事業の実施に向けて
取組み農業者への説明会の実施

②国の施設園芸産地防災実証モデル
事業による防災プログラムについての
検討。

①市要綱改正 4/24
・ 補助金交付申請
　 整備区分　２件２基
　 ＪＡ高知春野→市5/8，市→県5/14
・交付決定
　 県→市6/8，市→JA高知春野6/11

①燃油タンク対策事業の進捗管理

②国の施設園芸産地防災実証モデル
事業による防災プログラム検討会の開

①
・補助金変更承認申請（追加）
　整備区分　２件２基→15件24基
　 JA高知春野→市７/17，市→県７/21
・変更決定
　 県→市8/3，市→JA高知春野8/4
・入札　7/28，8/26

７月
～

９月

県

①燃料タンク対策に関する情報共有
　・防災プログラムの策定支援
　　　　ハザードマップの作成
　　　　防災プログラムの検討
　・園芸農家等への課題と対策の周知
　　　　研修会の開催　8月
②流出防止装置付きタンクの導入
　　　タンクの整備
③重油代替暖房機の導入等によるタン
クの削減

①JA以外の供給業者、農家への周知

①JA高知市及び(株)ジェイエイ高知市と
タンク調査方法協議(8/14､10/8)
①ハザードマップ策定に向けたタンク台
帳現地調査・農業者への周知（8/19･
24･26･31､9/1･2･15･17･25､10/8)
①燃料供給業者の調査･対策の周知
(8/18､9/1･2)
①担当者会を開催し、防災プログラム案
を提示9/24

②タンク対策事業の交付決定8/3

①系統外タンクの設置状況を確認し、台
帳を整理

①地震発生前後の行動計画案を提示で
きた

①防災プログラム案を参考に、ＪＡ高知
市、ＪＡ高知春野の実情に応じた防災プロ
グラムの策定

市
事業による防災プログラム検討会の開
催

・入札　7/28，8/26
・完了検査
　 １件１基9/3
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①ＪＡ毎の防災プログラムの策定

①不使用タンクの撤去、処分

②タンク整備に伴うハウスの一部撤去対
策

①不使用タンクの撤去、処分方策の
検討

②タンク整備に伴うハウスの一部撤
去対策の検討

①完了検査
   １件１基10/15

10月
～

12月

県

①燃料タンク対策に関する情報共有
　・防災プログラムの策定支援
　　　　ハザードマップの作成
　　　　防災プログラムの検討
　・園芸農家等への課題と対策の周知
②流出防止装置付きタンクの導入
　　　タンクの整備
　　　28年度の整備数の調査と予算要望
③重油代替暖房機の導入等によるタン
クの削減
　　　不要タンクの撤去

①JA以外の供給業者、農家への周知

①地域(JA高知市)防災プログラム策定
検討会を開催　10/7
①JA高知市及び(株)ジェイエイ高知市と
タンク調査協議(10/8)
①ハザードマップ策定に向けたタンク台
帳現地調査・農業者への周知（10/8･
15･16･28･30)
①高知市、ＪＡ高知市、ＪＡ高知春野とタ
ンク対策の取り組み状況と課題、今後
の方向性を確認　10/20、12/21
①防災プログラム（案）の作成と提示
12/21

①タンク台帳を集計（1,692基）
　
②28年度予算の計上
　　51基（ＪＡ高知市26、ＪＡ高知春野25）

①地域防災プログラムをJA、市、普及
所で検討し、策定方針を共有できた
①系統外タンクの設置状況を確認し、台
帳とマップを策定

①タンク対策の実施状況と課題、方向
性を関係機関が確認できた

①不要なタンクの撤去が進んだ
　　24年に比べ54基減少（浸水域40基）

県

①燃料タンク対策に関する情報共有
　・防災プログラムの策定支援
　　　28年度の実践方策の検討
　・園芸農家等への課題と対策の周知
②流出防止装置付きタンクの導入
　　燃料タンク対策事業等の見直し検討
③重油代替暖房機の導入等によるタン
クの削減不要タンクの撤去

①JA以外の供給業者、農家への周知
　　園芸農家への防災プログラムの周知

①JA毎に防災プログラムが策定された

②流出防止装置付きタンクが　24基整
備

③燃料タンク対策を人・農地プラン地区

①JAの対策方針が明確になった

②JA高知春野の管内で、タンクの整備
が本格化してきた

③生産者106名に周知できた。

市

①燃油タンク対策事業の進捗管理
28年度に向けての整備数調査と予算要
望

②国の施設園芸産地防災実証モデル
事業による防災プログラム検討会の開
催

   １件１基10/15
②JA高知市との防災プログラム検討会
の開催（10/7)

①H28年度予算への計上
実施予定数…51基
　　　　（うちJA高知市26，JA春野25）
①県、ＪＡ高知市、ＪＡ高知春野とタンク
対策の取り組み状況と課題、今後の方
向性を確認　10/20,12/21

①タンク対策の実施状況と課題、方向
性を関係機関が確認できた

②地域防災プログラムをJA、市、普及
所で検討し、策定方針を共有できた ②ＪＡ毎の防災プログラムの策定

①防災プログラムの実践

②JA高知市管内でのタンク整備

①重点推進地区を設定した取り組み
強化

②流出防止装置付きタンクの整備推
進

③不要タンクの撤去

H28
１月
～

３月

クの削減不要タンクの撤去
座談会で周知した（1/26～3/2  12地
区）。

市

①燃油タンク対策事業の完了検査・実
績報告書の提出

②国の施設園芸産地防災実証モデル
事業による防災プログラムの完成

②実績報告
JA春野→市(27.11.  4提出)
　   　市→県(27.11.20提出)
整備数　24基(JA春野)
総事業費 19,671,120円
 　　　(補助対象事業費 18,214,000円)
 内訳＜負担区分＞県 3,029,000円
　　　　　　　　　　　　市　3,049,000円
　               　その他　13,593,120円
②補助金確定
　　　 県→市(27.12.2通知)
        市→JA春野(27.12.4通知)

②平成27年度において，タンク対策を図
ることができた

①重点地区の選定とその地区を中心とし
た事業の推進
②JA高知市管内でのタンク整備の推進

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）
計画（Ｐ）　<対策の内容> 実行（Ｄ）　<対策の実績> 評価（Ｃ）　<実行後の分析・検証> 改善（Ａ）　<27年度の課題>

①課題や対策、取り組み状況等の情報共有

②燃料タンク対策事業等による本格整備支援 ②流出防止装置付きタンクを24機整備
②JA高知春野管内での整備が進む一方、JA高知市管内での
整備がおくれている。

②重点推進地区を中心にした面的な導入
　JA高知市管内でのタンク整備の推進

③国事業、燃料タンク対策事業等を活用したタンクの削減
支援

③事業を活用したタンク削減　なし
③重油価格が低下したため、ヒートポンプ導入によるタンク削
減が進まなかった

③不必要なタンクの撤去

県

①課題や対策、取り組み状況等の情報共有
　　　防災プログラムの策定指導

①JA毎の防災プログラムが策定できた ①JA毎の燃料タンクに関する具体策が示された ①重点推進地区を設定した取り組み推進

国事業、燃料タンク対策事業等を活用したタンクの削減支
援

市

課題や対策、取り組み状況等の情報共有
防災プログラムの作成支援 ①JA毎の防災プログラムが策定できた

②流出防止装置付きタンクを24基の整備が出来た

③事業を活用した削減対策なし。

①JA毎の燃料タンクに関する具体策が示された

②JA高知春野管内での整備がすすむ一方，JA高知市管内で
の整備が遅れている。
③重油価格の低下により削減対策が進まなかった。

①重点推進地区を設定した取り組み推進

②重点地区を中心とした事業実施
　JA高知市管内でのタンク対策の実施
③不必要なタンクの撤去

国事業、燃料タンク対策事業等を活用したタンクの削減支
援
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第１２回 高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議 ～分野ごとの進捗管理シート～　【平成２７年度】

 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果

作成日：平成２８年5月9日

分　野分　野分　野分　野 ７． 漁業用タンクの津波対策７． 漁業用タンクの津波対策７． 漁業用タンクの津波対策７． 漁業用タンクの津波対策
部　会 高知県 高知市

所管課
担当者　氏名

（連絡先）

漁業振興課　清水
（８２１－４６１３／内線３１９４）

農林水産部　農林水産課
課長補佐　宮地
（８２３－９４５８）対策の方針 ・漁業用屋外燃油タンクに係る津波減災対策の推進

関係部局
及び 課

土木部港湾・海岸課 消防局　予防課

課題

県
①　高知市所管の漁業用燃油タンクの現状把握
②　高知市所管の漁業用燃油タンクに対する津波減災対策工法の提案

市 ・本市所管の漁業用燃油タンクに対する津波減災対策の具体的な検討
部会の構成 漁業用タンク津波対策部会を設置

部会の開催状況

・具体的な
　取り組み
・連携して
　進める
　事項
・主な役割

県

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

①　高知県内の屋外燃油タンクの減災対策計画の策定
②　屋外燃油タンク撤去後の代替給油方法の提案

・高知市所管の屋外燃油タンクの減災対策に係る課題整理・高知市所管の屋外燃油タンクの減災対策に係る課題整理・高知市所管の屋外燃油タンクの減災対策に係る課題整理・高知市所管の屋外燃油タンクの減災対策に係る課題整理

取り組み内容
（平成25年度以降の取り組みを含めた全体）

計 画 ス ケ ジ ュ ー ル 取り組みの達成によって得られる効果
（アウトカム）Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 計画期間以降

・代替給油方法や事例について、随時高知市に情報提供。
・関係市町村及び漁協から提示されてくる課題や解決案につい
　て高知市に情報を提供する。

市

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

・津波減災対策にかかる課題整理

・既存の地盤情報収集
・屋外タンクが避難路や避難場所に及ぼす影響を検討
・民間燃油業者との連携を検討
・漁協や漁業者の意向把握

漁協や市町村と協議のうえ、
地下化や施設移転を早期に実

漁協や市町村と協議のうえ、撤
去及び船舶給油取扱所、地下

漁協や市町村と協議のうえ、
H29年度までの施工計画の作

県
燃料流出リスクの回避（漁港・漁村周辺住民
の安全確保）

①給油車による漁船への給油体制の検討
　　（漁協の購買事業の再構築、民間燃油業者との連
携）

地下タンク化や施設移転によ
る対応が事業費や給油量の
面から適切でないと思われる
事案に対して給油車による給
油体制を検討

給油車による給油の各地区、土
地での課題を洗い出し、県漁
協、各支所との意思疎通を図
る。

給油車による給油の各地区、
土地での課題を洗い出し、県
漁協、各支所との意思疎通を
図る。

②給油車による漁船への給油体制の検討
　　（消防法・漁港整備関連）

給油車による給油体制を構築
する上のハード上の課題を整
理

具体的な改善点、妥協点を明
示してもらい、調整する。

具体的な改善点、妥協点を明
示してもらい、調整する。

漁業用屋外燃油タンクの対策方針を決定及び見直し

地下化や施設移転を早期に実
施できる事案の絞り込み

去及び船舶給油取扱所、地下
化を早期に実施できる事案の
絞り込み

H29年度までの施工計画の作
成を支援する。

施工後の確認
運用等問題点がないか確認す
る。

燃料流出リスクの回避（漁港・漁村周辺住民
の安全確保）

減災工法について，消防法など関係法令の適合性につ
いて助言

関係法令の適合性について助
言

関係法令の適合性について助
言

関係法令の適合性について助
言 漁業の操業環境の確保・維持

市

漁業用屋外燃油タンクの対策方針を決定。

減災工法の絞込み 撤去後の代替策（船舶給油取
扱所又は地下タンク化等）につ
いて漁協と協議し，絞り込みを
する。

代替策の絞り込みと，残りの
屋外タンク（２基）の撤去時期
について漁協と協議していく。

対策方針に沿って，関係者との協議，対策の実施

漁協等と協議のうえ，減災対
策の実施

漁協等と協議のうえ，減災対策
の課題を整理

漁協等と協議のうえ，減災対
策の課題を整理
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表中の下線部は、県と高知市が連携をして進める事項

平 成 ２７ 年 度 当 初 予 算 の 状 況
県 市

【事業名】漁業生産基盤維持向上事業費補助金　　　 【事業名】種子島周辺漁業対策事業
【事業費】12,332千円                                           【事業費】69,682千円

【事業名】漁港単独改良事業
【事業費】2,600千円

予算要求はなし。

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）

月
計画（Ｐ） 実行（Ｄ） 評価（Ｃ） 改善（Ａ）

内容 対策の計画 課題等 対策の実績 実行後の分析・検証 評価後の課題 対策の見直し

４月
～

６月

県

・浦戸支所の荷さばき施設の撤去及び
　県漁協の集約化の方針について再確
認
・船舶給油取扱所の設置に係る消防署
　との協議
・県漁協以外の漁協の減災対策計画
　策定への支援
・H28年度の要望調査

・県漁協の集約化に関する問題点への
　対応
・高知市消防局が船舶給油取扱所の設
置を認めなかった場合の代替給油方法
の検討

・4/10　黒潮町伊田の船舶給油取扱所
　設置予定箇所の現地確認及び協議
　（漁協、消防署、町）
・4/20　漁業用タンク津波対策部会
・5/12　県漁協本所、浦戸支所と協議
・6/4　消防政策課と協議

・浦戸支所の荷捌所の撤去に伴い、要望
　されている荷捌所の新設は、高知県漁協
　の統廃合や費用負担等経営上の問題が
　ある。

・船舶給油取扱所の設置を行うためには
　消防局の了承が必要。

市

・H27年度内で荷捌施設をどうするのか
具体的に検討していく

・新たな荷捌施設を設置するにあたり，
県，国の補助が対応できるかどうか

・４/14　県漁協本所，浦戸支所と協議
・４/20　漁業用タンク津波対策部会（第８
回）
・５/12　県，県漁協本所と協議

・新たな荷捌施設については，春野町漁協
の荷捌施設を参考に施設案を作成。
・県より，新たな荷捌施設の設置について
は，県，国の補助を利用するのは困難で
あるとの意見があった。
・市消防局からは，指定数量未満の給油
については，タンクローリーでの給油は可
能とのこと。
・浦戸の既存地下タンクを継続して利用し
たいとの意見があった。しかし，タンクが老

・荷捌施設の建替えや地下タンクの補強
など浦戸の整備にかかる経費に対しての
補助が困難である。そのため，県漁協本
所のみの負担で施設整備が可能かが課
題。

７月
～

９月

県

・県漁協以外の漁協の減災対策計画
　策定への支援
・減災対策計画の見直し

・各地区の課題の洗い出し、整理 ・7/2　すくも湾漁協の第1回給油施設
　検討会に参加し、減災対策について説明
・7/7　高知市と漁業用タンク津波対策部
会
・7/11、22　県漁協本所と浦戸支所の
　代替給油方法について協議
・7/31　県漁協本所と新設予定の燃油
　タンクの容量について協議
・8/6　安芸漁協理事会において、
　減災対策について説明
・8/11、24　県漁協本所、浦戸支所と協議
・9/25　すくも湾漁協の燃油タンクの
　集約化等、対策の方向性について確認

市

・新たに荷捌施設をどうするか，漁協等と
協議し最終決定する。
・タンクローリーの給油について関係法令
を調べる

・漁業者にとって利便性の高い計画かど
うかが課題

・７/７　漁業用タンク津波対策部会（第９
回）
・８/11,24　県，県漁協本所，浦戸支所と協
議

・すくも湾漁協、安芸漁協等に減災対策
　の説明を行い、必要性の理解と屋外
　燃油タンクを撤去することを確認した。

たいとの意見があった。しかし，タンクが老
朽化しているため内面補強（約300万円）
の措置をしなければならないとのこと。

・屋外燃油タンク撤去後の地下タンク等
の
　新設について、施工年度や予算化に
　向けた具体的な検討が必要。

・市消防局からは，タンクローリーでの給油
方法について高知市消防長会で協議する
とのこと。
・新たな荷捌施設の設置については，県，
国の補助が困難である。しかし，浦戸地区
の漁業者からは施設設置について強い要
望があった。

・新たな荷捌施設については，国，県から
の補助が困難であるため，県漁協のみ
の負担で必要最小限の施設規模の計画
が必要である。また，今後の県漁協の方
向性（集約化等）も課題である。
・浦戸支所と御畳瀬支所の集約化につい
ては，漁業種が異なるため市場の調整
や，給油の時間帯などの課題がある。
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H28
１月
～

３月

県

・県漁協以外の漁協の減災対策計画
　策定への支援
・減災対策計画の見直し
・H28年度予算要求

・H28年度以降の計画の見直し ・3/31　漁業用タンク津波対策部会（第10
回）

・高知市消防局からは、すでにタンクロー
リー給油を容認できないとの回答を得てお
り、集約化による給油について具体的な協
議が必要。

・高知市予防課より船舶給油取扱所の
　設置不可との回答を得たため、代替
　給油方法の検討が課題である。

市

・H28年度及びH29年度の計画について
関係機関と協議し確認

・H29年度までに残り２基の屋外タンクの
撤去が可能かどうか

・12/４　県漁協本所，浦戸支所と協議
・12/９　県と協議，市消防局と協議
・12/16　県，県漁協本所と協議

・市消防局が，タンクローリー給油につい
て10月に高知市消防長会で協議する予定
であったが，地域の実状が異なるため県
下での統一ができないと判断し，議題に挙
げる前段で取り下げたとのこと。
・荷捌施設及び地下タンクの撤去につい
て，県漁協本所，浦戸支所から同意を得る
ことができた。

・荷捌施設及び地下タンクの撤去時期
と，屋外タンクの撤去時期について検討
が必要。

10月
～

12月

県

・給油車による船舶への直接給油を
　開始した箇所の運用や管理を確認。
・給油車による船舶への直接給油に
 ついて高知市消防署と再協議。
・県漁協以外の漁協の減災対策計画
　策定への支援
・減災対策計画の見直し

・各地区の課題の洗い出し、整理 ・10/19　高知県漁協高岡支所における
　屋外燃油タンク撤去に関する説明会
・10/26　高知県漁協本所と池ノ浦支所
　矢井賀支所の減災対策について協議
・11/12　高知市予防課より高知市での
　船舶給油取扱所の設置について不可
　との回答を得る
・12/9　高知市と浦戸支所に関する
　　　　　協議
・12/16　高知市、高知県漁協本所と
　　　　　　浦戸支所に関する協議

・高知県漁協高岡支所の屋外燃油タンク
　撤去について、漁業者の同意を得た

・集約化に関して地元調整に時間を要す
る可能性がある。

市

・H28年度及びH29年度の計画について
関係機関と協議し確認

・H29年度までに残り２基の屋外タンクの
撤去が可能かどうか

・３/24　県漁協浦戸支所と協議
・３/31　漁業用タンク津波対策部会（第10
回）

・屋外タンク残り２基の撤去について，本市
消防局からはタンクローリー給油を容認で
きないとのことから，撤去後の代替策は御
畳瀬支所の既存地下タンクを利用するな
ど，集約化に向けた検討が必要である。

・H29年度の撤去に向けた具体的な計画
（集約方法，撤去時期など）を漁協と協議
しながら策定していく必要がある。

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）
計画（Ｐ）　<対策の内容> 実行（Ｄ）　<対策の実績> 評価（Ｃ）　<実行後の分析・検証> 改善（Ａ）　<27年度の課題>

市

・屋外燃油タンクの撤去
・代替策の検討

・減災対策の内容について県漁協本所，支所，県との協議 ・県漁協浦戸支所にある地下タンクについて，荷捌施設の解体
する際に継続して利用するかの検討を行い，漁協からは地下タ
ンク及び荷捌施設撤去の了承を得ることができた。これにより，
解体後の給油については屋外タンクか御畳瀬支所の地下タン
クを利用することとなった。
・代替策については，タンクローリー給油が市消防局から県下
で統一した利用ができないと判断したため，新たな代替策の検
討が必要となった。

・集約化の検討について漁協と協議が必要
・新たな代替策の検討

県

・漁協や市町村と協議のうえ、H29年度までの施工計画の
作成を支援する。
・給油車による給油の各地区、土地での課題を洗い出し、
県漁協、各支所との意思疎通を図る。

・屋外燃油タンクの撤去について、県漁協本所、浦戸支所、
高知市と協議
・高知市消防局と船舶給油取扱所の設置について協議

・高知市消防局と船舶給油取扱所の設置について協議を行って
きたが、高知市消防局では、設置が認められないとの結果であ
る旨回答を得た。そのため、集約化等ほかの代替給油方法に
ついて具体的な検討が必要となった。

・集約化による給油について漁協との協議が
必要
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第１２回 高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議 ～分野ごとの進捗管理シート～　【平成２７年度】

・具体的な 〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

作成日：平成２８年5月9日

分　野分　野分　野分　野 ８．防災教育の推進８．防災教育の推進８．防災教育の推進８．防災教育の推進
部　会 高知県 高知市

所管課
担当者　氏名

（連絡先）

学校安全対策課　來
（821-4533／内線3262）

教育政策課  和田
(823-9478)

対策の方針 ・子どもたちが「自分の命は自分で守る」「他者や社会の安全に貢献できる」ようになる防災教育の推進

関係部局
及び 課

危機管理部南海トラフ地震対策課
文化生活部私学・大学支援課

防災対策部防災政策課
防災対策部地域防災推進課

課題

県
・防災教育は教育課程上の位置付けがなく、各学校での時間確保が難しい。
・防災の授業は全ての学校で実施しているが、その内容に差がある。

市 ・防災教育を進めるための参考とする実践事例が少ないために，学校によって取組に温度差がある。
部会の構成 高知県教育委員会（学校安全対策課）・高知市教育委員会（教育政策課）

部会の開催状況 H27.5.13　・　H27.10.23　・　H27.12.28

 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果

安全教育プログラムに基づく防災教育の実施による防災

　取り組み
・連携して
　進める
　事項
・主な役割

県
・小学生、中学生、高校生と発達段階に応じた防災教育の指導内容等を明示した教員用指導資料「高知県安全教育プロ
グラム」に基づく防災教育に取り組む。
・防災の授業を少なくとも年間３～６時間程度（小･中学校は各学年５～６時間）実施するとともに、避難訓練（緊急地震速
報の活用等様々な設定での訓練）についても年間３回以上の実施することを目標として取り組む。

・子どもたちに「自分の命は自分で守る」「他者や社会の安全・子どもたちに「自分の命は自分で守る」「他者や社会の安全・子どもたちに「自分の命は自分で守る」「他者や社会の安全・子どもたちに「自分の命は自分で守る」「他者や社会の安全
に貢献できる」力を身に付けさせるために、防災の授業を少なに貢献できる」力を身に付けさせるために、防災の授業を少なに貢献できる」力を身に付けさせるために、防災の授業を少なに貢献できる」力を身に付けさせるために、防災の授業を少な
くとも年間３～６時間程度（小･中学校は各学年５～６時間）実くとも年間３～６時間程度（小･中学校は各学年５～６時間）実くとも年間３～６時間程度（小･中学校は各学年５～６時間）実くとも年間３～６時間程度（小･中学校は各学年５～６時間）実
施するとともに、避難訓練（緊急地震速報の活用等様々な設施するとともに、避難訓練（緊急地震速報の活用等様々な設施するとともに、避難訓練（緊急地震速報の活用等様々な設施するとともに、避難訓練（緊急地震速報の活用等様々な設
定での訓練）についても年間３回以上の実施することを目標と定での訓練）についても年間３回以上の実施することを目標と定での訓練）についても年間３回以上の実施することを目標と定での訓練）についても年間３回以上の実施することを目標と
して取り組むこと。して取り組むこと。して取り組むこと。して取り組むこと。

取り組み内容
（平成25年度以降の取り組みを含めた全体）

計 画 ス ケ ジ ュ ー ル 取り組みの達成によって得られる効果
（アウトカム）Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 計画期間以降

・安全教育プログラムに基づく防災教育を徹底するととも
に、副読本等の各教材を提供すること
・各モデル事業の拠点校の取組を普及すること

市

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

・平成23年度に作成した高知市教育委員会南海地震対策マニュアルをもとに,各学校では自校の防災マニュ
アルの作成を行った。
・平成24年度中就学前から高校までの発達段階に応じた防災教育の指導内容等を示した資料(防災教育カリ
キュラム)作成に取り組む。

・防災カリキュラムを策定し，高知市の防災教育の基本的な
学習内容を示すこと
・高知市の防災教育の実践事例をまとめること

学校防災リーダーの育成
学校防災マニュアルの充実

市

高知市地震・津波防災教育の手引きの活用した防災教
育の推進

取り組みの継続 児童生徒の安全の確保

 

児童生徒の安全の確保

県

安全教育プログラムに基づく防災教育の実施による防災
教育の質的向上

取り組みの継続

安全教育プログラムに基づく児童・生徒への防災教育の実施

教職員への研修強化

学校安全対策チェックリストによる防災教育取組状況の点検

高知市地震・津波防災教育の手引きを基にして児童・生徒への防災教育の実施

平 成 ２７ 年 度 当 初 予 算 の 状 況
県 市

①（継）防災教育研修会　（H26：1,580千円→ H27：1,577千円）
②（継）防災教育指導事業 　(新)防災学習教材「南海地震に備えちょき」改訂 （ H26：5,468千円→ H27：4,403千円）
③（継）実践的防災教育推進事業　 （H26：5,845千円→ H27：4,779千円）
④（継）学校防災アドバイザー派遣事業　（H26：1,833千円→ H27：1,833千円）
⑤（継）防災キャンプ推進事業　（H26：3,500千円→ H27：1,600千円）　ほか
　　　　　　予算額合計（18,226千円→ H27：15,710千円）

（継）　防災教育推進地域指定事業　              （H26：1,570千円→H27：900千円）
（継）　防災士育成事業（教員防災士養成研修）    （H26：  840千円→H27：853千円）
（継）　学校救急救命教育事業（心肺蘇生技能講習）（H26：  270千円→H27：270千円）
（継）　実践的防災教育推進事業　                （H26：  600千円→H27：400千円）
（継）　防災キャンプ推進事業費　                （H26：  700千円→H27：400千円）
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表中の下線部は、県と高知市が連携をして進める事項

・アンケート調査等で確認作業を図る。

・心肺蘇生技能講習の開始
・防災キャンプ推進事業（浦戸小）及び実

４月
～

６月

県

・安全教育プログラムに基づく防災教育
の実施を徹底する活動（全市町村訪問
等）開始（通年）
・国のモデル事業実施校への説明会実
施
・防災学習教材「南海地震に備えちょき」
改訂作業開始
・学校安全計画の点検

・安全教育プログラムに基づく防災教育
を全教員に徹底し、学校現場で実践させ
る必要がある。
・副読本等を活用した安全教育プログラ
ムに基づく防災教育を児童生徒に浸透さ
せる必要がある。

・安全教育プログラムに基づく防災教育
の実施を徹底する活動（全市町村訪問
等）開始
・国のモデル事業実施校への説明会実
施
・防災学習教材「南海地震に備えちょき」
改訂作業開始

・安全教育プログラムに基づく防災教育
の取組について評価できる状況になるの
は、学校安全対策チェックリストにより調
査を行う８月になる。
・前年度は全市町村の校長会を回った
が、全市町村を回るのに非常に時間を要
した。今年度は各教育事務所の指導事
務担当者会を回ることで効率化を図れ
た。

・指導事務担当者会を回ることで各学校
への伝達の効率化は図れたが効果や行
動化については、まだ弱い面がある。

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）

月
計画（Ｐ） 実行（Ｄ） 評価（Ｃ） 改善（Ａ）

内容 対策の計画 課題等 対策の実績 実行後の分析・検証 評価後の課題 対策の見直し

市

・防災キャンプ推進事業（浦戸小）及び実
践的防災教育推進事業（三里中）の計画
書提出
・５月校長会にて，防災教育の充実につ
いておよび反復避難訓練，学校防災マ
ニュアルの点検等を周知
・避難訓練の調査

・各事業開始にあたり，年間計画や実施
計画の確認および学校との連携が必要

・心肺蘇生技能講習の開始
（小学校4/9神田小～12/1第四小
　中学校4/13三里中～旭中7/15）

・小５は日赤，中２は消防局の協力により
実施できた。また，学校は事前学習の実
施や学習意欲を高める手立て等を行い，
意欲的な姿勢が見られた。

・研修会後、全学校での周知が図れてい
ない状況がある。

・研修会後、継続して内容の周知を図
るよう声がけを図っていく。

県

・学校安全対策チェックリストにより防災
学習や避難訓練等の実施状況調査
・防災教育研修会の開催（学校悉皆研
修）
　　東部１回、中部２回、西部１回
　　高知市主催の防災研修でも安全教育
　　プログラムに基づく防災教育について
　　説明

・安全教育プログラムを全教員に浸透さ
せられるような研修内容とする必要があ
る。

・学校安全対策チェックリストにより防災
学習や避難訓練等の実施状況を調査
※提出（8/26）集計作業中
・防災教育研修会の開催
　被災地から講師を呼び、講演を実施。
また、安全教育プログラムや副読本等の
活用方法等説明
中部２回目（7/30、8/6）
西部（7/31）　東部（8/7）
※高知市の防災教育研修会（高知市と県

・安全教育プログラム等に基づく防災教
育が校内研修等により研修会参加者以
外の職員にどの程度周知され、実施され
たかは、２学期の学校安全対策チェックリ
スト結果を待つことになる。

７月
～

９月

　　説明
※高知市の防災教育研修会（高知市と県
の共催）でも安全教育プログラム等の活
用方法等説明
※全公立学校参加　参加者数：657名

市

・実践的防災教育推進事業の実施①（研
究授業）（7/8：三里中）
・防災教育推進教員研修会（8/20）
・防災キャンプの実施（8/28-30：浦戸小）

・事業実施校との連携（支援，指導，助
言）
・研修会に向けて所管の高知市教育研究
所との連携及び研修会の内容の検討が
必要
・教員防災士養成研修に向けて各学校へ
の周知と受講者決定

・実践的防災教育推進事業の実施①（研
究授業）（7/8：三里中）
・防災教育推進教員研修会（8/20）
・防災キャンプの実施（8/28-30：浦戸小）

・実践的防災教育推進事業：学校と連携しな
がら，当初の計画通り実施できた。
・県市共催の形で，市立学校１名の悉皆研修
として実施。午後の研修では，DIGを外部講師
に依頼して実施。
・防災キャンプ：計画通りの実施。保護者，青
少協，地域と連携し，地元大学の協力もある
中，多種多様なプログラムで２泊３日の事業を
成し遂げた。

29



・防災学習教材「南海トラフ地震に備え
ちょき」改訂作業の遅延

・当初予定していた完成時期を年明
けに再設定

市

・実践的防災教育推進事業②（研究発
表）（12/9：三里中）
・学校安全対策チェックリストにより安全
教育プログラムによる２学期の防災学習
の実施状況調査

・事業実施校との連携（支援，指導，助
言）
・学校教員防災士養成研修のプログラム
の策定及び日本防災士機構との連絡・調
整
・次年度の予算検討および確保

・実践的防災教育推進事業の実施②（研
究発表会）（12/9：三里中）
・学校安全対策チェックリストにより安全
教育プログラムによる２学期の防災学習
の実施状況調査
・学校教員防災士養成研修に係る講師
依頼・資料作成

・実践的防災教育推進事業において，全
校が公開授業を実施。工夫された教材や
資料を活用し，学校や地域の実情に合わ
せた研究発表となった。

・次年度予算要求に対して，ほぼ要求通
りの査定となった。

10月
～

12月

県

・防災学習教材「南海地震に備えちょき」
改訂版印刷・配布
・防災教育を徹底するための必要予算を
要求
・学校安全対策チェックリストにより安全
教育プログラムによる２学期の防災学習
の実施状況調査

・防災教育を徹底するための必要予算の
確保

・防災学習教材「南海トラフ地震に備え
ちょき」改訂作業の実施
・防災教育を徹底するための必要予算を
要求
・学校安全対策チェックリストにより安全
教育プログラムによる２学期の防災学習
の実施状況調査

・防災学習教材「南海トラフ地震に備え
ちょき」に活用する資料等の利用許可等
に時間を要し、改訂作業が遅延
・評価できる状況となるのは、要求額どお
りの予算案が可決された時点になる。
・学校安全対策チェックリストにより安全
教育プログラムによる２学期の防災学習
の実施状況調査を実施。

市
・教員防災士養成研修の実施（1/4/5：各
校1名→計63名）

・研修実施に際し，日本防災士機構との
連絡・調整等
・次年度への課題集約および方向性の検
討

・教員防災士養成研修の実施（1/4-5)を
予定通り実施

・受講者は61名で，防災士資格取得者は
61名，このことにより，25年度からの3年
間で高知市立学校教員における防災士
資格取得者は合計202名であり，25年度
当初の目標であった200名の養成を達成
できた。

H28
１月
～

３月

県

・27年度国のモデル事業の普及
     防災教育推進フォーラム開催
・安全教育プログラムによる防災学習の
実施状況調査
・新小学３年生、新中学１年生用の防災
教育副読本増刷、配布

・防災学習の実施状況調査結果に基づき
28年度の防災教育の徹底方法を検討す
る必要がある。

・防災教育推進フォーラム開催
　参加人数約200人
・安全教育プログラムによる防災学習の
実施状況調査
・新小学３年生、新中学１年生用の防災学１年生用の防災学１年生用の防災学１年生用の防災
教育副読本増刷、配布教育副読本増刷、配布教育副読本増刷、配布教育副読本増刷、配布

・今年度、フォーラムを高知県警察の子ど
も防災フェアと協力して開催したが、目的
や趣旨等の細かい部分でのすり合わせ
を行う必要がある。

・参加者のニーズを考える必要がある ・実施方法の再検討

県
高知県安全教育プログラムに基づく児童・生徒への防災教
育の実施

・防災教育研修会の実施 ・学校から1名必ず参加し、一定の効果が見られた ・防災教育研修会の内容の周知

・「高知市地震・津波防災教育の手引き」や「安全教育プログラム」
等を活用 した防災学習の実施について校長会及び防災教育に関
する研修会における周知
（学校の防災力向上）
　・避難訓練の反復実施（緊急地震速報の訓練モード活用）

・「高知市地震・津波防災教育の手引き」や「安全教育プログラ
ム」等を活用 した防災学習の実施については，各学校が，「学
校安全計画」に位置づけ，実施されている。
・国・県・市の防災関連事業の実施校において，学校の実態に
合わせた効果的な取組・実践・研究がなされた。

・27年度に引き続き，防災教育の充実を図るた
めに，28年度の事業について効果的で充実し
たものとなるよう，学校と担当課が連携する。
・教員の防災士資格取得者が，27年度末時点
で202名となり，各校に最低１名いる状況となっ

・学校安全の取組状況に関するアンケートの実施 ・避難訓練や防災の授業の実施率が向上 ・避難訓練や防災の授業の実施率の低い学校
への啓発・学校安全対策チェックリストの実施 ・教職員の防災教育の意識付けの効果

・副読本及び教材等の充実 ・副読本及び教材等による防災教育の内容の充実 ・副読本及び教材等の活用率の向上

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）
計画（Ｐ）　<対策の内容> 実行（Ｄ）　<対策の実績> 評価（Ｃ）　<実行後の分析・検証> 改善（Ａ）　<27年度の課題>

市

・「高知市地震・津波防災教育の手引き」や「安全教育プロ
グラム」等を活用した防災学習の実施（年間5時間以上）
・国・県・市の防災に関する各種事業の実践的かつ効果的
な実施
・学校防災マニュアルの見直し・点検による防災体制や連携
の再構築

　・避難訓練の反復実施（緊急地震速報の訓練モード活用）
　・学校防災アドバイザー事業の活用（教職員，保護者，地域対
象）
（知識・技能・態度の育成）
　・「高知市地震・津波防災教育の手引き」や「安全教育プログラ
ム」を活用した防災学習（年間5時間以上の防災に関する授業）
　・心肺蘇生法等の技能講習の実施（小５児童・中２生徒）
　・南海トラフ地震の強い揺れ巡回体験事業の実施(高知市立全
小中)
　・高知市防災教育推進地域指定事業の実施(５中学校区)
　・実践的防災教育推進事業の実施（三里中学校　6/21,12/9)
　・防災キャンプの実施（浦戸小 8/28-30）
（教職員の資質向上）
　・教員防災士養成研修の開催（61名）
　・防災教育推進教員研修会の開催（県・市共催）

合わせた効果的な取組・実践・研究がなされた。
・教員の防災士資格取得について，25年度からの3年間で202
名となり，当初の目標を達成することができた。

で202名となり，各校に最低１名いる状況となっ
ており，学校防災に関するリーダーとして，教
員防災士同士の連携や防災教育に関する情
報交換，スキルアップを目的とした研修の開催
について28年度予算が確定した。
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第１２回 高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議 ～分野ごとの進捗管理シート～　【平成２７年度】 作成日：平成２８年5月9日

分　野分　野分　野分　野 ９．公立学校の耐震化９．公立学校の耐震化９．公立学校の耐震化９．公立学校の耐震化
部　会 高知県 高知市

所管課
担当者　氏名

（連絡先）

学校安全対策課　門田
（821-4534／内線3260）

教育政策課　宮田
(823-9478)

対策の方針 公立学校の耐震化の推進

関係部局
及び 課

課題

県
・文部科学省が目標とする平成27年度末までに学校施設の耐震化100％が達成できない
・非構造部材の耐震点検及び耐震化も全国に比べ遅れている

市
・文部科学省が目標とする平成27年度末までに学校施設の耐震化100％が達成できない
・非構造部材の耐震化についても施設の耐震化に併せて実施をしているため遅れている

部会の構成 高知県教育委員会（学校安全対策課）・高知市教育委員会（教育政策課）

部会の開催状況 H27.5.13　・　H27.10.23　・　H27.12.28

 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果

・具体的な
　取り組み
・連携して
　進める
　事項
・主な役割

県

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】
・耐震化支援制度の継続実施
　　小学校及び中学校の校舎、屋内運動場及び寄宿舎の耐震補強工事に係る経費への国庫補助に
　1/6上乗せ補助の継続実施

・高知市の耐震化の促進のために必要な対策等を協議し、国・高知市の耐震化の促進のために必要な対策等を協議し、国・高知市の耐震化の促進のために必要な対策等を協議し、国・高知市の耐震化の促進のために必要な対策等を協議し、国
への政策提言等に繋げる。への政策提言等に繋げる。への政策提言等に繋げる。への政策提言等に繋げる。

取り組み内容
（平成25年度以降の取り組みを含めた全体）

計 画 ス ケ ジ ュ ー ル 取り組みの達成によって得られる効果
（アウトカム）Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 計画期間以降

・高知市の耐震化の進捗管理
・国の動向確認（H27補正予算の有無等）

市

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

・耐震補強設計，耐震補強工事の実施
　　耐震性が確保されていない33棟について耐震化工事を実施する。
　　特に校舎12棟については，平成27年度中の完了を目指す。

・平成30年度までのできるだけ早期に耐震化完了に取り組む
・国の前倒し予算等に対応するため，耐震補強設計について早
期に着手及び完了に努める

平 成 ２７ 年 度 当 初 予 算 の 状 況
県 市

(継)公立小中学校耐震化促進事業費補助金
　　 　耐震補強等工事への継ぎ足し補助（県単独補助）
　     　予算額H26 ：154,797千円 → H27：137,326千円

（継）　耐震補強推進事業費(耐震補強等設計) 　予算額　 43,000千円　（参考）H26補正予算繰越分　　101,000千円
（継）　耐震補強整備事業費(耐震補強等工事）　予算額　960,000千円　（参考）H26補正予算繰越分　2,049,599千円
（継）　江陽小屋体改築事業費　予算額　375,000千円　(H26～H27継続事業）　総額550,000千円　（参考）　H26年割額　175,000千円

施設の倒壊からの子どもや教職員の安全の確
保

市 高知市立小中学校の耐震化の促進

12棟実施（72.9%）

 12棟実施（75.3%）

24棟実施（84.5%）

 24棟実施（84.8 %）
 24棟実施（86.5%）

19棟実施（93.0％）

 22棟実施（94.8%）
 18棟実施（95.3%）

H30年度までに100%を目指す
施設の倒壊からの子どもや教職員の安全の確
保

県 公立小中学校の耐震化の促進

26棟実施（86.8%）

 41棟実施（88.2%）

43棟実施（91.7%）

 32棟実施（91.4%）

46棟実施（96.6%）

 40棟実施（95.8%）
H30年度までに100%を目指す

（平成25年度以降の取り組みを含めた全体） （アウトカム）Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 計画期間以降

　     　予算額H26 ：154,797千円 → H27：137,326千円 （継）　江陽小屋体改築事業費　予算額　375,000千円　(H26～H27継続事業）　総額550,000千円　（参考）　H26年割額　175,000千円
（新）　朝倉第二小屋体改築事業費　予算額　191,000千円　(H27～H28継続事業）　総額600,000千円　（参考）　H28年割額　409,000千円
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表中の下線部は、県と高知市が連携をして進める事項

・耐震補強等設計の実施（当初分耐震3
校3棟，改築1棟，解体1棟，契約等：予定
業務期間平成27年4月から平成27年11
月末，改築は28年2月末）
（耐震）泉野小屋体，一宮小屋体，秦小
屋体，（改築）横浜小屋体，（解体）鴨田
小旧屋体

・耐震補強工事の実施
（5校6棟，契約等：工期平成27年4月から
平成27年10月末）
　秦小南舎，横浜小北舎，潮江小南舎，
鴨田小昇降所棟，城東中中西舎及び南
舎
（1校1棟，契約等：工期平成27年5月から

・工事については必要工期が取れる時期
に契約ができた。
・耐震設計についても必要業務期間が取
れる時期に契約ができた。

・今後も引き続き入札時期の分散と，適
正工期の確保，学校現場との調整が必
要。

評価後の課題 対策の見直し

４月

県

・県補助金交付決定 ・平成27年度県事業
　　耐震化促進事業　交付決定（２市）

・交付決定を受けた2市の事業は複数年
事業のため、平成27年度の1期分のみ補
助対象となる。

・県事業は平成27年度で終了廃止となる
ことから、2期目以降の事業は国庫補助
のみとなる。

月
計画（Ｐ） 実行（Ｄ） 評価（Ｃ） 改善（Ａ）

内容 対策の計画 課題等 対策の実績 実行後の分析・検証

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）

県

・国の28年度予算概算要求の内容確認 施設の老朽化対策を含む教育環境の改
善を推進するとともに、耐震化及び防災
機能強化に取り組むとされ、建築単価の
増額も要求されている。

評価できる状況となるのは、要求額どお
りの政府予算案が公表された時点にな
る。

市

小旧屋体 （1校1棟，契約等：工期平成27年5月から
平成27年11月末）
　小高坂小北舎

・耐震補強等設計の実施
（耐震3校3棟，改築1棟，解体1棟，契約
等：業務期間平成27年5月から平成27年
11月末，改築は27年12月末）
（耐震）泉野小屋体，一宮小屋体，秦小
屋体，（改築）横浜小屋体，（解体）鴨田
小旧屋体

４月
～

６月

・各市町村の耐震化実施状況を確認 ○年度当初の計画スケジュール
　本年度耐震化実施完了４６棟
　年度末耐震化率９６．６％

　耐震診断の工期延長、学校との調整、
入札不調等により工事着手が遅れ、年
度末の耐震化率見込みが若干下がる結

　施設の倒壊から児童生徒や教職員の
安全を確保するため、引き続き早期の耐
震化の完了を目指す必要がある

　残棟数も少なくなっていることから、
今後はより個別に耐震化状況の把握
に努め、現計画より遅れることのない

・耐震補強工事の実施（9校10棟，契約
等：予定工期平成27年9月から平成28年
1月末）
　　旭小屋体，旭東小屋体，朝倉小屋
体，介良小屋体，城西中屋体，西部中屋
体，青柳中屋体及び技術棟，大津中技
術棟，鏡中技術棟
・朝倉第二小屋体改築工事の実施（契約
等：予定工期平成26年10月から平成27
年8月末）

・朝倉第二小屋体改築工事請負締結議
案議決→本契約（予定工期平成27年10
月から平成28年8月末）
・耐震補強工事契約等：工期平成27年10
月から平成28年2月（旭小屋体，朝倉小
屋体，城西中屋体，青柳中屋体及び技
術棟，大津中技術棟，鏡中技術棟）
・9月補正予算
耐震工法の見直し等による当初予算不
足分を確保

・耐震補強工事の入札を実施したが，旭
東小屋体，介良小屋体は不調により再
入札（10月）となった。
・西部中屋体は予算不足により9月補正
後入札へ

・工事受注業者の状況に大きな変化はな
いことから，今後も入札状況を注視する
必要がある。

・発注にあたっては適正工期の確保・
入札条件の緩和などの検討が必要。７月

～
９月

市

10月
～

12月

県

　年度末耐震化率９６．６％
　　　　　　　↓
○今回実施状況調査結果
　本年度耐震化実施完了３５棟
　年度末耐震化率９５．０％

度末の耐震化率見込みが若干下がる結
果となった

震化の完了を目指す必要がある に努め、現計画より遅れることのない
よう耐震化を促進していく

市

・耐震補強工事入札等：残っていた旭東
小・介良小・西部中3校3棟について入札
を実施⇒不調となった。
・12月補正予算
耐震補強工事（3校，3棟を前倒し：全て
28年度工事予定）秦小屋体，一宮小屋
体，泉野小屋体

・入札不調は代理人などの人員不足が
要因の一つではないかと思われる。

・12月補正予算に前倒すことでH27年度
で終了する有利な財源の活用が可能と
なった。

・今後再入札となると，時期的に卒業式
や入学式への影響は避けられないため
施工時期等について学校との調整が必
要。
・工事受注業者の状況に大きな変化はな
いことから，今後も入札状況を注視する
必要がある。

・発注にあたっては，入札時期や適正
工期の確保，入札条件の緩和などの
検討が必要。
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平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）

H28
１月
～

３月

県

国の補正予算の動向確認 県内では高知市を含め、３市６事業が採
択となった（大規模改造（障害）３事業、
太陽光発電２事業ほか）。

「公立学校施設の耐震化について、平成
27年度末までのできるだけ早い時期に
完了させる」という国の目標の期限もあ
り、耐震化が優先されるといった条件の
中で、かろうじて採択方針に含まれてい
た耐震化以外の事業の採択となった。

耐震化完了目標年度が終了し、今後も
予算は頭打ちと思われ、採択方針では
今後も何らかの条件が附されてくると思
われる。

・今後は、建築計画策定時には、希
望する内容を施工することができ、か
つ、より優先されやすい事業を見極
めていく必要がある

市

・28年度予算の確保
・耐震補強工事の実施（契約等）：H27当
初分屋体3校3棟及び12月前倒し補正分
屋体3校3棟

・28年度予算可決
・耐震補強工事の実施（入札不調分3校3
棟，前倒し分3校3棟落札：予定工期平成
28年4月から平成27年10月末）
　旭東小屋体，秦小屋体，介良小屋体，
一宮小屋体，泉野小屋体，西部中屋体

・必要な予算が確保できた。
・入札不調分3件を含めた6件について，
落札となり，必要な工事期間が確保でき
る見込みとなった。

・学校現場との調整が必要。

県

・県補助金交付決定
・国の２８年度予算及び２７年度補正予算の動向の確認
・各市町村の耐震化実施状況を確認

・耐震化促進事業費補助金交付決定　３市町
・２８当初予算採択見込み　３市町８事業
　２７補正予算採択　３市６事業
・耐震化率　学校施設94.9%　非構造部材59.6％

・県のいわゆる継ぎ足し補助については、５年目の本年度で制
度は終了するが、市町村が耐震化を行うにあたり、負担の軽
減を図ることができた
・耐震化完了目標年度終了に伴い、長寿命化が新たな柱にな
るまでは国の予算は頭打ちになると思われ、採択方針では今
後も何らかの条件が附されてくると思われる。
・県内公立小中学校施設の耐震化においては、10市町村48棟
が入札不調ほか諸事情により未完了である。

・国の予算獲得のための資料であ建築計画策
定時には、希望する内容を施工することがで
き、かつ、より優先されやすい事業を見極めて
いく必要がある
・熊本地震の分析により施設に新たな対策が
必要かどうかの情報収集、また国の新制度設
立等があるかどうかも注視していく
・県内市町村に対しては、引き続き非構造部材
も含め、耐震化を促進していく

設計済の11校12棟及び26年度９月補正で前倒し設計中の9
校10棟について耐震補強工事を実施し，朝倉第二小学校
屋体改築工事に着手，江陽小学校屋体改築工事の完了を
目指す。

3棟の入札不調を除き，19棟の耐震補強工事を完了し，朝
倉第二小学校屋体改築工事に着手し，江陽小学校屋体改
築工事を完了させた。

一部入札不調により計画遅れが生じたが，優先して取り組んで
いた校舎の耐震化が完了した。

工事単価の増などに対応するため，適正予算
の確保が必要。

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）
計画（Ｐ）　<対策の内容> 実行（Ｄ）　<対策の実績> 評価（Ｃ）　<実行後の分析・検証> 改善（Ａ）　<27年度の課題>

屋内運動場及び技術棟の秋工事について学校との調整を
行った。

計画どおり実行した。
全国的に入札不調が増加している状況等も考
慮し，工期の分散に加え，適正予算の確保と
入札要件の緩和などの検討が必要。

市

目指す。

平成30年度までのできるだけ早期に耐震化完了できるよう
翌年度以降耐震補強工事予算を確保する。

12月補正予算において翌年度実施分工事予算を確保し
た。
また，26年度９月補正で前倒し設計中の９校10棟の耐震補
強設計を完了した。

計画工事分の設計完了と，工事を実施する準備が整った。

集中する工事に対応するため，工事を分散するため，引き
続き学校との調整を行う。
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第１２回 高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議 ～分野ごとの進捗管理シート～　【平成２７年度】 作成日：平成２８年5月9日

分　野分　野分　野分　野
１０．企業誘致の推進及び県内企業のBCP構築等に１０．企業誘致の推進及び県内企業のBCP構築等に１０．企業誘致の推進及び県内企業のBCP構築等に１０．企業誘致の推進及び県内企業のBCP構築等に
　　　対応するための工業団地の開発　　　対応するための工業団地の開発　　　対応するための工業団地の開発　　　対応するための工業団地の開発

部　会 高知県 高知市

所管課
担当者　氏名

（連絡先）

企業立地課　山﨑
（８２３－９６９４／内線２５３２）

産業団地整備課　畑山
（８２３－９３７６）

対策の方針 ・企業誘致及び企業ニーズ（南海地震への対応や操業環境の整備等）に応えるための工業団地開発の推進

関係部局
及び 課

課題

県

・南海トラフ地震に向けたＢＣＰの構築及び事業規模の拡大や操業環境の整備等の必要性がある県内立地企業から求められてい
る早期の団地整備
・県内外企業の立地のための適地不足

市

部会の構成 商工関連部会を設置　（又は通常業務での連絡調整）

部会の開催状況 H27.4.21、H27.10.15、H27.12.15、H28.3.30

・具体的な 〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果

・具体的な
　取り組み
・連携して
　進める
　事項
・主な役割

県

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

高知市一宮地区における団地整備の推進 県市共同開発による団地整備県市共同開発による団地整備県市共同開発による団地整備県市共同開発による団地整備

・測量（用地測量を除く）、設計の積算、実施、監督業務
・工事（関連工事を除く）の積算、実施、監督業務
・上記に関する一切の業務に関すること

市

【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

・地元調整
・用地測量及び用地取得
・都市計画法に関する開発協議
・関連工事に係る積算、実施及び監督業務
・上記に関する一切の業務に関すること

計画期間以降
取り組み内容

（平成25年度以降の取り組みを含めた全体）

計 画 ス ケ ジ ュ ー ル 取り組みの達成によって得られる効果
（アウトカム）Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 計画期間以降

県

・高知市一宮地区において、「高知一宮団地」の整備を
共同で行う

Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

雇用の拡大と地域経済の活性化

市

測量

用地測量・用地取得

造成工事・確定測量

分

譲

開発協議，都市計画手続

設計

工事発注

準備・入

札・契約

平 成 ２７ 年 度 当 初 予 算 の 状 況
県 市

【一般会計】３５４，７５２千円（工業団地開発関連事業費補助金：269,343千円、工業団地開発関連県道改良事業費：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　85,409千円）
【特別会計】８１９，１９１千円（造成等工事請負費：727,009千円、その他委託料等：92,182千円）

【一般会計】１，２２０，０００千円（公共施設整備工事委託費：666,000千円，上下水道工事費：404,000千円，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用地費その他：150,000千円）
【特別会計】３００，０００千円（造成工事委託費：45,484千円，用地費：213,000千円，上下水道負担金その他：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　41,516千円）
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表中の下線部は、県と高知市が連携をして進める事項

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）

月
計画（Ｐ） 実行（Ｄ） 評価（Ｃ） 改善（Ａ）

内容 対策の計画 課題等 対策の実績 実行後の分析・検証 評価後の課題 対策の見直し

市

用地交渉（登記権利関係整理含む）
地元説明会（5月）
地区計画策定手続き（同意取得、公告、
縦覧）
県市連携協議実施

４月
～

６月

県

用地取得（仮契約）
地区計画策定手続き
県市連携協議の実施

用地の早期取得

用地交渉（登記権利関係整理含む）
地元説明会（5月）
県市連携協議実施

【用地取得】登記権利関係一部整理済
【地区計画】策定手続きが着実に進捗
【県市連携協議】その都度、課題の共有
や進め方を討議し、事業を推進

【用地取得】登記権利関係整理の早期
解決及び用地の早期取得
【地区計画】地区計画の早期策定

10月
～

県
用地取得（共有地以外）
登記権利関係整理
開発協議
第1期工事に係る発注準備、入札事務

現所有者による共有地の分割登記
開発協議の早期成立

用地交渉（登記権利関係整理含む）
開発協議関係各課調整
第１期工事実施設計書作成
県市連携協議実施

【用地取得】共有地を除き取得済み
【共有地】登記権利関係整理が完了し取
得の目処が立った
【開発協議】関係管理者との協議が完
了，開発協議書申請中（施工同意の取

【用地取得】共有地の早期取得

県市連携協議実施

７月
～

９月

県
用地取得（本契約）
地区計画策定
開発協議
工事に係る実施設計書作成
県市連携協議の実施

開発協議の早期成立

用地交渉（登記権利関係整理含む）
開発協議関係各課調整
第１期工事実施設計書作成
県市連携協議実施

【用地取得】大口地権者から内諾を取
得、登記権利関係整理に着手
【地区計画】都市計画決定・告示
【開発協議】関係管理者との協議に着手
【県市連携協議】その都度、課題の共有
や進め方を討議し、事業を推進

【用地取得】登記権利関係整理の早期
解決及び用地の早期取得
【開発協議】開発協議の早期成立

市

用地交渉（登記権利関係整理含む）
地区計画策定手続き（都市計画審議
会，知事協議）
県市連携協議実施

～
12月

第1期工事に係る発注準備、入札事務
(県)
県道改良工事実施設計書作成(県)
団地外下水道工事設計書作成（市）
県市連携協議の実施

開発協議の早期成立
適正かつ円滑な入札事務の実施(県)

了，開発協議書申請中（施工同意の取
得に目途。）
【工事】第1期工事の入札準備，団地外
上下水道工事の入札手続き中
【県市連携協議】その都度、課題の共有
や進め方を討議し、事業を推進

【用地取得】共有地の早期取得

市

用地交渉（登記権利関係整理含む）
開発同意取得（共有地）
開発協議関係各課調整
団地外上下水道工事設計書作成
県市連携協議実施

【用地取得】共有地の早期取得

市

用地交渉（共有地解消を推進）
開発協議の完了
団地外上下水道工事着手
県市連携会議実施

H28
１月
～

３月

県
用地取得（共有地）
第1期（調整池）工事着手（県）
第2期（本体造成）工事に係る設計書作
成(県)
県道改良工事に係る発注準備、入札、
契約(県)
団地外上下水道工事に係る入札、契約
（市）
県市連携協議の実施

共有地の取得
適正かつ円滑な入札事務の実施
工事の円滑な推進

用地交渉（共有地解消を推進）
開発協議の完了
第１期（調整池）工事着手
県道改良工事の入札
第２期（本体造成）工事の設計書作成
県市連携会議実施

【共有地】地権者による共有地の解消手
続きが進んでいる
【開発協議】協議が完了できた
【工事】第1期（調整池）工事に着手した
（県）
団地外上下水道工事に着手した（市）
県道改良工事にまもなく着手（県）
【県市連携協議】主に共有地の解消に向
けた県市の対応を協議し、共有地解消
が進んでいる

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）

が進んでいる

計画（Ｐ）　<対策の内容> 実行（Ｄ）　<対策の実績> 評価（Ｃ）　<実行後の分析・検証> 改善（Ａ）　<27年度の課題>

県 用地取得
開発協議
第1期（調整池）工事の発注（県）
県道改良工事の発注（県）
団地外上下水道工事の発注（市）
県市連携協議の実施

用地交渉
開発協議
第1期（調整池）工事の入札（県）
県道改良工事の入札（県）
団地外上下水道工事の入札（市）
県市連携協議実施

共有地以外の用地は取得できた
共有地解消が進んでいる
開発協議完了できた
第1期工事（調整池）に着手できた（県）
県道改良工事にまもなく着手（県）
団地外上下水道工事に着手できた（市）
県市連携協議によって課題や対策の共有ができ、事業が進
捗できた

共有地の早期取得

市
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第１２回 高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議 ～分野ごとの進捗管理シート～　【平成２７年度】

商工関連部会を設置　（又は通常業務での連絡調整）

作成日：平成２８年5月9日

分　野分　野分　野分　野 １１．事業者の南海トラフ巨大地震への対策支援１１．事業者の南海トラフ巨大地震への対策支援１１．事業者の南海トラフ巨大地震への対策支援１１．事業者の南海トラフ巨大地震への対策支援
部　会 高知県 高知市

所管課
担当者　氏名

（連絡先）

商工政策課　横山
（８２３－９７８９）

産業政策課　宮田
（８２３－９４５６）

対策の方針
・ＢＣＰ策定支援（従業員５０人以上の事業所のＢＣＰ策定済の割合２１．９％→５０％へ）
・南海トラフ巨大地震に備える設備投資の促進

関係部局
及び 課

商工労働部工業振興課
商工労働部企業立地課

商工観光部商工振興課
防災対策部地域防災推進課

課題

県 ・新想定の公表を受けた県内事業者の震災対策の推進

市 ・市内事業者の震災対策の推進
部会の構成

部会の開催状況
H24.10.23、H25.1.8、H25.3.18、H25.4.17、H25.5.21、H25.10.18、H25.12.20、
H26.4,20、H26.9.19、H26.10.16、H26.12.22、H27.4.6、H27.4.27

・具体的な
　取り組み

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果

【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

・様々な機会を活用したＢＣＰの普及・啓発
・意思決定の権限を有する経営者層へのＢＣＰの普及・啓発

・高知市を中心とした団体等との連携
・民活補助金等の広報
・津波避難施設整備予定事業者の施設要件の現地確認
・各地域における津波避難ビル候補建築物の抽出及び所
有事業者への協力依頼

　取り組み
・連携して
　進める
　事項
・主な役割

県 ・商工業団体等との連携によるＢＣＰの普及・啓発
・事業者の意向を踏まえた上での更なる支援策の実施

○商工業界団体、団地、協同組合等と連携したＢＣＰ策定の○商工業界団体、団地、協同組合等と連携したＢＣＰ策定の○商工業界団体、団地、協同組合等と連携したＢＣＰ策定の○商工業界団体、団地、協同組合等と連携したＢＣＰ策定の
促進促進促進促進
　　　　　・支援する団体等の調整
　　・支援する団体等への働きかけ
　　・支援する内容の決定
　　・支援メニューの調整

○「民間活力活用津波避難施設整備促進事業費補助金」等○「民間活力活用津波避難施設整備促進事業費補助金」等○「民間活力活用津波避難施設整備促進事業費補助金」等○「民間活力活用津波避難施設整備促進事業費補助金」等
の広報、事業実施事業者の掘り起こしの広報、事業実施事業者の掘り起こしの広報、事業実施事業者の掘り起こしの広報、事業実施事業者の掘り起こし

・ＢＣＰ策定に必要な情報の提供
・比較的大きな団体等との連携
・高知市以外の団体等との連携
・民活補助金等の広報、高知市とともに事業者訪問の実施

市

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕

ＢＣＰプロジェクトを中心とした県内事業者のＢＣＰ策定支援

業界団体などでの策定支援や具体的な訓練セミナーの開催

補助制度の市町村への周知、個別企業訪問等の実施

津波避難施設の整備促進

ＢＣＰプロジェクトへの参加

業界団体などへの周知やセミナーの開催

・「民間活力活用津波避難施設整備促進事業費補助金」
の広報、事業実施事業者の掘り起こし

・津波避難施設のさらなる増
加

・津波避難施設の整備を促進することにより、
多くの県民の生命を守ることにつながる

取り組み内容
（平成25年度以降の取り組みを含めた全体）

計 画 ス ケ ジ ュ ー ル 取り組みの達成によって得られる効果
（アウトカム）Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 計画期間以降

市 ・商工業団体等との連携によるＢＣＰの普及・啓発

・ＢＣＰ策定済企業のさらなる
増加

・県内事業者がＢＣＰを策定することにより、事
業の早期復旧が可能となる

県

・商工業団体等との連携によるＢＣＰの普及・啓発

・ＢＣＰ策定済企業のさらなる
増加 ・県内事業者がＢＣＰを策定することにより、事

業の早期復旧が可能となる

平 成 ２７ 年 度 当 初 予 算 の 状 況
県 市

（継）商工業BCP策定支援事業【普及啓発セミナー・策定支援講座】　予算額（5,119千円）
（継）中小企業耐震診断等支援事業費補助金　予算額（10,000千円）
（継）民間活力活用避難施設整備促進事業補助金　予算額（15,000千円）

BCP策定調査費　予算額(350千円)
産業活性化共同事業補助金【中小企業団体等 研修事業補助】   予算額(3,200千円)
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表中の下線部は、県と高知市が連携をして進める事項

対策の実績 実行後の分析・検証

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）

市
・BCP策定推進プロジェクト定例会議のオ
ブザーバー参加
・市内中心商店街へのBCPの普及・啓発

・BCP策定推進プロジェクト定例会議の
オブザーバー参加

・プロジェクト会議参加による情報の共
有化

評価後の課題 対策の見直し

４月
～

６月

県

・BCP策定プロジェクト定例会議の開催
・各業界団体へのBCPの普及・啓発
・BCP未策定企業の訪問、支援
・津波避難整備予定事業者への訪問活動
を通した事業の活用促進

・BCP策定推進プロジェクト定例会議へ
の参加
・BCP未策定企業の訪問
・津波避難整備予定事業者、耐震実施
予定事業者への訪問、説明
・市町村訪問による各種制度の周知

・プロジェクト会議参加による情報の共
有化
・津波避難整備予定事業者、耐震実施
予定社への継続支援、フォローが必要
・市町村との連携により、各種制度の事
業者への周知、情報共有が必要

・BCP策定について他団体への波及
・民活補助金の広報、実施事業者の掘り
起こし

月
計画（Ｐ） 実行（Ｄ） 評価（Ｃ） 改善（Ａ）

内容 対策の計画 課題等

・市内中心商店街へのBCPの普及・啓発
オブザーバー参加 有化

市

・BCP策定推進プロジェクト定例会議のオ
ブザーバー参加
・各業界団体へのBCPの普及・啓発
・BCP策定に関する現状調査

・BCP策定推進プロジェクト定例会議の
オブザーバー参加
・市内中心商店街を訪問，BCPの啓発セ
ミナーへの参加呼びかけ

・プロジェクト会議参加による情報の共
有化
・ＢＣＰセミナーへの参加希望団体に対し
県との連携によるフォローが必要。

・BCP策定に取り組みやすいと感じる資
料やセミナーなどの情報提供が必要。

７月
～

９月

県

・BCP策定プロジェクト定例会議の開催
・各業界団体へのBCPの普及・啓発
 ・BCP啓発セミナー、第１回BCP策定支援
 講座の実施
・BCP未策定企業の訪問、支援
・津波避難整備予定事業者への訪問活動
を通した事業の活用促進

・ＢＣＰ策定推進プロジェクト定例会議へ
の参加
・高知県電気工事協同組合に対するセミ
ナーを実施
・津波避難施設整備予定者、耐震実施
予定事業者への訪問・説明

・プロジェクト会議参加による情報の共
有化
・組合員へのBCPの啓発、組合内での
BCP策定の加速化
・津波避難施設整備の補助金の利用見
込み１件の増加

・県と市が連携し、未策定企業や組合・
団体等の訪問等によるBCP策定企業の
掘り起こしが必要
・民活補助金の広報、実施事業者の掘り
起こし

・BCP策定を希望する商工業団体（事業
者）の掘り起こし

市
・BCP策定推進プロジェクト定例会議のオ
ブザーバー参加
・各業界団体へのBCPの普及・啓発

・BCP策定推進プロジェクト定例会議のオブ
ザーバー参加
・高知市商店街振興組合連合会に対する高
知県主催BCP策定セミナーへの参加呼びか
け
・今後予定するBCP策定状況確認アンケート
実施に伴う高知商工会議所への協力依頼

・プロジェクト会議参加による情報の共
有化
・中心商店街へのBCP普及・啓発に取り
組めた（県セミナーへ６名参加）
・高知商工会議所の協力によるBCP策
定状況確認アンケートの内容調整、実
施、分析が必要

・アンケートの結果等からBCP策定セミ
ナー計画，実施につなげる

10月
～

12月

県

・BCP策定プロジェクト定例会議の開催
・各業界団体へのBCPの普及・啓発
・BCP普及・啓発セミナー、BCP策定支援
講座の実施
 第２回・第３回BCP策定支援講座の実施
・BCP未策定企業の訪問、支援
・津波避難整備予定事業者への訪問活動
を通した事業の活用促進

・ＢＣＰ策定推進プロジェクト定例会議へ
の参加
・BCP普及・啓発セミナー（29社参加）、
BCP策定支援講座（17社参加）の実施
・津波避難施設整備に対して補助金の
交付１件
・津波避難施設整備予定者、耐震診断
等の実施予定事業に対する制度説明

・プロジェクト会議参加による情報の共
有化
・BCP策定済企業数の増加
・市町村との連携により、各種制度の事
業者への周知、情報共有が必要

・県と市が連携し、未策定企業や組合・
団体等の訪問等によるBCP策定企業の
掘り起こしが必要
・民活補助金の広報、実施事業者の掘り
起こし

・実施範囲を拡大し、東部地域と西・BCP策定プロジェクト定例会議の開催 ・ＢＣＰ策定推進プロジェクト定例会議へ ・プロジェクト会議参加による情報の共 ・高知市での開催のだったため、東部地 ・実施範囲を拡大し、東部地域と西
部地域でも策定支援講座を開催す
る。
・市町村や南海トラフ地震対策推進
本部等の

市
・BCP策定推進プロジェクト定例会議のオ
ブザーバー参加
・各業界団体へのBCPの普及・啓発

・BCP策定推進プロジェクト定例会議の
オブザーバー参加
・高知商工会議所の協力によるBCP策
定状況確認アンケート実施
・高知商工会議所の協力によるBCP策
定状況確認アンケート集計

・プロジェクト会議参加による情報の共
有化
・高知商工会議所の協力によるBCP策
定状況確認アンケートのさらなる分析

・高知商工会議所の協力によるアンケー
ト結果にそったBCP策定セミナーの開催

H28
１月
～

３月

県

・BCP策定プロジェクト定例会議の開催
・各業界団体へのBCPの普及・啓発
 ・BCP啓発セミナー、第４回BCP策定支援
 講座の実施
・BCP策定支援講座の追加講座実施
・BCP未策定企業の訪問、支援
・津波避難整備予定事業者への訪問活動
を通した事業の活用促進

・ＢＣＰ策定推進プロジェクト定例会議へ
の参加
・策定支援講座の追加開催を実施（14社
参加）
・津波避難施設整備予定者、耐震診断
等の実施予定事業に対する制度説明

・プロジェクト会議参加による情報の共
有化
・BCP策定済企業数の増加
・市町村との連携により、各種制度の事
業者への周知、情報共有が必要

・高知市での開催のだったため、東部地
域や西部地域等の遠方の企業の参加
が難しかった。
・支援制度の更なる周知が必要
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市
・BCP策定推進プロジェクト定例会議のオブザーバー参加
・各業界団体へのBCPの普及・啓発

・BCP策定推進プロジェクト定例会議のオブザーバー参加
・高知市商店街振興組合連合会に対する高知県主催BCP
策定セミナーへの参加呼びかけ
・高知商工会議所の協力によるBCP策定状況確認アン

・プロジェクト会議参加による情報の共有化
・中心商店街へのBCP普及・啓発に取り組めた（県セミナーへ
６名参加）

・高知商工会議所の協力によるアンケート結
果にそったBCP策定セミナーの開催

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）
計画（Ｐ）　<対策の内容> 実行（Ｄ）　<対策の実績> 評価（Ｃ）　<実行後の分析・検証> 改善（Ａ）　<27年度の課題>

県
・BCP策定プロジェクト定例会議の開催
・BCP普及・啓発セミナー、BCP策定支援講座の実施
・各業界団体へのBCPの普及・啓発

・BCP策定プロジェクト定例会議への参加
・BCP普及・啓発セミナー（29社）、BCP策定支援講座の実
施（17社）、ＢＣＰ策定支援追加講座（14社）を実施
・高知県電気工事協同組合に対するセミナーを実施

・プロジェクト会議参加による情報の共有化ができた。
・BCP策定済企業数の増加
・組合員へのBCPの啓発、組合内でのBCP策定の加速化でき
た。

・高知市での開催のだったため、東部地域や
西部地域等の遠方の企業の参加が難しかっ
た。来年度は、実施範囲を拡大し、東部地域と
西部地域でも策定支援講座を開催する。

・BCP策定に関する現状調査
・高知商工会議所の協力によるBCP策定状況確認アン
ケート実施

・高知商工会議所の協力によるBCP策定状況確認アンケート
のさらなる分析

果にそったBCP策定セミナーの開催
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第１２回 高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議 ～分野ごとの進捗管理シート～　【平成２７年度】 作成日：平成２８年5月9日

分　野分　野分　野分　野 １２．防災関連産業の振興１２．防災関連産業の振興１２．防災関連産業の振興１２．防災関連産業の振興
部　会 高知県 高知市

所管課
担当者　氏名

（連絡先）

工業振興課　岡崎
（８２３－９７２４）

産業政策課　池本
（８２３－９４５６）

対策の方針 ・官民共同で南海トラフ巨大地震への備えを進めることで、｢安全性の高まり｣と「県経済の活性化」を同時に実現していく

関係部局
及び 課

商工観光部商工振興課
（防災対策部地域防災推進課）

課題

県 ・防災分野の「地産地消」・「地産外商」の取り組みと連動させた南海トラフの巨大地震対策の推進

市 ・市内事業者の防災分野への事業展開に向けた支援

部会の構成 商工関連部会を設置　（又は通常業務での連絡調整）

部会の開催状況
H24.10.23、H25.1.8、H25.4.17、H25.5.22、H25.10.17、H25.12.27、H26.4.15、
H26.10.14、H26.11.11、H27.1.14、H27.5.13、H27.10.14、H27.11.17、H28.1.19

・具体的な 〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果

・具体的な
　取り組み
・連携して
　進める
　事項
・主な役割

県
・企業と市町村とのネットワークづくり
・地域の実情に合った防災分野のものづくりの促進
・県内製品や技術を活用した南海地震への備えを推進するための展示ＰＲ、公的調達の推進
・メイドイン高知の防災製品の外商活動支援

○防災関連製品のものづくりの促進○防災関連製品のものづくりの促進○防災関連製品のものづくりの促進○防災関連製品のものづくりの促進
　　・地域の実情に合った防災関連製品の開発支援
○メイド･イン高知の製品や技術の公的調達の推進○メイド･イン高知の製品や技術の公的調達の推進○メイド･イン高知の製品や技術の公的調達の推進○メイド･イン高知の製品や技術の公的調達の推進
　　・公的調達制度の創設
　　・自主防災組織等への防災関連製品の紹介
　　・防災関連イベント等での製品ＰＲ
○外商機会の拡大○外商機会の拡大○外商機会の拡大○外商機会の拡大
　　・県外の防災関連展示会に設置する「高知県ブース」の
　　　ＰＲ

取り組み内容
（平成25年度以降の取り組みを含めた全体）

計 画 ス ケ ジ ュ ー ル 取り組みの達成によって得られる効果
（アウトカム）Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 計画期間以降

・ものづくりの助成制度の公募、製品開発等に向けた技術支援
・市町村版公的調達制度の創設支援
・メイドイン高知の製品ＰＲの場づくり（県内外の防災関連見本市
　等に「高知県ブース」や「防災関連製品展示コーナー」を設置）

市

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

・防災関連の市内事業者の事業活動支援
・防災産業の振興に向けた公的調達制度の創設

・ものづくりを支援する助成制度等を市内企業に情報提供
・高知市版の公的調達制度の創設
・県内外の防災関連展示会の情報を市内企業に提供し参加要請

＜地産＞
・防災関連産業交流への入会企業を増加させることで、
　防災産業の醸成を図り、もって高知県の産業振興を

＜地産＞
・防災関連産業交流会参加者増
　の取組

＜地産＞
・防災関連産業交流会参加者
増の取組

県

　防災産業の醸成を図り、もって高知県の産業振興を
　推進する
・全国に通用する防災関連製品の製造・開発のため製品
　開発アドバイザーによる助言指導を行うとともに、全国的
　な目利きのある者を認定審査委員にすることで、信頼性
　と安全性を備えた製品としてPR効果を上げる
・ものづくり地産地消推進事業費補助金（防災枠）を活用し
　た、新たな防災関連製品づくりへの取り組みを支援する

　の取組

・新たに製品開発アドバイザーの
　配置及び派遣

・ものづくり地産地消・外商推進事
業費補助金（防災枠）申請増の取
組

増の取組

・製品開発アドバイザー制度
の活用

・ものづくり産業強化事業費補
助金申請増の取組

官民協同での南海トラフの巨大地震対策を進
めることで、「安全性の高まり」と「県経済の活
性化」を実現

＜地消＞
・外商活動を進めていくためにも、まずは県内にでの受注実績を
上げる必要があることから、県内市町村における公的調達制度
の早期創設を促進

＜地消＞
・公的調達制度早期創設のた
　め、市町村での創設フォロー
　の実施

・県内展示会等への出展による
　製品ＰＲ
　販売金額44,347万円実績 販売金額6.8億円目標

＜地消＞
・公的調達推進のため、市町
村での公的調達制度創設フォ
ローの実施

・県内展示会等への出展によ
る製品ＰＲ

・見本市    販売金額1.2億円
               目標
・県外　販売金額8億円目標

＜外商＞
・防災見本市への出展：10ｹ所
（首都圏・関西圏・東海・東北）
・海外への販路拡大に向けた
取組

市
・高知県と連携した公的調達制度の創設・実行

・公的調達制度創設と庁内や防
災組織への周知のしくみづくりと
実行

・公的調達制度の円滑な運用と庁
内や防災組織への制度の周知
・防災関連製品の販路拡大

　販売金額44,347万円実績 販売金額6.8億円目標

＜外商＞
・外商において更なる受注拡大を図るため、高知市販路拡大
チャレンジ事業（高知市）や、こうち産業振興基金（産業振興セン
ター）を活用した販路開拓の支援を行う

＜外商＞
・防災見本市への出展：5ｹ所
（首都圏・関西圏・東海・東北）
　販売金額7,381万円実績
・県外販売金額55,700万円実績
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表中の下線部は、県と高知市が連携をして進める事項

平 成 ２７ 年 度 当 初 予 算 の 状 況

県 市

（継）防災関連産業振興事業費【南海地震への備えと連動させた防災関連産業の振興（地産・地消・外商の支援）】
　　　予算額（36,988千円→24,688千円）※比較のためH26年度のものづくり補助金は除く

（継）第３回防災製品研修会（会場使用料）　予算額：H26：100千円（実績）→　H27：86千円
（継）販路拡大チャレンジ事業助成金　　　　 予算額：H26：3,400千円　→　H27：3,400千円
（新）KOCHI防災危機管理展開催支援（会場使用料）　予算額：420千円

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）

月
計画（Ｐ） 実行（Ｄ） 評価（Ｃ） 改善（Ａ）

対策の見直し内容 対策の計画 課題等 対策の実績 実行後の分析・検証 評価後の課題

― ―

対策の見直し

４月
～

６月

県

○高知県防災関連製品認定制度の第1次募集、審査会（5､6
月）
○高知県防災関連産業交流会の開催（4月）
○アドバイザー派遣制度による製品磨き上げ（通年）
○ものづくり産業強化事業費補助金の募集開始、審査会（5,6
月）
○公的調達推進のための市町村訪問実施（4月～6月）
○高知県橋梁会（4月）・栄養士会での取組紹介　ほか
○新事業分野開拓者認定制度公募（6月）
○県外ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる県外市町村の訪問（通年）
○中部ﾗｲﾌｶﾞｰﾄﾞTEC（名古屋）への出展（5月）
○ものづくり商談会inタイ（6月）　ほか

○高知県防災関連産業交流会参加企業の増
○ものづくり補助金を活用した開発支援

○高知県防災関連産業交流会の開催（4/27)
○高知県橋梁会での取組紹介(4/17)
○危機管理・消防防災担当者会での取組紹介
(4/17)
○台北国際安全博覧会視察調査（4/29～5/1)
○公的調達推進のための市町村へのアンケート・
訪問（31市町村）実施
○平成27年度第1回防災関連認定製品の募集
○「地域防災フェスティバル」出展
○台湾三三会訪日団交流会での製品展示（6社展
示）
○「中部ﾗｲﾌｶﾞｰﾄﾞTEC（名古屋）」7小間8社　　ほか

○第1回高知県防災関連産交流会での県内企業の
製品紹介の実施等によるネットワーク支援
○防災イベントなど県内5会場での出展における、
一般住民や自治体職員に向けた製品ＰＲ

○更なる公的調達の推進のため、アンケート結果
を踏まえた市町村訪問の実施
○アフターフォローの実施

特になし

市

内容 対策の計画 課題等 対策の実績 実行後の分析・検証 評価後の課題

○高知県防災関連産業交流会の開催（9月） ○高知県防災関連産業交流会参加企業の増 ○高知県防災関連産業交流会の開催（7/6、8/21、 ○第3回高知県防災関連産交流会での、市町村職

・公的調達制度の普及
・防災関連製品の販路拡大支援
・他市町村の情報収集 ― ― ―

○さらなる認定製品の増 特になし

７月
～

９月

県

○高知県防災関連産業交流会の開催（9月）
○ものづくり産業強化事業費補助金の審査会（7,8,9月）
○防災関連製品カタログ（7月）
○新事業分野開拓者認定制度審査会（9月）
○KOCHI防災危機管理展での展示PR（8月）
○県下一斉防災訓練での展示PR（9月）ほか
○ｵﾌｨｽ防災EXPO(東京）への出展（7月）
○防災製品商談会ｉｎ台湾（9月）ほか

○高知県防災関連産業交流会参加企業の増
○ものづくり補助金を活用した開発支援

○高知県防災関連産業交流会の開催（7/6、8/21、
9/10）
○防災関連製品認定制度審査会（7/7)
○ものづくり産業強化事業費補助審査会（8/19）
○新事業分野開拓者・ﾓﾃﾞﾙ発注審査会（9/11）
○KOCHI防災危機管理展、県下一斉総合防災訓
練（佐川町、南国市、土佐清水市他）への出展
○ｵﾌｨｽ防災EXPO、震災対策技術展宮城への出
展
○防災製品商談会ｉｎ台湾（9/17～18）

○第3回高知県防災関連産交流会での、市町村職
員を中心とした、防災製品を直接見る有効な機会
の創出
○防災関連製品14件、新事業3件、ﾓﾃﾞﾙ2件の認
定製品の増加
○防災の機械系を中心とした初の海外での商談会
による台湾企業への製品PR

○さらなる認定製品の増
○アフターフォローの実施

特になし

市

・公的調達制度の普及
・防災関連製品の販路拡大支援
・第３回防災製品研修会開催に向けた準備
・防災危機管理展での展示PR
・他市町村の情報収集

―

・高知市新商品生産による新事業分野
開拓者認定審査会設置要綱の制定
・kochi防災危機管理展開催支援

― ― ―

○高知県防災関連製品認定制度の２次募集、審査会(11,12
月）
○高知県防災関連産業交流会の開催(11月）
○ものづくり産業強化事業費補助金の審査会(10,11,12月）

○高知県防災関連産業交流会参加企業の増
○ものづくり補助金を活用した開発支援

〇高知県防災関連産業交流会開催(12/2）
〇高知県防災関連製品認定制度審査会(12/1)
〇県市防災製品研修会（10/22,10社出展）
〇ものづくり総合技術展への出展(10/29～30）

○防災関連製品7件の認定製品の増加
○県合同研修会による県市職員、自主防災組織に
対する製品PR
〇県内企業が一堂に会した大規模な展示会の開

○さらなる認定製品の増
○アフターフォローの実施

特になし

10月
～

12月

県

○ものづくり産業強化事業費補助金の審査会(10,11,12月）
○新事業分野開拓者認定制度公募(11月）
○高知県・市防災製品研修会（10月）
○ものづくり総合技術展への出展(11月）ほか
○危機管理産業展2015（東京）への出展（10月）
○メタレックス（タイ）への出展（11月）ほか

〇ものづくり総合技術展への出展(10/29～30）
〇危機管理産業展2015（東京）、建設技術フェア
2015in中部（名古屋）、建設技術展2015近畿（大阪）
への出展

〇県内企業が一堂に会した大規模な展示会の開
催及び県外バイヤーを招へいした商談会の実施
〇県外見本市での製品PR

市

・公的調達制度の普及
・第３回防災製品研修会の開催
・他市町村の情報収集

―

・県市防災製品研修会の開催（参加者
259名）
・新事業分野開拓者認定事業に基づく事
業者の新規認定（H27年度　１件）
・4号随契による防災関連新商品の公的
調達

・県との合同開催による出展企業の多様
化
・防災関連製品のさらなる周知

・参加者のニーズとのすり合わせ ・開催方法の再考
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○さらなる認定製品の増
○アフターフォローの実施

特になし

市

○高知県防災関連産業交流会参加企業の増
○ものづくり補助金を活用した開発支援

〇高知県防災関連産業交流会の開催(2/18、
3/29）
 〇新事業分野開拓者認定・ﾓﾃﾞﾙ発注制度審査会
（2/19）新事業1件ﾓﾃﾞﾙ2件採択
〇災害医療研修制度説明会(3/26,4社出展）
〇震災対策技術展（横浜）への出展7社6小間
〇スーパービバホーム名古屋南店でのイベント出
展4社(3/19)
〇台湾防災産業協会秘書長招聘（2/1～5)
　

○新事業１件、ﾓﾃﾞﾙ2件の認定製品の増加
○県内外のイベントや見本市における製品PR

・公的調達制度の普及
・他市町村の情報収集

―

・高知市新商品生産による新事業分野
開拓者認定事業実施要綱の一部改正

・4号随契による公的調達の対象範囲の
拡大

・庁内への周知徹底 特になし

H28
１月
～

３月

県

○高知県防災関連産業交流会の開催(1月）
○ものづくり産業強化事業費補助金の審査会（1,2,3月）
○新事業分野開拓者認定制度審査会(2月）
○防災関連製品カタログ(3月）
○震災対策技術展（横浜）への出展(2月）ほか

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）
計画（Ｐ）　<対策の内容> 実行（Ｄ）　<対策の実績> 評価（Ｃ）　<実行後の分析・検証> 改善（Ａ）　<27年度の課題>

県

【地産】
〇防災関連産業交流会参加者増の取組
〇防災関連製品認定制度による開発、販売支援の取組
〇ものづくり産業強化事業費補助金での製品開発支援
【地消】
〇公的調達の推進
〇県内展示会等への出展による製品PR
【外商】
〇防災見本市への出展
〇台湾における商談会開催

○高知県防災関連産業交流会の開催：7回
〇防災関連製品認定制度：審査会2回開催15社21製品認定
〇ものづくり産業強化事業費補助金：1件申請1件採択
〇公的調達制度を活用した県での購入金額：2,743,459円
〇新事業分野開拓者認定制度4社
〇ﾓﾃﾞﾙ発注制度認定4社
〇県内出展実績：13市町村23会場延べ183社
〇県外見本市：9展示会54社
〇台湾での商談会：9月県内企業10社参加

〇さらなる製品開発の促進が不可欠
〇工事請負系の販売サポートを充実していくことが必要
〇防災関連製品の新たな販売先の開拓

〇大手バイヤーとの個別相談会の充実
→新たなバイヤーの開拓
→さらなるブラッシュアップと製品の発掘を実
施
〇県外コーディネータの体制を強化し外商支
援を強化
→東京営業本部を設置

市
・公的調達制度の推進
・防災関連製品の販路拡大支援
・職員を対象とした防災製品研修会の開催

・アクションロック24基（700万）を4号随契により購入
・防災関連企業の見本市への出展に対し、経費の一部を助成
　（㈱フロムハート）
・KOCHI防災危機管理展開催支援（会場使用料として34万負担）
・県内企業19社の協力により県市合同で開催。県市職員及び防災関
係者259名参加

・庁内他課より公的調達について問い合わせがあったものの、購入
実績に結びつかないケースがあった。
・開催3回目を迎えた防災製品研修会の参加者の減少（前年より108
名減）

・公的調達の更なる推進
・防災製品研修会の開催方法の見直し
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第１２回 高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議 ～分野ごとの進捗管理シート～　【平成２７年度】 作成日：平成２８年5月9日

分　野分　野分　野分　野 １３．応急仮設住宅対策１３．応急仮設住宅対策１３．応急仮設住宅対策１３．応急仮設住宅対策 部　会 高知県 高知市

所管課
担当者　氏名

（連絡先）

住宅課　岸本
　　　（８２３－９８６２）

住宅政策課　東村
（８２３－９４６３）対策の方針 被災者の負担軽減を図るための応急仮設住宅の速やかな供給

関係部局
及び 課

・土木部用地対策課
・財務部管財課
・都市建設部みどり課
・農林水産部農林水産課

課題

県 大規模災害の発生による応急仮設住宅の大量供給

市 大規模災害発生時に津波浸水被害想定の無い公有地だけでは必要戸数確保が困難

部会の構成 ＜県＞住宅課、用地対策課　＜市＞住宅課、管財課、みどり課、農林水産課

部会の開催状況
H24.12.27／H25.1.11／H25.4.14／H25.5.20／
H25.10.17/H25.12.19/H26.4.25/H26.10.22/H26,12.24/H27.5.14/H27.9.14/
H27.10.26／H28.1.19

・具体的な

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

＜建設＞
・応急仮設住宅の建設に関する協定締結（（一社）全国木造建設事業協会、（社）プレハブ建築協会）【締結
済】
・地域の建築資材を活用して建設する応急仮設住宅の供給計画・建設マニュアルの作成

＜共通＞
応急仮設住宅の必要戸数の想定
＜建設＞
応急仮設住宅の建設候補地の確保

＜共通＞
住宅の被害想定の作成
＜建設＞
・県内の建設候補地（公有地）の情報収集

 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果

・具体的な
　取り組み
・連携して
　進める
　事項
・主な役割

県
・地域の建築資材を活用して建設する応急仮設住宅の供給計画・建設マニュアルの作成
＜借上げ＞
・民間賃貸住宅の媒介に関する協定締結（（社）全日本不動産協会高知県支部、(公社）高知県宅地建物取引
業協会）【締結済】
・民間賃貸住宅の提供に関する協定締結（(社）全国賃貸住宅経営協会）【締結済】
・民賃貸住宅を借上げる体制整備
・空き住宅リストの作成・定期的な見直し

応急仮設住宅の建設候補地の確保
・公有地の確保
・民有地の確保
・応急仮設住宅建設マニュアルでの県市の役割協議
＜借上げ＞
応急借上げ住宅
・供与方法の検討及び項目ごとの役割分担の明確化
・空き住宅リストの作成・見直し

取り組み内容
（平成25年度以降の取り組みを含めた全体）

計 画 ス ケ ジ ュ ー ル 取り組みの達成によって得られる効果
（アウトカム）Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 計画期間以降

・県内の建設候補地（公有地）の情報収集
・建設候補地への配置計画の作成
・応急仮設住宅建設マニュアルの作成
＜借上げ＞
・空き住宅の情報収集
・空き住宅リストの作成・見直し

市
〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

・応急仮設住宅の建設候補地の確保，入居方法の確立 ・応急仮設住宅用地の確保，入居方法の確立

＜共通＞
応急仮設住宅の必要戸数の想定
＜建設＞

＜共通＞
・応急仮設住宅の必要戸数の想
定

＜共通＞
・市町村の連携に向けた取り組
み支援

＜共通＞
・高知市と周辺市町村との連携
に向けた環境整備

＜共通＞
応急仮設住宅の速やかな供給に
向けての取り組みの継続

発災時における被災者の負担軽減と迅速な
復興への取り組みに向けて、応急仮設住宅の
速やかな供給を図り、発災後半年を目途に避
難所の解消を実現する

＜建設＞
応急仮設住宅の建設候補地の確保
応急仮設住宅への入居事務体制の検討
民有地活用への施策等の検討

＜建設＞
建設候補地の精査
応急仮設住宅入居マニュアルの
検討
先進地の情報収集

＜建設＞
・応急仮設住宅の必要戸数を把
握するための机上訓練
・庁内における災害対策用地の
利用計画の調整による建設戸数

＜共通＞
･応急仮設住宅の必要戸数の把
握方法の検討
＜建設＞
･庁内における災害対策用地の

取り組みの継続

県

＜建設＞
応急仮設住宅の建設候補地の確保
・公有地の確保
・応急仮設住宅建設マニュアルの作成
＜借上げ＞
応急借上げ住宅
・供与方法の検討及び項目ごとの役割分担の明確化
・空き住宅リストの作成

定
＜建設＞
・応急仮設住宅の建設候補地の
確保
・応急仮設住宅建設マニュアル
の作成
<借上げ＞
◆空き住宅リストの拡充
◆関係機関との役割分担、制度
のフロー検討
・全市町村への制度説明会
・ブロックごと意見交換会
・不動産業界団体との意見交換
会

み支援
・応急仮設住宅の必要戸数を把
握し、情報共有するための机上
訓練
＜建設＞
・災害時における土地利用計画
の策定
・民有地の建設候補地確保に向
けた支援
・応急仮設住宅の閉鎖、撤去・再
利用マニュアルの作成
<借上げ＞
・自ら探す方式での制度の策定、
及び関係機関との役割分担
・空き住宅リストの必要戸数の確
保・定期的な更新

に向けた環境整備
＜借上げ＞
・空き物件の状況を迅速に把握・
提供できる体制整備の検討
＜建設＞
・応急仮設住宅閉鎖・撤去・再利
用マニュアルの市町村への周
知、意見交換
・関係部局が連携した情報伝達
訓練の継続
・県と市町村の連携・協力による
民有地を活用するための仕組み
の検討
・建築関係団体と災害協定の締
結に向けた取り組み

向けての取り組みの継続

平 成 ２７ 年 度 当 初 予 算 の 状 況
県 市

市

先進地の情報収集 利用計画の調整による建設戸数
の確定
・応急仮設住宅入居マニュアル
の検討・策定準備
・民有地活用制度の策定
　　(防災協力農地登録制度）

･庁内における災害対策用地の
利用計画の調整に基づく建設候
補地の検討
･応急仮設住宅入居ﾏﾆｭｱﾙの検
討・策定準備
･市有地以外の用地の活用の検
討（協力農地を含む）
・県作成の応急仮設住宅建設マ
ニュアル等の内容の協議

発災時における応急仮設住宅の速やかな供
給
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平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）

評価後の課題 対策の見直し

県

＜共通＞
・高知市と周辺市町村の連携に向けた環境
整備（3月末まで）
＜借上げ＞
・空き物件の状況を迅速に把握・提供でき
る体制整備の検討（3月末まで）
＜建設＞
・県市連携による民有地活用の仕組み検討
（3月末まで）
・応急仮設住宅閉鎖、撤去、再利用マニュ
アルの市町村への周知、意見交換

＜共通＞
・高知市周辺の市町村が、高知市で供
給しきれなかった応急仮設住宅を必要
とする被災者を受け入れる必要がある
ことの理解と、受け入れる体制の整備

＜借上げ＞
・関係機関の制度に対する認識の向上
と協力体制の確立

＜建設＞
・民地の提供者の理解が得られる土地
借上げの手法の確立

＜共通＞
・市町村の防災部局、住宅部局を対象
に応急仮設住宅に係る説明会実施
（6/9）
　　応急仮設住宅の供給の流れ及び、
建設用地確保にあたり、広域的な視点
で検討する必要性等を説明

＜借上げ＞
・関係団体との協議（5/22宅建協会）
　対象物件の把握及び情報提供方法の
協議、協力要請
・市町村の住宅政策担当者への説明
（6/29）
　制度骨子案を提示し、制度の概要を

＜共通＞
・広域的に応急仮設住宅を供給すること
の必要性の共有ができた。今後も認識
を維持すると共に、受け入れる前提での
建設用地等の確保に繋げる必要があ
る。

＜借上げ＞
・関係機関の協力体制を確立するため
には、制度や作業フローの充実と対象
物件の把握及び情報提供の仕組みの
構築が必要

＜建設＞
・農地の提供が想定され、農地としての

＜共通＞
・市町村の連携の必要性に対する認識
の維持、強化

＜借上げ＞
・制度の充実を図るうえで不可欠となる
福祉分野との連携方法
・迅速かつ正確な対象物件の情報提供
を行うための仕組みづくり

＜建設＞
・民地の活用にあたって土地の提供者
の理解が得られるような土地借上げの
手法の検討

月
計画（Ｐ） 実行（Ｄ） 評価（Ｃ） 改善（Ａ）

内容 対策の計画 課題等 対策の実績 実行後の分析・検証

４月
～

６月

　制度骨子案を提示し、制度の概要を
説明

＜建設＞
・高知市と農協との災害時の協力協定
について高知市と情報共有（5/14）
・市町村の防災部局、住宅部局を対象
にマニュアルに係る説明会実施（6/9）
　　応急仮設住宅閉鎖・撤去・再利用マ
ニュアルの骨子の内容について説明の
上、意見照会を実施。

・農地の提供が想定され、農地としての
原状回復の方法の検討が必要

市

＜共通＞
･応急仮設住宅の必要戸数を把握方法の
検討（3月末まで）
＜建設＞
･庁内における災害対策用地の利用計画の
調整に基づく建設候補地の検討（3月末ま
で）
･応急仮設住宅入居ﾏﾆｭｱﾙの検討・策定準
備（3月末まで）
･市有地以外の用地の活用の検討（協力農

・災害規模等により必用戸数は異なる
ので，実際の発災時に対応できるような
方法論の検討が必要。

・２農業団体と災害時応急対策等の協
力に関する協定を締結。

・災害に備え，農地を所有する農家とつ
ながりの深い団体と協力関係を構築し
た。

・今後，応急仮設住宅用地等について，
具体的な面積や位置等を記する協力計
画の作成の依頼が必要。

７月
～

９月

県

＜建設＞
・関係部局が連携した情報伝達訓練の実施

＜借上げ＞
・関係機関の制度に対する認識の向上
と協力体制の確立

＜建設＞
・訓練の実施から得られる反省を基に、
応急仮設住宅が必要な世帯の情報収
集を行う部署の特定など、必要戸数を
迅速に把握できる体制づくり

＜借上げ＞
・関係団体との協議（7/13全日）
　対象物件の把握及び情報提供方法の
協議、協力要請
・業者への周知（7/16宅建法定講習、
9/15全日研修）
  応急借上住宅の制度概要を説明
・不動産情報誌による情報提供方法の
協議（7/22）
　不動産情報誌（こうちハウジング情報）
へ制度対象物件の表示をすることによ
り情報提供する方法について協議

＜建設＞
・市町村及び県の防災部局と連携し、防
災行政無線のFAXを活用して情報伝達
訓練を実施（7/21）

＜借上げ＞
・関係機関の協力体制を確立するため
には、制度や作業フローの充実と対象
物件の把握及び情報提供の仕組みの
構築が必要

＜建設＞
・マニュアルの内容について高知市から
意見があり、県の供給計画について高
知市と一部見解が異なる箇所があるこ
とから、誤解の解消を含め、考え方の整
理共有が必要
・災害時にすぐに応急仮設の建設に協
力する事業者の事前登録など、協定の
実施に係る体制の検討が必要

＜借上げ＞
・制度の充実を図るうえで不可欠となる
福祉分野との連携方法
・迅速かつ正確な対象物件の情報提供
を行うための仕組みづくり

＜建設＞
・高知市との意見交換において応急仮
設住宅供給計画に係る意見をとおし、
考え方の整理共有
・訓練の実施の反省を反映した、応急仮
設住宅の必要戸数をを迅速に把握でき
る体制づくり
・建築関係団体との協定の実施に係る
体制の整備

･市有地以外の用地の活用の検討（協力農
地を含む）（3月末まで）
・県作成の応急仮設住宅建設マニュアル等
の内容の協議（3月末まで）

＜建設＞
・情報伝達訓練に参加

・防災行政無線のFAXを活用した県との
情報伝達訓練に参加(7/21)。
・県作成の応急仮設住宅建設マニュア
ルについての協議等実施。

・今回の訓練は，情報伝達が主目的で
あったため，応急仮設住宅の必要戸数
の推計の検討・実施は見送った。
・基本的な役割分担を確認。JAからの
用地提の供可能性が話題になる。

・県に対して，発災後速やかに応急仮設
住宅の必要戸数を報告するための，戸
数推計に有効な因子や方法の検討。
・都市建設部内での情報共有。
・JAとの協定後の，提供内容の具体
化。

訓練を実施（7/21）
・高知市とマニュアルの内容等について
意見交換実施（9/14）
・住宅金融支援機構との災害協定の締
結（9/30）

市
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・制度の充実を図るうえで不可欠となる
福祉分野との連携方法
・迅速かつ正確な対象物件の情報提供
を行うための仕組みづくり
・詳細な作業内容の決定（実施要綱や
様式の作成）

市

＜建設＞
･庁内における災害対策用地の利用計画の
調整に基づく建設候補地の検討（3月末ま
で）
･応急仮設住宅入居ﾏﾆｭｱﾙの検討・策定準
備（3月末まで）
･市有地以外の用地の活用の検討（協力農
地を含む）（3月末まで）
・県作成の応急仮設住宅建設マニュアル等
の内容の協議（3月末まで）

＜建設＞
･災害時の時系列・機能別の用地利用
計画が定まったうえで，各機能用地対
応が決まる。
･不足が予想される用地の確保の方法
の検討。
･入居マニュアルの骨子の検討

＜共通＞
・借上住宅，市の災害時用地WG，JAと
の協定後の打合せ内容等について，県
住宅課と情報の共有化・意見交換会を
実施（10/26）
＜建設＞
・災害時用地WGに出席（11/11）
・市の地域防災計画見直し案を提出
(12/25)
＜借上げ＞
・県作成の「応急借上住宅マニュアル
(案)」への意見照会に回答（12/25）

＜共通＞
・応急仮設住宅の借上住宅に関し，空
家の活用が言わるが，賃貸物件として
市場にまわしていない理由もあり，実際
に活用できるものは限られると思われ
る。
＜建設＞
・災害時用地WGで，各機能用地の面積
が全体に足りないこと，また，機能用地
間で重複していることを改めて庁内で確
認した。
・入居マニュアル等に関して，要支援者
へのフォローや，入居の前段階の避難
所運営で対応が必要なことがある。

＜建設＞
・応急仮設住宅用地をはじめ，不足する
用地については，防災担当部と広域圏
での対応が課題となる。
・建設用地が不足する中，改めて合理
的な建設戸数の算出方法の検討が求
められる。
・入居マニュアル等に関して，健康福祉
部との連携が必要でる。
＜借上げ＞
・要支援者への住宅供給支援策，耐震
化住宅の確認，コンロ等が未整備な際
の設置負担の検討等，具体的な課題を
今後検討する必要がある。また，入居

10月
～

12月

県

＜借りげ＞
・業者への周知（11/16宅建法定講習）
応急借上住宅の制度概要を説明
・市町村へ意見照会
マニュアルと作業フローを市町村に提示
し、課題や問題点について意見照会

＜借上げ＞
・市町村の意見をもとに課題を整理し、
制度への反映が必要

H28
１月
～

３月

県

検討結果のまとめ ＜共通＞
・福島県被災者支援課との協議（3/9）
＜借上げ＞
・業者への周知（3/10法定講習）
　応急借上住宅の制度概要を説明
・市町村意見の集約と課題の検討
＜建設＞
・国土交通省 国土技術政策総合研究
所と連携し、応急仮設住宅及び災害公
営住宅の供給について市町村説明会を
実施（1/19）

＜借上げ＞
・物件情報を提供するための仕組みの
改善と物件登録の促進が必要
・市町村意見から得た課題の解決が必
要
＜建設＞
・応急仮設住宅の閉鎖・撤去を円滑に
行うために、供給・使用時に考慮すべき
事項があることが分かってきた。

所運営で対応が必要なことがある。
＜借上げ＞
・借上住宅固有の課題と，入居マニュア
ル等他のことへも関連する共通の課題
があることを確認した。

今後検討する必要がある。また，入居
者マニュアルも，建設住宅用と借上住
宅用を準備する必要がある。

＜借上げ＞
・物件情報を提供する仕組みの機能追
加と宅建業者による積極的な活用促進
・市町村意見を反映した制度の充実化
＜建設＞
・早期に災害公営住宅等の恒久的住宅
に移行できるようにするための応急仮
設住宅の供給方法の検討

検討結果のまとめ ＜建設＞
・県主催「大規模災害時における住まい
の復興」研修会に出席（1/19）
＜共通＞

＜建設＞
・応急的住まいの種類別に，供給方法と
課題があること，応急住まいの後には
恒久的住宅の必要性もあることを再認

＜共通＞
・恒久住宅の建設も控えており，建設応
急仮設住宅の戸数を抑える視点も必要
・入居業務については，住宅類型ごとの３月

市

＜共通＞
・日本赤十字社のガイドライン等を参考
に，応急仮設住宅の入居業務に関する
項目，課題等を検討
・庁内平成27年度第２回災害復旧・復興
に係る用地等確保に関するＷＧ会議に
出席（3/24）

恒久的住宅の必要性もあることを再認
識
＜共通＞
・入居業務について，仮設住宅の種類
ごとに対策が必要なこと，また，入居の
際の選定基準も様々な留意・配慮点が
要請されること等認識
・災害時の庁内用地については，一定，
各機能の土地利用の優先度や時系列
での整理の考え方が提示され，建設候
補地も示された。不足分は，隣接市町
村等と協議等していくことになった。

・入居業務については，住宅類型ごとの
対応と課題の整理が必要
・要配慮者への入居支援も含めて，避
難所運営部署との連携が必要
＜建設＞
・応急仮設住宅建設用地について，用
地ＷＧのフォロー（実態調査等による精
査）が必要
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＜借上げ＞
・空き物件の状況を迅速に把握・提供できる体制整備の検
討

＜借上げ＞
・制度骨子案の策定、関係団体（業界団体・市町村）との協
議、意見照会の実施
・物件情報を提供するための仕組みの検討

＜借上げ＞
・市町村から借上住宅の要件見直しや災害時要配慮者への
対応等の意見が出された。
・業界団体が運営する既存の不動産情報サイトを活用して情
報提供が可能であることが判明

＜借上げ＞
・市町村から出された意見から得た課題の解
決が必要
・物件情報を迅速に検索できる仕組みの改善
と物件登録の促進

＜建設＞ ＜建設＞ ＜建設＞ ＜建設＞

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）
計画（Ｐ）　<対策の内容> 実行（Ｄ）　<対策の実績> 評価（Ｃ）　<実行後の分析・検証> 改善（Ａ）　<27年度の課題>

＜共通＞
・応急仮設住宅の供給にあたり、高知市周辺
の市町村において、高知市の被災者を受け入
れることがきる体制づくり
・特にL2では建設用地、借上げが見込める民
間賃貸住宅が圧倒的に不足することが見込ま
れる中、仮設住宅として別荘や空き家となって
いる実家等の二次的空き家の活用も検討が
必要

＜建設＞
・県と市町村の連携・協力による民有地を活用するための
仕組みの検討

＜建設＞
・民有地の活用事例等について、国土交通省 国土技術政
策総合研究所から講師を招聘し、市町村とともに勉強会を
実施

＜建設＞
・勉強会を通して以下の知見を習得
　・農地については、原状回復の困難性から活用する優先度
と
　　しては低い。
　・民間事業者の保有するテニスコートなどのレクリエーション
　　施設を活用した事例あり。
　・東日本大震災では、仮設住宅の建設を最優先したため、そ
　　の後の恒久的住宅用地の確保に多大な時間を要してい

＜建設＞
・民地の確保のための手法の確立が必要
・建設候補地について、今後市町村が策定し
ていく予定の応急期機能配置計画に基づき、
がれき置き場等他用途との調整が必要
・恒久的住宅へ迅速に移行するためには、災
害公営住宅用地の確保も重要

県

・関係部局が連携した情報伝達訓練の継続 ・危機管理部局と連携した市町村との情報伝達訓練実施 ・市町村内における連携、入居予定者数の把握、避難所運営
マニュアルとの連携といった内容についての検証を喚起

・応急仮設住宅供給計画について市町村への
浸透が不十分

・応急仮設住宅供給計画（閉鎖・撤去・再利用編）の市町村
への周知、意見交換

・応急仮設住宅供給計画（閉鎖・撤去・再利用編）骨子案の
策定と周知

・意見照会の回答がなく、現段階では閉鎖・撤去時についての
対策に対する関心が低いことが判明

・計画を策定していく中で、閉鎖・撤去を円滑に行うためには、
供給段階での閉鎖・撤去の優先順位の明確化や、生活再建
を視野に入れた入居者情報の福祉、雇用、医療等の支援部
局間での共有が必要であることが判明

・明らかになった課題を建設マニュアル等に反
映する必要

・建築関係団体と災害協定の締結に向けた取り組み ・住宅金融支援機構と災害協定を締結 ・災害時に自立再建のための融資等の相談窓口を設置する
体制を確保することで早期の自立につながり、応急仮設住宅
の迅速な閉鎖に貢献

・建築関係団体との協定の実施に係る体制の
整備

市

＜共通＞
・応急仮設住宅への入居事務の検討

＜共通＞
・入居事務について，入居マニュアルの骨子案と課題の整
理（参考：日本赤十字社のガイドライン，国土交通省資料，
高知県各マニュアル，高知市地域防災計画,および他市情
報等）

＜共通＞
・応急仮設住宅＝建設仮設住宅のイメージが強かったが，恒
久住宅の建設まで見据えたうえで，既存公営住宅，仮上住
宅，建設仮設住宅の各類型の仮設住宅を効率的・合理的に
供給していくことが必要。また，早期に供給が可能である面か
らも借上仮設住宅の活用が有効。
・入居事務については，被害の大きさや仮設住宅の類型，ま
た時間の経過によっても対応が異なることが予測されるため，
マニュアル準備等のロジック整理とともに，具体的なケースス
タディの蓄積等により，災害に備えることが重要（特に入居基
準）
・入居事務については，指定避難所以外への周知方法等，ス
タートとなる広報にも課題
・入居事務については，既存の県市の各計画や庁内システム
とも整合させる必要や，避難所運営部署との連携も必要

＜共通＞
・応急仮設住宅に関して，建設住宅を前提とし
たイメージや考え方を変更する認識が必要

・仮設住宅の類型ごとの入居事務の整備が必
要（入居基準，広報も含めて）

＜建設＞
・応急仮設住宅の建設用地について，庁内の災害時の用
地ＷＧに参加し，仮設住宅の必要性を主張するとともに，
他の機能用地の必要性等も認識
・民有地（農地）活用の可能性も含むものとして，ＪＡ高知
市，ＪＡ春野と「災害時応急対策等の協力に関する協定」を
締結（農林水産課）

＜建設＞
・応急仮設住宅の建設用地についは，庁内の用地ＷＧで一
定，各機能の土地利用の優先度や時系列での整理の考え方
や建設候補地も示されたので，今後は，その成果の精査や不
足分への対策が必要
・二つのＪＡとの災害協定の締結を新たなスタートとして，今後
は応急仮設住宅建設用地の必要性等について共通の課題認
識を深め，具体的な対策（用地提供）へつながるようなアプ
ローチが必要

とも整合させる必要や，避難所運営部署との連携も必要
＜建設＞
・建設候補地に関して，用地ＷＧの成果の精
査とともに，市有地，民有地ともに掘り起こし・
拡大につながる取組が必要

＜建設＞
・応急仮設住宅の建設用地の確保
・民有地活用への施策等の検討
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第１２回 高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議 ～分野ごとの進捗管理シート～　【平成２７年度】 作成日：平成２８年5月9日

分　野分　野分　野分　野 １４．火災に備える１４．火災に備える１４．火災に備える１４．火災に備える 部　会 高知県 高知市

所管課
担当者　氏名

（連絡先）

消防政策課  猪野
（８２３－９３１８／内線２０９２）

消防局警防課　福川
（８７１－７５０２）対策の方針

Ⅰ　地震による出火防止に向けた啓発の重点化　　　　　　　Ⅱ　初期消火対策の強化
Ⅲ　火災の拡大防止対策の促進　　　　　　　　　　　　　 　　　Ⅳ　避難における安全の確保

関係部局
及び 課

危機管理部南海トラフ地震対策課
土木部都市計画課
土木部住宅課

防災対策部防災政策課
防災対策部地域防災推進課
都市建設部都市計画課
都市建設部市街地整備課
都市建設部建築指導課
消防局予防課課題

県

Ⅰ　電気機器や配線による出火の防止対策の促進
Ⅱ　自主防災組織の初期消火訓練、資機材の充実
Ⅲ　建物の耐震化、老朽住宅の除却等の促進、重点密集市街地の解消
Ⅳ　大規模火災を想定した避難方法の検討及び一時避難場所等の検証

市

Ⅰ　電気機器や配線による出火の防止対策の促進
Ⅱ　自主防災組織の初期消火訓練、資機材の充実
Ⅲ　建物の耐震化、老朽住宅の除却等の促進、重点密集市街地の解消、消防水利の確保、消火資機材の充実
Ⅳ　大規模火災を想定した避難方法の検討及び一時避難場所等の検証

部会の構成 上記関係課により構成

部会の開催状況 第1回：H27.4.30  第2回：H27.10.21 第3回：H27.12.24

・具体的な
　取り組み
・連携して
　進める
　事項
・主な役割

県

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》《 連携して進める事項 》 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

Ⅰ　住宅の新築、耐震化等のタイミングに狙いを絞った、電気事業関係団体、建築士事務所協会等への感震ブ
レーカー等の普及に向けた重点的な働きかけ
Ⅱ　自主防災組織の初期消火訓練への間接補助や自主防災組織等の初期消火訓練への補助（市への間接補
助）や初期消火訓練の充実強化の働きかけ
Ⅲ　住宅耐震化事業、老朽住宅除却事業への補助（市への間接補助）と重点密集市街地での土地区画整理事
業等についての予算獲得の支援や技術的助言
Ⅳ　　高知県地震火災対策指針を踏まえ、高知市へ対策計画策定の情報提供や技術的助言

Ⅰ　 感震ブレーカー等の重点的な普及啓発
Ⅱ　 初期消火訓練の充実強化
Ⅲ　(1) 住宅耐震化、老朽住宅除却の促進
　　 (2) 重点密集市街地の解消
Ⅳ　 避難方法の検討及び一時避難場所等の検証

Ⅰ　電気事業関係団体、建築士事務所協会等への働きかけを通じた、顧
客を対象とした感震ブレーカー設置の促進
Ⅱ　市への補助、予算の確保
Ⅲ(1)　市への補助、予算の確保
　 (2)  予算確保のための側面支援
Ⅳ　消防庁などの研究事例などの調査、分析

市

〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕〔具体的な取り組み〕 【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】【 主な役割 】

Ⅰ　広報や火災予防行事、防火防災研修などの機会を捉えた感震ブレーカー等の普及に向けた啓発
Ⅱ　自主防災組織等が行う初期消火訓練のための資機材整備や消火訓練の指導などの支援、住宅密集地域
での消火訓練の充実強化
Ⅲ　消火活動の障害要因を減少させるための住宅耐震化事業・老朽住宅除却事業の実施や、重点密集市街地
での土地区画整理事業等による道路拡幅・建物の建替えの推進
　　 耐震性貯水槽の整備、消火栓に係る水道管の耐震化や、常備・非常備消防の消防車両・資機材の充実
Ⅳ　行政、消防、自主防災組織等の避難に関する検討、検証

Ⅰ　市民への啓発
Ⅱ　自主防災組織等の支援、働きかけ
Ⅲ(1)　補助事業の実施
 　(2)  事業計画の策定や住民説明など事業の実施
Ⅳ　関係部局、関係者との検討、検証
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 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果 県・市連携による取り組み内容と効果

取り組み内容
（平成25年度以降の取り組みを含めた全体）

計 画 ス ケ ジ ュ ー ル 取り組みの達成によって得られる効果
（アウトカム）Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 計画期間以降

  ・取り組みの継続

・地震火災による被害の減少

Ⅱ　自主防災組織の初期消火訓練への間接補助等 ・自主防災組織の初期消火訓練
への間接補助等

　

Ⅲ(1)　住宅の耐震化への間接補助の実施 ・住宅耐震化促進事業への補助
の実施（木造）

Ⅰ　感震ブレーカー等の普及 ・防火意識向上のための「ガス・電
気安全利用啓発フェスティバル」
の開催
・電気事業関係団体や建築士事
務所協会等への働きかけ、課題
整理、啓発方法の検討

・関係団体による普及活動の実施
・感震ブレーカーの有効性につい
ての事業者向けポスター・チラシ
の作成・配布

　
・県民向け感震ブレーカー普及啓
発用ポスター・ちらしの作成・配布

　・取り組みの継続

　・取り組みの継続

Ⅲ(1)　コンクリートブロック塀の耐震対策や老朽住宅の除

県

・コンクリートブロック塀耐震対策、   ・取り組みの継続

Ⅲ(2)　重点密集市街地の解消のための事業費確保及び指
導・助言

市の土地区画整理事業等の事業
費確保の支援等

　

Ⅲ(1)　コンクリートブロック塀の耐震対策や老朽住宅の除
却への間接補助の実施

Ⅳ　市の策定する地震火災対策計画に関する検討、検証
への支援

・市への情報提供や技術的助言 ・地震火災対策指針の作成（地震
火災対策検討会の設置：市は共
同事務局）

・地震火災対策指針の策定及び
指針に基づいて市が行う地震火
災対策への支援

　
　　・取り組みの継続

Ⅰ　感震ブレーカー等の普及 ・出火防止のための啓発（広報誌
等）

・市民向けの普及・啓発用チラシ
作成・配布

　

・コンクリートブロック塀耐震対策、
老朽住宅除却事業への市への補
助

　　・取り組みの継続

Ⅲ(1)　コンクリートブロック塀の耐震対策や老朽住宅の除 ・コンクリートブロック塀の耐震対策
や老朽住宅除却への補助の実施

　　・取り組みの継続

Ⅱ　自主防災組織等が行う初期消火訓練のための資器材
整備や消火訓練の指導などの支援、住宅密集地域での消
火訓練の充実強化

・広報及び自主防災組織への支
援、消火訓練指導

・自主防災組織への支援や消火
訓練の指導

　

　

Ⅲ(1)　住宅の耐震化への補助の実施 ・住宅の耐震化への補助の実施
（木造）

　

・指針に基づく地震火災対策の具
体的な検討

市

却への補助の実施 や老朽住宅除却への補助の実施 　　・取り組みの継続

Ⅲ(2)　旭駅周辺地区の土地区画整理事業の推進 ・中須賀地区の都市計画決定（11
月20日）、下島地区の事業計画決
定（３月10日）

・下島地区土地区画整理審美会
委員及び評価員の委嘱，用地買
収：1600㎡
・中須賀地区の事業計画決定の
公告，用地買収：1730㎡
・都市再生住宅の工事着手

・下島土地区画整理事業換地設
計等，中須賀土地区画整理事業
換地設計準備
・下島，中須賀地区用地先行買収
・都市再生住宅の建設を推進

下島町地区　H25～H32予定、 中
須賀町地区 H26～H42(程度)予
定、 その他地区 今後20年計画

Ⅳ　行政、消防、自主防災組織等の避難に関する検討、検
証

・検討、検証の実施

・地震火災による被害の減少

・地震火災対策指針の作成（地震
火災対策検討会の設置：県は共
同事務局）

平 成 ２７ 年 度 当 初 予 算 の 状 況
県 市

Ⅱ　地域防災総合補助金　予算額375,872千円（全体）【南海トラフ地震対策課】

Ⅲ(1)住宅耐震化促進事業費補助金　予算額624,035千円（市町村補助全体）【住宅課】

Ⅳ　地震火災対策事業委託料　予算額18,684千円（全体）
　　　　延焼シミュレーション、ハザードマップの作成　【消防政策課】

Ⅰ　地震による出火防止対策　　　　デモ用，感震コンセント，感震ブレーカー等の購入（401千円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報用パンフレット，チラシ等（1,054千円）

Ⅱ　(継)地域防災力育成強化事業（2,591千円）

Ⅲ(1)　木造住宅耐震化推進事業費　予算額（220,868千円）
　　　　老朽住宅除却事業　予算額（13,160千円）
　　　　住宅塀改修推進事業（コンクリートブロック塀耐震対策）予算額（4,100千円）【建築指導課】

Ⅲ(2)旭駅周辺都市整備
　　　（継）住宅市街地総合整備事業【都市再生住宅建設，設計　用地先行買収に伴う老朽建築物の買収外】
　　　（1,128,000千円）
　　　（継）下島，中須賀土地区画整理事業【換地設計，準備，用地先行買収】（510,000千円）
　　　（継）市単独費【用地測量，先行買収】(595,000千円）
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表中の下線部は、県と高知市が連携をして進める事項 　

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）

月
計画（Ｐ） 実行（Ｄ） 評価（Ｃ） 改善（Ａ）

内容 対策の計画 課題等 対策の実績 実行後の分析・検証 評価後の課題 対策の見直し

県

Ⅰ　感震ブレーカー普及啓発用ポスター・ち
らし配布及び関係団体との情報交換（通年）
【消防政策課】

Ⅲ(1)　住宅の耐震化、ブロック塀、老朽住宅
除却事業の推進、啓発（通年）【住宅課】

Ⅲ(2)　H27土地区画整理事業の交付申請（５
月）【都市計画課】

Ⅳ　地震火災対策指針の策定、延焼シミュ

Ⅲ(1)　推進のための仕組みづくり及び啓
発（通年）【住宅課】

Ⅰ 市町村に対しちらし等を配布し普及啓
発を実施【消防政策課】

Ⅲ(1)　・市町村担当者説明会の開催
（4/17,20,21）
　・県・市・事業者による意見交換会の開
催（6/11）【住宅課】

Ⅲ(2)　計画どおり交付申請を実施（5/1）
【都市計画課】

Ⅳ  高知県地震火災対策指針を策定

Ⅲ(1)　課題について情報を共有【住宅
課】

４月
～

６月

Ⅳ　地震火災対策指針の策定、延焼シミュ
レーション等の実施（6月～2月）     【消防政
策課】

Ⅳ  高知県地震火災対策指針を策定
(6月)
第1回高知県地震火災対策連絡会
の開催(6/18)【消防政策課】

Ⅰ　地震による出火防止対策（耐震消火装
置付器具の普及・啓発等）チラシ等の案決定
【消防局予防課】

Ⅱ　自主防災組織及び自主防災組織連合会
と連携した継続的な消火訓練指導の実施
【消防局警防課】

Ⅲ(1)・住宅の耐震化への補助の実施
・老朽住宅除却事業の実施
・コンクリートブロック塀耐震対策の実施
【建築指導課】

Ⅰ　新たな救急絆創膏やポケットティッ
シュのデザインを早急に決定すること。
【消防局予防課】

Ⅱ　指導体制の維持確保【消防局警防
課】

Ⅲ(1)・年度内に予定件数の補助を実施
・戸別訪問の実施
【建築指導課】

Ⅰ　救急絆創膏とポケットティッシュのデ
ザインは５月初旬には決定，５月下旬に
は５社に見積競争依頼【消防局予防課】

Ⅱ　自主防災組織等に対する訓練実績
25件（４月～６月）【消防局警防課】

Ⅲ(1)　住宅耐震診断士派遣(235件受付)
木造住宅耐震改修補助(96件受付）
・第１回県市事業者意見交換会開催
・老朽住宅除却(5件受付)
・コンクリートブロック塀耐震化7/1受付準

Ⅰ　予定どおり順調に進んでいる【消防
局予防課】

Ⅱ　自主防災組織内での防災リーダー育
成【消防局警防課】

Ⅲ(1)　耐震診断診断料3,000円を無料化
により受付増(H26同期110件)あわせて耐
震改修補助受付増(H26同期(64件)
・件数増に伴う処理時間増
・意見交換会…課題事項について情報共

Ⅲ(1)　耐震改修補助予算の確保
・処理時間の短縮（申請～認定，実績報
告～補助金支払）
・意見交換会…事務処理時間，税情報共
有，広報，補助金委任払い

市
Ⅲ(2)　旭駅周辺地区住宅市街地総合整備
事業，下島，中須賀土地区画整理事業の推
進【市街地整備課】

Ⅳ　地震火災検討会（第4回）への参加
【地域防災推進課】

Ⅲ(2)　下島，中須賀地区の用地先行買
収の計画的な推進
・下島土地区画整理事業換地設計等，中
須賀土地区画整理事業換地設計準備委
託業務の発注
・都市再生住宅（北棟）建設工事の推進，
南棟設計委託業務の発注【市街地整備
課】

・コンクリートブロック塀耐震化7/1受付準
備【建築指導課】

Ⅲ(2)　下島町まちづくり協議会（第23
回），中須賀町まちづくり協議会（第17回）
開催
・中須賀土地区画整理審議会委員名簿
の縦覧
・都市再生住宅（北棟）建設工事の推進，
南棟設計委託業務発注着手
・家屋補償調査発注（１棟）【市街地整備
課】

Ⅳ　第4回高知県地震火災検討会への
参加(5/12)
第1回高知県地震火災対策連絡会へ
の参加(6/18)【地域防災推進課】

・意見交換会…課題事項について情報共
有
・老朽住宅除却　老朽度が低く対象外と
なる申請も多い
【建築指導課】

Ⅲ(2)　中須賀土地区画整審議会委員選
挙への意識が高まりつつある【市街地整
備課】

Ⅳ　高知県地震火災対策指針の最終案
の検討を行った
高知県地震火災対策指針及び重点推進
地区が公表され、市内9地区・28町丁目

有，広報，補助金委任払い
・老朽住宅除却　老朽度の具体的例示
【建築指導課】

Ⅳ　重点推進地区への説明会の開催が
必要【地域防災推進課】

の参加(6/18)【地域防災推進課】 地区が公表され、市内9地区・28町丁目
が重点推進地区と定められた
地震火災対策計画の策定に向けた県市
の役割とスケジュールが示された
【地域防災推進課】
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平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）

月
計画（Ｐ） 実行（Ｄ） 評価（Ｃ） 改善（Ａ）

内容 対策の計画 課題等 対策の実績 実行後の分析・検証 評価後の課題 対策の見直し

Ⅲ(1)　チェックリストの作成【住宅課】

県

Ⅰ　感震ブレーカー普及啓発用ポスター・ち
らし配布及び関係団体との情報交換（通年）
【消防政策課】

Ⅱ　8月30日　「地域のみんなで自主防災訓
練」の中で消火訓練の実施を呼び掛け【南海
トラフ地震対策課】

Ⅲ(2)　土地区画整理事業のH28概算要望（７
月）【都市計画課】

Ⅳ　指針に基づいて市が行う地震火災対策
への支援（地震火災対策連絡会の開催）【消
防政策課】

Ⅱ　大規模な火災の可能性のある地域
における消火訓練の実施【南海トラフ地
震対策課】

Ⅰ　感震ブレーカー等の取扱い等につい
て関係団体と情報交換を実施(7月)【消防
政策課】

Ⅱ　16市町村で消火訓練を実施(高知市
においても実施【南海トラフ地震対策課】

Ⅲ(1) 県・市・事業者による意見交換会の
開催（8/28）【住宅課】

Ⅲ(2)　計画通り概算要望を実施（8/10）
【都市計画課】

Ⅳ　地震火災対策委託業務を契約、着手

Ⅱ　継続した訓練の実施及び参加の呼
びかけ【南海トラフ地震対策課】

Ⅲ(1)　課題について情報を共有【住宅
課】

Ⅲ(1)　書類審査短縮化の支援【住宅課】

Ⅲ(1)　耐震改修補助予算の確保(12
月補正へ)【建築指導課】

Ⅰ　地震による出火防止対策（耐震消火装
置付器具の普及・啓発等）町内会等で回覧
用チラシ配布【消防局予防課】

Ⅱ・自主防災組織及び自主防災組織連合会
と連携した継続的な消火訓練指導の実施
・消火訓練を指導できる消防団員を育成の
研修会実施【消防局警防課】

Ⅲ(1)・住宅の耐震化への補助の実施
・老朽住宅除却事業の実施

Ⅰ　事前に町内会連合会に出向き枚数，
日程調整する必要がある。　【消防局予
防課】

Ⅱ　指導体制の維持確保【消防局警防
課】

Ⅲ(1)・年度内に予定件数の補助を実施
・戸別訪問の実施

Ⅰ　枚数について，印刷予定枚数より相
当数多くなることから内部調整が必要と
なっている　【消防局予防課】

Ⅱ　自主防災組織等に対する訓練実績
51件（７月～９月），県市合同で地震火災
対策についての説明会に参加(8/19)，自
主防災組織連絡協議会の事業として自
主防災組織リーダー研修の実施
（9/27），消火訓練を指導できる消防団員
の育成の研修の準備に取り組む【消防局
警防課】

Ⅲ(1)　住宅耐震診断士派遣(101件受付)
木造住宅耐震改修補助(90件受付）

Ⅰ　予算策定時に枚数と金額に注意が
必要【消防局予防課】

Ⅱ　自主防災組織リーダー研修のアン
ケート結果を分析・検証すると，研修につ
いては，概ね好評であった　今後実施予
定の各ブロックが研修を実施することで，
訓練指導の体制の確保を図っていく【消
防局警防課】

Ⅲ(1)　無料化効果により受付増(H26同
期46件)あわせて耐震改修補助受付増

Ⅰ　他の作成及び購入予定のチラシ，パ
ンフレットより流用することで対応する【消
防局予防課】

Ⅲ(1)　・耐震改修補助予算の確保(9月補
正で増額見送りとなる）

７月
～

９月

防政策課】 Ⅳ　地震火災対策委託業務を契約、着手
(9月)
 県市合同で地震火災対策についての説
明会の開催(8/19)【消防政策課】

月補正へ)【建築指導課】

市

・老朽住宅除却事業の実施
・コンクリートブロック塀耐震対策の実施
【建築指導課】

Ⅲ(2)　旭駅周辺地区住宅市街地総合整備
事業，下島，中須賀土地区画整理事業の推
進【市街地整備課】

・戸別訪問の実施
【建築指導課】

Ⅲ(2)　下島，中須賀地区の用地先行買
収の計画的な推進
・都市再生住宅（北棟）建設工事の推進
【市街地整備課】

木造住宅耐震改修補助(90件受付）
・処理時間短縮の「ため内部処理の簡素
化及び手続き見直し（10/1付要綱改正）
・第２回県市事業者意見交換会（処理時
間短縮対策，税情報共有は事務処理増
伴い困難，広報は28年度より地域防災推
進課と連携，委任払いの準備としての要
綱改正）
・老朽住宅除却(6件受付)　老朽度の具
体的例示をﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに公開
・コンクリートブロック塀耐震化(12件受付)
【建築指導課】

Ⅲ(2)　下島町まちづくり協議会役員会，
中須賀町まちづくり協議会（第18回）開催
・中須賀土地区画整理審議会委員選挙
の当選人の公告
・都市再生住宅（北棟）建設工事の完成
・家屋補償調査発注（33棟）【市街地整備
課】

期46件)あわせて耐震改修補助受付増
(H26同期(61件)
・内部処理簡素化により一定時間短縮
・意見交換会…対応策と現状の共有
・戸別訪問実施に向け入札/契約
【建築指導課】

Ⅲ(2)　中須賀土地区画整理審議会委員
選挙の当選人の公告及び都市再生住宅
（北棟）建設工事の完成により，事業に向
けての意識が高まりつつある【市街地整
備課】

正で増額見送りとなる）
・要綱改正による処理時間短縮効果は今
後
・意見交換会…補助金予算の確保
【建築指導課】

Ⅳ　地震火災対策連絡会への参加
　　【地域防災推進課】

課】

Ⅳ　県市合同で地震火災対策について
の説明会の開催(8/19)【地域防災推進
課】

Ⅳ　重点推進地区の自主防災組織・町内
会等66団体に案内を行い、24団体・26名
が出席。「地震火災対策」「今後のスケ
ジュール」等について説明を行った
【地域防災推進課】
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実行後の分析・検証 評価後の課題 対策の見直し

県

Ⅲ(2)　土地区画整理事業のH28本要望（１２
月）【都市計画課】

Ⅳ　指針に基づいて市が行う地震火災対策
への支援（地震火災対策連絡会の開催）【消
防政策課】

Ⅲ(1)　・県市連携部長会議（10/23）
・ 県・市・事業者による意見交換会の開
催（11/17）【住宅課】

Ⅲ(2)　本要望が１月にずれ込むことと
なったため実施できていない。
【都市計画課】

Ⅳ　地震火災対策連絡会高知市事前
協議(11/4)
　第2回地震火災対策連絡会(11/11)
【消防政策課】

Ⅲ(1)　課題について情報を共有、課題解
決（予算確保、受付継続）の要請
【住宅課】

Ⅳ　地震火災対策計画策定にあたり、地
区数が多く労力及び費用面での問題が
ある
【消防政策課】

Ⅲ(2)　1月8日に本要望を実施する予定
【都市計画課】

Ⅳ　支援策として地震火災対策計画策定
に係る補助事業を検討し、地震火災対策
推進事業を拡充　【消防政策課】

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）

月
計画（Ｐ） 実行（Ｄ） 評価（Ｃ） 改善（Ａ）

内容 対策の計画 課題等 対策の実績

Ⅲ(2)　1月8日に本要望を実施済
【都市計画課】

Ⅰ　地震による出火防止対策（耐震消火装
置付器具の普及・啓発等）平成28年度の出

Ⅰ　新たな事業を起こす場合，しっかりし
た事業計画を立てないと認められない場

Ⅰ　平成28年度事業として「感震ブレー
カー等のイラスト入りクリアファイル」を作

Ⅰ　計画を立てたが予算額が大きくなり
今後財政当局と話し合いが必要となる可

Ⅰ　財政当局と広報の必要性について十
分な説明が必要となる　【消防局予防課】

10月
～

12月

市

置付器具の普及・啓発等）平成28年度の出
火防止対策事業として予算要求
【消防局予防課】

Ⅱ　自主防災組織及び自主防災組織連合会
と連携した継続的な消火訓練指導の実施
【消防局警防課】

Ⅲ(1)・住宅の耐震化への補助の実施
・老朽住宅除却事業の実施
・コンクリートブロック塀耐震対策の実施
【建築指導課】

Ⅲ(2)　旭駅周辺地区住宅市街地総合整備
事業，下島，中須賀土地区画整理事業の推
進【市街地整備課】

た事業計画を立てないと認められない場
合がある【消防局予防課】

Ⅱ　指導体制の維持確保
【消防局警防課】

Ⅲ(1)・年度内に予定件数の補助を実施
・戸別訪問の実施
【建築指導課】

Ⅲ(2)　下島，中須賀地区の用地の先行
買収の計画的な推進
・都市再生住宅（北棟）の供用開始

カー等のイラスト入りクリアファイル」を作
成し配布する計画を立てた
【消防局予防課】

Ⅱ　自主防災組織等に対する訓練実績
100件（10月～12月），消火訓練を指導で
きる消防団員の育成の研修の実施
（11/29）【消防局警防課】

Ⅲ(1）・住宅耐震診断士派遣(92件受付）
・木造耐震改修補助（66件受付）
・第３回県市事業者意見交換会開催
・戸別訪問（838件実施）
・老朽住宅除却（2件受付）
・コンクリートブロック塀耐震化（4件受付）
【建築指導課】

Ⅲ(2)　中須賀土地区画整理審議会委員
の委嘱式及び第1回，第2回審議会の開
催

今後財政当局と話し合いが必要となる可
能性がある【消防局予防課】

Ⅱ　消火訓練を指導できる消防団員の育
成の研修のアンケート結果を分析・検証
すると，研修については好評であった
【消防局警防課】

Ⅲ(1）・改修補助予算不足にて10/26受付
中止，12月補正方針決定につき11/9再
開
・老朽住宅除却，コンクリートブロック塀
耐震化について事業期間を見越しホーム
ページで早期の申請を呼びかけ
【建築指導課】

Ⅲ(2)　中須賀土地区画整理審議会の発
足，都市再生住宅（北棟）の供用開始に
より，事業に向けての意識が高まりつつ

分な説明が必要となる　【消防局予防課】

Ⅱ　自主防災組織等の訓練の実施が多
くなったときにおける指導員の確保
【消防局警防課】

進【市街地整備課】

Ⅳ　地震火災対策連絡会への参加
　　【地域防災推進課】

・都市再生住宅（北棟）の供用開始
【市街地整備課】

催
・下島まちづくり協議会（第24回）開催
・中須賀町まちづくり協議会（19回）開催
・都市再生住宅（北棟）見学会，入居開始
・家屋補償調査発注（4棟）【市街地整備
課】

Ⅳ　県・市・県の委託業者による延焼シ
ミュレーション等の事前協議(11/4)
第2回地震火災対策連絡会への参加
(11/11)　【地域防災推進課】

より，事業に向けての意識が高まりつつ
ある
【市街地整備課】

Ⅳ　シミュレーションの手法や条件設定・
ブロック分けなどについて協議
連絡会では,モデル地区(四万十市)での
取組み経過や感震ブレーカーの配布に
あたり課題等の説明を受けた  【地域防
災推進課】

Ⅳ　来年度、各地区で取りかかる地区別
の地震火災対策計画の策定に向けて地
区住民への事前周知(リーフレットの配
布)が必要　【地域防災推進課】
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H28

県

Ⅳ　指針に基づいて市が行う地震火災対策
への支援（地震火災対策連絡会の開催）【消
防政策課】

Ⅲ(1)　・ 県・市・事業者による意見交換
会の開催（3/17）【住宅課】
Ⅳ　第３回地震火災対策連絡会(2/3)【消
防政策課】

Ⅲ(1)　課題について情報を共有、次年度
の取組み方針の確認【住宅課】
Ⅳ　各市町の２８年度のスケジュールや、
モデル地区である四万十市の状況につ
いて情報共有できた【消防政策課】

Ⅰ　地震による出火防止対策（耐震消火装
置付器具の普及・啓発等）平成28年度にむ
け広報用パンフレット等について案を作成,町
内会等で回覧用パンフレット配布【消防局予
防課】

Ⅱ　自主防災組織及び自主防災組織連合会
と連携した継続的な消火訓練指導の実施
【消防局警防課】

Ⅲ(1)・住宅の耐震化への補助の実施
・老朽住宅除却事業の実施

Ⅰ　平成28年度の予算確定状況による
他の予算の流用が確定したことから回覧
用パンフレットを作成１月中に配布予定
【消防局予防課】

Ⅱ　指導体制の維持確保【消防局警防
課】

Ⅲ(1)・年度内に予定件数の補助を実施
・戸別訪問の実施

Ⅰ　地震による出火防止対策の広報用
パンフレットを各町内会単位で回覧する
ために配布
　感震ブレーカー・感震コンセントのデモ
機作成【消防局予防課】

Ⅱ　自主防災組織等に対する訓練実績
34件（１月～３月）【消防局警防課】

Ⅲ(1）・住宅耐震診断士派遣(52件受付）

Ⅰ　予定どおり，町内会での回覧は実施
できたが，実施時期の１月予定が３月と
なってしまった。
　デモ機作成にあっては，製品の品不足
による他の機種への変更等のため，準備
に時間が掛かってしまった。【消防局予防
課】

Ⅱ　昨年度より増加【消防局警防課】

Ⅲ(1）・耐震診断及び耐震改修補助は明

Ⅰ　地域コミュニティー推進課及び町内
会連合会と早めの連絡を取りあい，実施
予定日の決定をする必要がある。
　品物を注文する際には在庫確認等を事
前にする必要がある。【消防局予防課】

Ⅳ　２８年度以降の感震ブレーカー以外
の対策について、県の支援策の検討が
必要【消防政策課】

H28
１月
～

３月

市

・コンクリートブロック塀耐震対策の実施
【建築指導課】

Ⅲ(2)　旭駅周辺地区住宅市街地総合整備
事業，下島，中須賀土地区画整理事業の推
進【市街地整備課】

Ⅳ　地震火災対策連絡会への参加
　　【地域防災推進課】

【建築指導課】

Ⅲ(2)　下島地区の用地先行買収の完了
，中須賀地区の用地先行買収の計画的
な推進
・都市再生住宅（南棟）設計委託業務の
完了【市街地整備課】

・木造耐震改修補助（55件受付）
・第４回県市事業者意見交換会開催
・戸別訪問（693件実施）
・老朽住宅除却　受付終了
・コンクリートブロック塀耐震化　受付終
了      【建築指導課】

Ⅲ(2)　中須賀土地区画整理評価委員会
（第１回）開催
・下島町まちづくり協議会（第25回）開催
・下島土地区画整理事業審議会・評価委
員会（第６回）開催
・下島地区用地先行買収完了【市街地整
備課】

Ⅳ　・第3回地震火災対策連絡会への参
加(2/3)
・リーフレット配布による地区住民への周
知(3/7)

許繰越を設定し，年度での受付を中断す
ることなく継続性を担保できた。
・老朽住宅除却，コンクリートブロック塀
耐震化は28年度に向け補助対象を判断
する事前調査を実施し、一定の継続性を
担保した。
【建築指導課】

Ⅲ(2)　下島地区用地先行買収の完了に
より，事業に向けての意識が高まる。【市
街地整備課】

Ⅳ　・計画策定にかかる委託費用への県
補助，感震ブレーカーにかかる費用への
県補助の説明。他市の取り組み計画等

Ⅳ　・28年度以降、各重点地区における
地震火災対策計画策定に向けたスケ
ジュールの作成。

知(3/7)
・県市延焼シミュレーションの事前協議
(3/23)

県補助の説明。他市の取り組み計画等
について情報共有を行った。
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Ⅰ　地震による出火防止対策
・広報用ポケットティッシュ及び救急絆創膏の作成
・広報用回覧チラシの作成

Ⅰ　地震による出火防止対策
・広報用ポケットティッシュ　　　　　　　　　　10,000個
・広報用救急絆創膏　　　　　　　　　　　　　10,000個

Ⅰ　地震による出火防止対策
　予定どおり作成することができた。
　各種行事等において使用している。

Ⅰ　地震による出火防止対策
　予算執行の関係で，発注が遅れ年度末にな
るケースがあるので，事前の対応を早くするこ

平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み の 総 括 （ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ ）
計画（Ｐ）　<対策の内容> 実行（Ｄ）　<対策の実績> 評価（Ｃ）　<実行後の分析・検証> 改善（Ａ）　<27年度の課題>

県

Ⅰ　感震ブレーカー等の普及【消防政策課】

Ⅲ(2)　特になし　【都市計画課】

Ⅳ　市の策定する地震火災対策計画に関する検討、検証
への支援【消防政策課】

Ⅰ ・市町村に対しちらし等を配布し普及啓発を実施
・感震ブレーカー等の取扱い等について関係団体と情報交
換を実施(7月)【消防政策課】

Ⅲ(2)　特になし　【都市計画課】

Ⅳ  高知県地震火災対策指針を策定(6月)
・高知県地震火災対策連絡会の開催(6/18、11/11、2/3)
・県市合同で地震火災対策についての説明会の開催(8/19)
【消防政策課】

Ⅰ　県民調査の結果、普及が進んでいないことが判明【消防政
策課】

Ⅲ(2)　特になし　【都市計画課】

Ⅳ・高知市は重点推進地区が9地区と多く、取り組みに時間が
かかる。【消防政策課】

Ⅰ　効果的な手法を検討し、引き続き普及啓発
に努める。【消防政策課】

Ⅲ(2)　特になし　【都市計画課】

Ⅳ　県としてできる支援を検討、実施する。【消
防政策課】

市

・28年度事業として広報用クリアファイルの作成
・追加広報用回覧チラシの作成
・感震ブレーカー・感震コンセントのデモ機作成

Ⅱ　自主防災組織及び自主防災組織連合会と連携した継
続的な消火訓練指導の実施
【消防局警防課】

Ⅲ(1)・住宅の耐震化への補助の実施
・老朽住宅除却事業の実施
・コンクリートブロック塀耐震対策の実施
【建築指導課】

・回覧用チラシ印刷　　　　　　　　　　　　　　22,500枚
・クリアファイルの作成　　　　　　　　　　　　28年度予算化決
定
・追加回覧用チラシ印刷　　　　　　　　　　　15,000枚
・感震ブレーカー・感震コンセント　デモ機　　　10機

Ⅱ　自主防災組織及び自主防災組織連合会と連携した継
続的な消火訓練指導年間回数212件
【消防局警防課】

Ⅲ(1）・住宅耐震診断士派遣(480件受付）
・木造耐震改修補助（307件受付）
・県市事業者意見交換会4回開催
・戸別訪問（2,111件実施）
・老朽住宅除却（13件受付）
・コンクリートブロック塀耐震化（8件受付）
【建築指導課】

Ⅱ　指導訓練回数は，年々増加傾向にあり，今後も高知市自
主防災組織率の向上と共に増加予定
【消防局警防課】

Ⅲ(1）・耐震診断を無料化により診断申込は前年比約1.5倍に
増加した。また，耐震改修補助についても前年比約1.4倍に増
加しておりかなりの効果が認められる。
・老朽住宅除却は，広報やホームページでの告知により概ね
予定件数の補助を実施できた。
・コンクリートブロック塀耐震化は，申請のあったうち事業の利
用に至ったものは1/3程度。費用面や道路要件で取りやめた
事例が多かった。

と。

Ⅱ　今後，見込まれる，指導訓練増加に対応
できるよう消防局・消防団・地域での指導員育
成が必要
【消防局警防課】

Ⅲ(1）・耐震改修補助は要綱を見直し補助金支
払いまでの期間を短縮
・老朽住宅除却は老朽度の事例をホームペー
ジに掲載し事業の理解に努めた。
【建築指導課】

Ⅲ(2)　旭駅周辺地区住宅市街地総合整備事業，下島，中
須賀土地区画整理事業の推進【市街地整備課】

Ⅳ　・高知県地震火災対策連絡会への参加
　　　・重点地区自主防等への説明会の開催
　　　・重点地区住民への周知

【建築指導課】

Ⅲ(2)　中須賀土地区画整理審査会，評価委員会の発足
・下島地区用地先行買収完了
・都市再生住宅（北棟）が完成供用開始
・【市街地整備課】

Ⅳ　・高知県地震火災対策連絡会への参加 3回
(6/18,11/11,2/3)
　　　・県市合同による説明会の開催(8/19)
　　　・リーフレットの配布(3/7)

事例が多かった。
【建築指導課】

Ⅲ(2)　下島地区用地先行買収の完了により，事業に向けての
意識が高まる。
・中須賀土地区画整理審査会，評価委員会の発足，都市再生
住宅（北棟）が完成供用開始より，事業に向けての意識が高ま
る。【市街地整備課】

Ⅳ　・重点地区が9地区28町丁目にのぼる。地区ごとの地震火
災対策計画の策定に計画的な取り組みが必要。

Ⅳ　・重点地区が9地区28町丁目にのぼること
から、今後、県の行う延焼シミュレーションなど
をもとに、危険度等から優先順位を決めて、ス
ピード感をもって地震火災対策計画の策定に
取り組む必要がある。

52


